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１．医歯学総合研究科修士課程医歯理工保健学専攻の概要 

人材育成目標 

医学、歯学、生命理工学、保健学を中心とする多分野融合を実現した体系的な教育課程を基に、生命科学領域の

相互連携を図り、人類の健康と福祉に関する幅広い知識および高い倫理観を有する医学、歯学、生命理工学、保

健学分野の教育者、研究者、技術者等を育成する。 

 

アドミッションポリシー 

 修士（医科学、歯科学、口腔保健学、理学、工学、保健学）  

《求める学生像》 

本学の掲げる幅広い教養と豊かな人間性、高い倫理観、自ら考え解決する創造性と開拓力、国際性と指導力を

備えた人材を育成するという教 

育理念の下、本学大学院修士課程医歯理工保健学専攻のディプロマ・ポリシー及びカリキュラム・ポリシーに示

す教育を行っている。このよう 

な教育を受ける者として、次に掲げる意欲・目的意識と知識・技能等を備えた学生を求める。 

１) 入学に際して明確な目的意識を持ち、各専門領域の学習を体系的、集中的に行う意欲を有している。 

２) 各専門領域の学習に必要な学士レベルの基礎知識・技能を有している。 

３) 研究活動に必要な論理的思考力、英語力、コミュニケーション能力を備えている。 

《入学者選抜の基本方針》 

筆記試験により英語力や専門領域の基礎的知識を評価し、面接試験及び出願書類により適性や意欲、コミュニ

ケーション能力を見ることで、総合的に判定する。 

 

 修士（グローバル健康医学）  

《What We Expect of Our Students》 

In view of the training objectives outlined for this course of study, course applicants are sought who 

are excellent team players, are able to express and convey their own thoughts precisely, possess the English 

abilities needed for studies after enrollment, have the motivation to acquire specialized expertise in 

a systematic, focused manner and to whom any of the following apply. 

1) Applicants who can "think globally and act globally" and want to find concrete solutions to pressing 

public health issues around the world. 

2) Applicants who have big ambitions to carry out the most innovative research in public health to achieve 

critical goals that make a difference in public health around the globe. 

《Basic Entrance Examination Policies》 

Applicants are evaluated in a comprehensive manner through interview and application documents to 

assess English proficiency, aptitude, motivation and communication skills. 

 

 

カリキュラムポリシー 

本学大学院医歯学総合研究科医歯理工保健学専攻では、ディプロマポリシーに掲げる目標を達成するために、教

育課程を編成するにあたっては、教育内容、教育方法、学習成果の評価方法等を以下のように設定する。 

 

 修士（医科学）  
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１）生命倫理などの医科学全般の基礎や研究遂行に必要な方法論の教育のために、初期研究研修プログラムを設

定する。 

２）医科学領域の高度な専門知識を習得するための専門科目を設ける。 

３）幅広い高度専門知識を獲得できるように、医科学に関連した多様な専門科目を設ける。 

４）本学の附属病院における先端的な実際の医療活動の現場を体験する科目、臨床分野の医療活動の考え方を学

ぶ科目を用意する。 

５）研究実習は、生命倫理、利益相反、遺伝子組み換え、病原体等に関する各委員会の承認のもとで行う。 

６）専門分野における最先端の知識と技術を身につけ、科学的思考力と倫理観に根ざす高度な実践を展開できる

能力を養うため、演習・実習・研究科目を設ける。 

７）客観的で学際的な研究指導および論文作成指導のため複数指導体制を用意する。 

８）国際性の向上のため、英語での学習にも対応する。 

９）成績評価は、定期試験、レポートの提出、講義への参加状況などに基づき、各履修科目において学修達成度

を適切に反映する基準を定めた上で行う。 

１０）本研究科の博士課程への進学希望に対して、そのアドミッションポリシーに十分に対応するカリキュラム

構成とする。 

１１）学位論文については、ディプロマ・ポリシーに基づき厳格な評価を行い、修士論文の審査及び最終試験を

適切に行う。 

 修士（歯科学）  

１）生命倫理などの生命科学全般の基礎や研究遂行に必要な方法論の教育のために、初期研修プログラムを設定

する。 

２）歯科学領域の高度な専門知識を習得するための専門科目を設ける。 

３）幅広い高度専門知識を獲得できる様に、歯科学に関連した多様な専門科目を設ける。 

４）専門分野における高度な知識と技術を身につけ、科学的思考力と倫理観に根ざす高度な実践を展開できる能

力を養うため、演習・実習・研究科目を設ける。 

５）成績評価は、定期試験、レポートの提出、講義への参加状況などに基づき、各講義において学修達成度を適

切に反映する基準を定めた上で行う。 

６）学位論文については、ディプロマ・ポリシーに基づき厳格な評価を行い、修士論文の審査及び最終試験を適

切に行う。 

 

 修士（口腔保健学）  

１）生命倫理などの生命科学全般の基礎や研究遂行に必要な方法論の教育のために、初期研修プログラムを設定

する。 

２）口腔保健学領域の高度な専門知識を習得するための専門科目を設ける。 

３）幅広い高度専門知識を獲得できる様に、口腔保健学に関連した多様な専門科目を設ける。 

４）専門分野における高度な知識と技術を身につけ、科学的思考力と倫理観に根ざす高度な実践を展開できる能

力を養うため、演習・実習・研究科目を設ける。 

５）成績評価は、定期試験、レポートの提出、講義への参加状況などに基づき、各講義において学修達成度を適

切に反映する基準を定めた上で行う。 

６）学位論文については、ディプロマ・ポリシーに基づき厳格な評価を行い、修士論文の審査及び最終試験を適

切に行う。 

 

 修士（理学）  
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１）生命倫理などの生命科学全般の基礎や研究遂行に必要な方法論の教育のために、初期研究研修プログラムを

設定する 

２）生命科学領域の高度な専門知識を習得するための専門科目を設ける。 

３）幅広い高度専門知識を獲得できるように、生命科学に関連した多様な専門科目を設ける。 

４） 専門分野における最先端の知識と技術を身につけ、科学的思考力と倫理観に根ざす高度な実践を展開できる

能力を養うため、演習・実習・研究科目を設ける。 

５）複数指導体制により客観的で学際的な研究指導および論文作成指導を行う。 

６）成績評価は、定期試験、レポートの提出、講義への参加状況などに基づき、各講義において学修達成度を適

切に反映する基準を定めた上で行う。 

７）学位論文については、ディプロマ・ポリシーに基づき厳格な評価を行い、修士論文の審査及び最終試験を適

切に行う。 

 

 修士（工学）  

１）生命倫理などの生命科学全般の基礎や研究遂行に必要な方法論の教育のために、初期研究研修プログラムを

設定する 

２）生体工学領域の高度な専門知識を習得するための専門科目を設ける。 

３）幅広い高度専門知識を獲得できるように、生体工学に関連した多様な専門科目を設ける。 

４）専門分野における最先端の知識と技術を身につけ、科学的思考力と倫理観に根ざす高度な実践を展開できる

能力を養うため、演習・実習・研究科目を設ける。 

５）複数指導体制により客観的で学際的な研究指導および論文作成指導を行う。 

６）成績評価は、定期試験、レポートの提出、講義への参加状況などに基づき、各講義において学修達成度を適

切に反映する基準を定めた上で行う。 

７）学位論文については、ディプロマ・ポリシーに基づき厳格な評価を行い、修士論文の審査及び最終試験を適

切に行う。 

 

 修士（保健学）  

１）生命倫理などの生命科学全般の基礎や，研究遂行に必要な方法論の教育のために，初期研修プログラムを設

定する。 

２）臨床検査学領域の専門的知識と研究力を身につけるために，講義，演習，研究実習を設定する。 

３）臨床検査技師としての技能，倫理感，対人関係を研修する仕組みを設ける。 

４）幅広い視野からの学習を促進するため，医歯理工系も含めた多彩な科目を履修できるようにする。 

５）医療系大学院生として習得すべき教養科目を設定する。 

６）学生のプレゼンテーション力を養成し，客観的・学際的な研究指導を充実させるために， 教員と学生が研究

の進捗状況について分野の枠を超えて討論する場を設ける。 

７）国際性向上のため，学生の国際学会発表，海外研修，海外留学，外国人留学生の受け入れなどを推進する。 

８）成績は各科目の特性に応じた基準を定めて，多面的に評価する。 

９）学位論文については、ディプロマ・ポリシーに基づき厳格な評価を行い、修士論文の審査及び最終試験を適

切に行う。 

 

 修士（グローバル健康医学）  

本学大学院医歯学総合研究科医歯理工保健学専攻グローバルヘルスリーダー養成コースでは、ディプロマポリシ

ーに掲げる目標を達成するために、教育課程を編成するにあたっては、教育内容、教育方法、学習成果の評価方
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法等を以下のように設定する。 

１）グローバルに公衆衛生学分野で活躍するために必須である5分野（疫学、生物統計学、医療管理学、行動科

学、環境保健学）をカバーするために「疫学入門」、「社会疫学」、「生物統計入門」、「保健医療システム・マ

ネジメント」、「行動科学」、「地球環境と健康」の授業科目を設け必修とする。医師・歯科医師の経験がない

学生は、医学・健康科学全般の知識を修得させるため「公衆衛生のための医学・生物学」も必修とする。グ

ローバルな健康課題に関する知識についても必修とする。フィールド調査による現場経験も必修とする。よ

り高度または専門性の高い分野については選択とする。 

２）地球規模の課題を解決するための国際性を身につけさせるために、グローバル健康医学科目は全て英語によ

り授業を行う。また、ケースを用いた実践的な講義を行う。 

３）学習成果の評価は、各授業科目のシラバスにおいて、到達目標、授業計画、成績評価基準・方法を明確に示

し、科目ごとの小テストあるいはレポート、試験により評価する。また、修士論文の内容につき最終試験を

実施する。 

４）学位論文については、ディプロマ・ポリシーに基づき厳格な評価を行い、修士論文の審査及び最終試験を適

切に行う。 

 

 

 

ディプロマポリシー 

本専攻では、次のような能力・資質を身につけていると認められた者で、かつ所定の単位を収め、本専攻が行

う修士論文の審査及び最終試験に合格した者に修士の学位を授与する。 

 

 修士（医科学）  

１）学術的な研究成果を有し、次世代の医科学の発展を担える研究・開発の能力を有している。 

２） 医科学に関する専門的な知識と技術を身につけ、医科学領域にて高度な実践を展開できる能力を有している。 

３）研究成果や思考過程を的確に伝え、また、理解する能力を有している。 

 

 修士（歯科学）  

１）学術的な研究成果を有し、次世代の歯科学の発展を担える研究・開発の能力を有している。 

２） 歯科学に関する専門的な知識と技術を身につけ、歯科学領域にて高度な実践を展開できる能力を有している。 

３）研究成果や思考過程を的確に伝える能力を有している。 

 

 修士（口腔保健学）  

１）学術的な研究成果を有し、次世代の口腔保健学の発展を担える研究・開発の能力を有している。 

２）口腔保健学に関する専門的な知識と技術を身につけ、口腔保健学領域における高度な実践を展開できる能力

を有している。 

３）研究成果や思考過程を的確に伝える能力を有している。 

 

 修士（理学）  

１）学術的な研究成果を有し、次世代の生命科学の発展を担える研究・開発の能力を有している。 

２）生命科学に関する専門的な知識と技術を身につけ、医療・バイオ産業界にて高度な実践を展開できる能力を

有している。 

３）研究成果や思考過程を的確に伝える能力を有している。 
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 修士（工学）  

１）学術的な研究成果を有し、次世代の生体工学の発展を担える研究・開発の能力を有している。 

２）生体工学に関する専門的な知識と技術を身につけ、医療・バイオ産業界にて高度な実践を展開できる能力を

有している。 

３）研究成果や思考過程を的確に伝える能力を有している。 

 

 修士（保健学）  

１）臨床検査学および関連領域における専門的な知識と技術を身につけ，科学的能力と倫理観に根ざす実践的能

力を有している。 

２）臨床検査学および関連領域における将来の指導者，教育者，研究者となるための基盤を有している。 

 

 修士（グローバル健康医学）  

本コースでは、次のような能力・資質を見につけていると認められた者で、かつ所定の単位を収め、本専攻が

行う修士論文の審査及び最終試験に合格した者に修士（グローバル健康医学）の学位を授与する。 

 

１）公衆衛生学、疫学、生物統計学、ヘルスシステム、母子保健、環境保健、産業保健などグローバルな観点に

おける公衆衛生学について習熟し、統計解析ができる。 

２）本学の持つ海外拠点等を活用し、グローバルヘルスについて現場のデータを収集し、予防戦略を立案し実行

できる。 

３）疾患予防戦略を社会に展開する上で必要な論理的表現能力を有し、研究成果を社会に還元できる。 

４）本コース終了後も、継続して知識を習得する能力および問題解決能力を備えている。 

５）組織における公衆衛生のリーダーとしての素養および組織の意思決定・業務遂行でのコミュニケーション能

力を有している。 

６）国際協力を含めて、社会全般に対してのグローバルな公衆衛生学に関する情報収集および発信能力を有して

いる。 

 

標準修業年限 

 標準修業年限：２年 
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２．「科目ナンバリング」について 

 

1. 科目ナンバリングとは 

 

科目ナンバリングは、授業科目に適切な番号を付けて分類することで、学修の段階や順序

等を表し、教育課程の体系性を明示する仕組みのことです。 

本学大学院では、科目ナンバリングにより授業科目に付された特定の記号及び数字のこと

を「科目ＩＤ」と呼び、シラバスの各科目のページに掲載しています。 

なお、同じく各科目のページに掲載されている「科目コード」は、主に履修登録の際などに使

用されます。 

 

2. 「科目ＩＤ」の構成 

Ｇ Ｈ － a ３ ０ ０ １ － Ｌ 
①   ②        ③        ④               ⑤ 

 

   各桁の意味 

①授業開設部局名 

部局名 コード 

大学院 Ｇ 

 

②専攻・コース名等 

専攻・コース名等 コード 

医歯理工保健学専攻 Ｈ 

医歯理工保健学専攻医療管理政策学コース Ａ 

医歯理工保健学専攻グローバルヘルスリーダー養成コース Ｐ 

医歯学専攻 Ｍ 

生命理工医療科学専攻 Ｂ 

東京科学大学・チリ大学国際連携医学系専攻 Ｊ 

東京科学大学・チュラロンコーン大学国際連携歯学系専攻 Ｉ 

東京科学大学・マヒドン大学国際連携医学系専攻 S 

看護先進科学専攻 Ｎ 

共同災害看護学専攻 Ｄ 

大学院共通科目 Ｃ 

 

③レベル 

レベル コード 

大学院共通科目 

学部生先取履修対象科目 
a 

修士課程における発展的な内容の科目、または 

修士論文の作成にあたり履修する論文（研究）指導等の科目 
b 

博士課程における発展的な内容の科目、または 

博士論文の作成にあたり履修する論文（研究）指導等の科目 
c 

５年一貫制博士課程における発展的な内容の科目、または 

博士論文の作成にあたり履修する論文（研究）指導等の科目 
d 
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その他 e 

 

④科目コード 

各専攻で開講している授業科目の通し番号（４桁） 

 

⑤授業形態 

授業形態 コード 

講義 Ｌ 

演習 Ｓ 

実習 Ｅ 

論文指導・研究指導 Ｔ 

その他 Ｚ 
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３．修了要件及び履修方法 

３．Requirements and Registration 

 

１．修了要件 

1. Requirements of 

Completion 

 

 

２．履修方法 

2. Registration 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１） 履修科目につい

て 

1) Registering 

Courses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

医歯理工保健学専攻に２年以上在学し、授業科目を３０単位以上修得し、修士論文

の審査及び最終試験に合格すること。 
Students need to be enrolled in Master’s Program：Health Sciences and Biomedical 
Engineering for two or more years, to obtain 30 or more units, and to pass the thesis 
defense and final examination. 
 

履修登録は、指導教員と相談のうえ、履修する科目を決定し、前期及び後期の所定の

期間内に登録の手続きを行わなければならない。履修登録の受付は教務課湯島教務室

にて行う。 

同じ時間帯に開講する２つの科目を履修登録することはできない。 

※取得する学位により、履修科目が異なるため、履修登録にあたっては事前に指導

教員と授業の履修方法等について相談のうえ行うこと。履修登録する科目の講義時

間が重なっていないか、履修条件を満たしているかを必ず確認すること。 
After talking with one’s supervisor, students need to register for courses during the 
registration period. Please submit the registration form to Student Division 
Yushima Student Office.  
Students cannot register the courses which are held at the same time. Please make 
sure to check if the class schedule doesn’t have a time conflict. 
*Depending on the desired field of Master’s degree, the courses the one needs to take 
differ. Please make sure to talk with one’s supervisor before registering courses. 
It is students’ responsibility to check the time conflict of each lectures and 
prerequisites of the courses before submitting the registration form. 
 

 

【医科学、歯科学、理学、工学、口腔保健学、保健学の学位修得を目指す者】 

取得学位の必修科目と選択科目と合わせて３０単位以上を履修すること。 

「初期研究研修」「課題研究」は、６つの学位に共通する必修科目である。必ず履修

すること。 

なお、「開設科目及び修得単位一覧表」は、取得学位別の必修科目と選択科目、及び

その単位数を示している。◎は必修科目、斜線が入っているものは受講できない科目

である。必要単位数（30 単位以上）に達するように科目登録を行うこと。 
[Students who wish to earn the Master’s degree on Medical Science, Dental Science, 
Science, Engineering, Oral Health Care Science, Medical Laboratory Science]  
Students should register courses with the total of 30 or more units combining the 
core courses and electives. The courses, “Initial Research Training” and “Research 
for Thesis” are the common core courses for the students who desired to earn degree 
on any of above six fields. Please make sure to register for them.  
From the List of Courses and Units, please find which courses are core 
courses/electives to your desired degree field. The courses with “◎” are the core 
courses. And the courses with slash are the ones you cannot register.  
 
 
☆先制医療学コースについて☆ 

先制医療学コースの学生については、必修科目以外の選択科目について、ビッグデータ

解析学、バイオメディカルデバイス理工学Ⅰ、研究倫理・医療倫理学、先制医療学実習、

先制医療学基礎実習、医療データ科学概論、疫学入門、生物統計入門の合計１１単位を

履修すること。なお、疫学入門および生物統計入門については、全編英語により行われ
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る。（必修科目とスケジュールが重複する選択科目は 2 年次に履修すること。） 

☆Medical Sciences Program for Preemptive Medicine☆ 
Students in Medical Sciences Program for Preemptive Medicine have to take “Big 
Data Analytics,” “Biomedical Device Science and Engineering I,” “Medical and 
Research Ethics,” “Clinical Research and Development training course of 
Anticipating Medicine,” “Medical Data Science,” “Preemptive Medicine Basic 
Training Course,” “Introduction to Epidemiology,” and “Introduction to 
Biostatistics,” in total of 11 units, in addition to the core courses of the desired degree 
filed. “Introduction to Epidemiology” and “Introduction to Biostatistics” will be held 
all in English. (If your class schedule has time conflict. Please take elective courses 
in your 2nd year of Master’s Program.) 
 
☆遺伝カウンセリングコースについて☆ 

先進倫理医科学分野に所属し、遺伝カウンセリングコースを受講する学生について

は、修士（医科学）の必須科目のほかにコース指定の 11 科目 21 単位（遺伝医学特

論、生化学、研究倫理・医療倫理学、MMA 医療政策概論、MMA 医療とコミュニ

ケーション、先制医療学基礎実習、人類遺伝学、臨床遺伝学、遺伝カウンセリング

学、遺伝カウンセリング実習）を履修すること。 

☆Genetic Counseling Course☆ 
This course is limited to the students belong to Department of Life Sciences and 
Bioethics and enrolled in this course. 
 

☆臨床疫学プログラムについて☆ 

臨床疫学プログラムに参加する学生については、必修科目以外の選択科目につい

て、疫学基礎、生物統計学基礎、生物統計学応用Ⅰ、生物統計学応用Ⅱ、臨床試験

方法論基礎、臨床試験方法論応用、口腔疫学基礎、疫学応用のうち５単位以上を履

修したうえで、臨床疫学解析演習（プログラム必修科目）を履修すること。 

☆Clinical Epidemiology Program☆ 

Students in Clinical Epidemiology Program must take at least 5 units from 

“Epidemiology: Basic”, “Biostatistics: Basic”, “Biostatistics: AdvancedⅠ”, 

“Biostatistics: AdvancedⅡ”, “Clinical Trial Methodology : Basic”, “Clinical Trial 

Methodology : Advanced”, “Oral epidemiology: Basic”, and “Epidemiology: 

Advanced” in addition to the core courses of the desired degree field and yet 

“Statistical Analysis of Clinical Data” (compulsory subjects in the program). 

☆人間医療科学技術コースについて☆ 
人間医療科学技術コースについて 
本コースでは、地球上の全ての人々の豊かな暮らしを実現するために、人の健康や医療

に関する最先端の融合的な研究開発を推進します。人に関する科学、すなわち、理工学、

医歯学、看護学、医療技術学、健康科学などの専門分野を機能的に融合し、世界中の人々

が持続的に発展できる安心・安全な生活基盤の構築を志向した、未来に向けた新たな学

問分野の創出とその分野を担うグローバル人材育成環境を創成します。 
 そのために、人や社会を深く理解するための基礎学力、科学技術系の高度かつ横断的

な専門力を持ち、広い視野と深い思考能力、総合的な意思決定能力、確固たる倫理観と

技術観、およびグローバルな視野や国際性を備え、独創的かつ挑戦的な最先端の研究・

開発を推進でき、そして自らの専門分野の枠を超えて新たな分野を開拓できる創造力

と指導力とを有し、世界で活躍できる人材を育成します。 
 
① 履修が必要な科目 
人間医療科学技術修士論文研究計画論第一（1単位）、人間医療科学技術修士論文研究

計画論第二（1単位）及び人間医療科学技術実践プロジェクト（2単位）の必修科目４単

位並びに人間医療科学技術他分野専門基礎第一（1単位）、人間医療科学技術他分野専

門基礎第二（1単位）、人間医療科学技術概論第一（1単位）、人間医療科学技術概論第
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２） 履修科目の追加

について 

2) Adding Courses 

 

 

 

 

 

３） 医療管理政策学 

（ＭＭＡ）コー

スの講義につい

て 

3) Courses of 

Master of Medical 

Administration 

(MMA) Course  

 

 

４）学際生命科学東

京コンソーシア

ムの講義につい

て 

4) Tokyo 

Interdisciplinary 

Life Science 

Consortium 

二（1単位）、先端人間医療科学技術第一（1単位）、先端人間医療科学技術第二（1単
位）及びデザイン創造基礎（2単位）から３単位以上選択して合計7単位以上を履修する

必要がある。人間医療科学技術コースシラバス（別冊）の履修方法を参照の上、履修す

ること。なお、本コースで修得した単位は大学院の修了要件の単位数に含まれる。 
 
② コース修了証書の授与 
上記のコース修了要件を満たし、かつ、大学院を修了した学生に対し、申請により、「人

間医療科学技術コース修了証書」が発行される。 

 

【グローバル健康医学の学位修得を目指す者（グローバルヘルスリーダー養成 
（ＭＰＨ）コースの学生に限る。）】 
「開設科目及び修得単位一覧表」に示す必修科目２８単位および選択科目２単位を含

む合計３０単位以上を履修すること。なお、医師免許または歯科医師免許のない学生は

公衆衛生のための医学・生物学が必須である。 
【Students wishing to obtain Master of Public Health in Global Health (MPH) (only 
those in MPH Course)】 

As the List of Courses and Units shows, students have to take 30 or more units 

including 28 units of core courses and 2 units of electives. 

Students without medical or dental doctor license must take Public Health 

Biology (3321). 

 

 

履修科目を追加する場合は、各年度の前期及び後期の所定の期間内に履修登録を受

け付ける。追加履修をする場合も、教務課湯島教務室へ申し出ること。 

（履修科目の取消については、３．２）II の*2 を参照のこと。） 
Students can add courses during the predefined periods in Spring / Fall semester by 
submitting the form to register courses additionally. 
(To drop one’s registered courses, please refer to *2 in 3. 2) II.) 

 

 

「開設科目及び修得単位一覧表」に記載されている選択科目のほかに、医療管理政

策学（ＭＭＡ）コースの科目を年間１０単位まで、受講することができる(*1)。 

なお、修得した単位は修了要件単位及び GPA にも算入されるものとする。医療管理

政策学（ＭＭＡ）コースの開設科目については、MMA のシラバスを参照するこ

と。 
Beside the courses on the List of Courses and Units, students can take courses of 
Master of Medical Administration (MMA) Courses (*1) up to 10 units per year. The 
units and GP gained from MMA courses will be added to your units for completion 
of Master’s Program and GPA. For the details, please refer to the syllabus. 
 

 

上記３）と同様に学際生命科学東京コンソーシアムの他大学の科目を１５単位ま

で、受講することができる(*1)。 

学際生命科学東京コンソーシアムの共通シラバスは以下の URL を参照。 

http://dpsc.cf.ocha.ac.jp/DPSC/syllabus/ 
Students also can register for courses from Tokyo Interdisciplinary Life Science 
Consortium (*1) up to 15 units per year. Its syllabus is available from the following 
URL. 
http://dpsc.cf.ocha.ac.jp/DPSC/syllabus/ 
(*1): ＭＭＡ科目とコンソーシアム科目合わせて年間15単位まで履修可能。 
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５）授業・試験の休講

措置等について 

5) Cancelling a 

lecture/ exam 

 

 

６）授業欠席につい

て 

6) Missing a lecture 

 

 

 

 

 

 

７）取得学位別履修

例について 

7) Samples of 

course 

registration 

 

 

 

 

学位別履修例  

Samples 

Ⅰ．医科学 

Ⅰ. Medical 

Sciences 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*1): Students can register the courses in total of 15 units per year at the maximum 
from MMA courses and Tokyo Interdisciplinary Life Science Consortium together. 
 
 
台風等の自然災害や交通機関運休に伴う授業の休講・試験の延長を決定した場合

は、本学のホームページに掲載する。 
When a lecture or an exam is cancelled due to natural or weather related disasters 
such as typhoons or cancellation of transportation, the notice will be up on the 
Science Tokyo HP 
 

授業を欠席する（した）場合は、授業欠席届様式はホームページからダウンロード

し教務課湯島教務室に提出すること。原則として、遅刻・欠席の教員への連絡取次

は受付けない。 
When students need to miss or missed a lecture, please submit “授業欠席届” 
(Notification of Absence) toStudent Division Yushima Student Office.  
Please note that an administrative staff only pass the form, 欠席届, to the main 
instructor at the end of semester and he/she will decide what to do with one’s 
absence. Also, an administrative staff will not relay student’s being-late nor absence 
to the instructor.  
 
 
 
以下は、取得学位別の履修例を示している。必修科目はもれなく受講すること。 

なお、選択科目についてはあくまで例なので、受講する科目は指導教員と相談のうえ、

決めること。また、履修登録する科目の講義時間が重なっていないか、履修条件を満

たしているかを必ず確認すること。 
The followings are the sample of course registration based on the desired field of 
Master’s degree. Students have to take all the core courses according to one’s desired 
filed of Master’s degree. Please consult with your supervisor which electives to take. 
It is student’s responsibility to check the time conflict of each lectures and check the 
prerequisites of the courses before submitting the registration form. 
 

 
 
 

科目名 単位数 科目名 単位数

医歯学総合概論　 ２ 細胞生物学特論 １

初期研究研修 １ 研究倫理・医療倫理学 １

医歯理工学先端研究特論 １ 生化学 ２

課題研究 ４ 遺伝医学特論 ２

医科学演習 ４ 神経疾患特論 ２

医科学実習 ４ 薬理学 ２

人体形態学 １

人体機能学 １

病理病態学 １

環境社会医歯学 １

（必修科目単位合計） ２０ （選択科目単位数合計） １０

必修科目 選択科目

合計単位数　　　３０単位
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Ⅱ．歯科学 

Ⅱ. Dental 

Sciences 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅲ．口腔保健学 

Ⅲ.Oral Health 

Sciences 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅳ．理学 

Ⅳ. Science 

 

 

 
 
 

 
※モデルは口腔保健衛生系である 

※The above sample is for students wishing to study oral health care sciences. 
 
 

 
 
 
 

科目名 単位数 科目名 単位数

医歯学総合概論　 ２ 細胞生物学特論 １

初期研究研修 １ 医歯薬産業技術特論 １

医歯理工学先端研究特論 １ 免疫学 ２

課題研究 ４ 発生・再生科学 ２

歯科学演習 ４ 神経疾患特論 ２

歯科学実習 ４ 機能分子化学 ２

口腔形態学 １

人体機能学 １

病理病態学 １

環境社会医歯学 １

（必修科目単位合計） ２０ （選択科目単位数合計） １０

合計単位数　　　３０単位

必修科目 選択科目

科目名 単位数 科目名 単位数

医歯学総合概論　 ２ 研究倫理・医療倫理学 １

初期研究研修 １ 細胞生物学特論 １

医歯理工学先端研究特論 １ 口腔保健福祉学 ２

課題研究 ４ ケミカルバイオロジー特論 ２

口腔保健学演習 ４ 生体材料学 ２

口腔保健学実習 ４

口腔形態学 １

人体機能学 １

病理病態学 １

環境社会医歯学 １

口腔保健臨地実習 ２

（必修科目単位合計） ２２ （選択科目単位数合計） ８

必修科目 選択科目

合計単位数　　　３０単位
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Ⅴ．工学 

V.Engineering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅵ．保健学 

Ⅵ. Medical 

Laborat

ory 

Science 

 

 

 

 

 

 

Ⅶ．グローバ

ル 健 康

医学 

Ⅶ. Public 

Health in 

Global 

Health 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

科目名 単位数 科目名 単位数

疫学入門 ２ 実践生物統計 ２

社会疫学 ２ 公衆衛生のための医学・生物学 ２

生物統計入門 ２ 母子保健学 ２
保健医療システム・マネジメント ２ ヘルスケアビジネス ２

プラネタリーヘルス(閉講) ２ 疫学基礎 １

グローバルヘルス ４ 生物統計学基礎 １

行動科学 ２ 生物統計学応用Ⅰ １

環境保健学(閉講) ２ 生物統計学応用Ⅱ １

地球環境と健康 ２ 臨床試験方法論基礎 １

課題研究Ⅰ ６ 臨床試験方法論応用 １

課題研究Ⅱ ６ 口腔疫学基礎 １

疫学応用 １

臨床疫学解析演習 １

（必修科目単位合計） ２８ （選択科目単位数合計） ２

必修科目 選択科目

合計単位数　　　３０単位

左記１3
科目から

２単位

医師、歯

科医師

の経験

の無い

学生は、

「公衆衛

生のた

めの医

学・生物

学」を選

択するこ

と

科目名 単位数 科目名 単位数

医歯学総合概論　 ２ 生体材料学 ２

初期研究研修 １ 応用生体材料学 ２

医歯理工学先端研究特論 １ 医歯薬産業技術特論 １

課題研究 ４ バイオメディカルデバイス理工学Ⅰ １

生命理工学演習 ４ 機能分子化学 ２

生命理工学実習 ４ ケミカルバイオロジー特論 ２

薬理学 ２

生化学 ２

（必修科目単位合計） １６ （選択科目単位数合計） １４

必修科目 選択科目

合計単位数　　　３０単位
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※先制医療学 

コース 

Medical 

Sciences 

Program for 

Preemptive 

Medicine 

 

 

 

 

 

 

 

※遺伝カウン

セリングコー

ス 

Genetic 

Counseling 

Course 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

先制医療学コースを受講する学生は、必ず以下の８科目（計１１単位）を履修する

こと。 

Students who wants to take Medical Sciences Program for Preemptive Medicine 

have to take the following 8 courses in total of 11 units. 

科目名 単位数 科目名 単位数 

ビッグデータ解析学 １ 先制医療学実習 ２ 

バイオメディカルデバイス理工学Ⅰ １ 先制医療学基礎実習 １ 

研究倫理・医療倫理学 １ 
疫学入門（Introduction to 

Epidemiology） 
２ 

医療データ科学概論 １ 
生物統計入門（Introduction 

to Biostatistics） 
２ 

合計 １１ 

 

 

遺伝カウンセリングコースに入学した学生は、医科学の必修科目と以下の１０科

目（計２１単位）を履修すること。Students in the Genetic Counseling Course 

has to take the core courses for Master’s Degree in Medical Sciences and the 

following 11 electives courses of the total of 21 units. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

科目名 単位数 科目名 単位数

医歯学総合概論　 ２ 遺伝医学特論 ２

初期研究研修 １ 生化学 ２

医歯理工学先端研究特論 １ 研究倫理・医療倫理学 １

課題研究 ４ MMA医療提供政策論 １

医科学演習 ４ MMA医療とコミュニケーション １

医科学実習 ４
先制医療学基礎実習（先制医療学コー

ス、カウンセリングコース限定） １

人体形態学 １
人類遺伝学（カウンセリングコース限

定） ２

人体機能学 １
臨床遺伝学（カウンセリングコース限

定） ２

病理病態学 １
遺伝カウンセリング学（カウンセリン

グコース限定） ３

環境社会医歯学 １
遺伝カウンセリング実習（カウンセリ

ングコース限定） ６

（必修科目単位合計） ２０ （選択科目単位数合計） ２１

※疫学基礎・生物統計学基礎は受講を推奨する。

必修科目 選択科目（コース指定科目）

合計単位数　　　４１単位
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※臨床疫学プ

ログラム 

Clinical 

Epidemiology 

Program 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※人間医療科

学技術コース 

Science and 

Technology 

for Health 

Care and 

Medicine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

臨床疫学プログラムを受講する学生は、以下の選択科目から５科目（５単位）以上

かつ必修科目を履修すること。 

Students who want to take Clinical Epidemiology Program have to take at least 

5 subjects (5 credits) from the following elective courses, and also compulsory 

courses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人間医療科学技術コース

科目名 単位数 科目名 単位数

必修科目単位数合計 ４ 選択科目単位数合計 ３

人間医療科学技術概
論第二

必修科目 選択科目

人間医療科学技術修士論
文研究計画論第一
人間医療科学技術修士論
文研究計画論第二

１

１

人間医療科学技術他
分野専門基礎第一
人間医療科学技術他
分野専門基礎第二

合計単位数　７単位

先端人間医療科学技
術第一
先端人間医療科学技
術第二

デザイン創造基礎

１

１

１

１

１

１

２

人間医療科学技術実践
プロジェクト

２
人間医療科学技術概
論第一

左記7科目

から3単位
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３．成績 Grades 

１）成績評価について 

1) Grading System 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２）ＧＰＡについて 

2) GPA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

授業科目の成績は、以下の基準に従い、60～100 を合格、59 以下を不合格とする。 

According to the evaluation criteria, students will be graded with 60 to 100 as 

passing, 59 or below as failing. 

 評価／評点

Grade 
GP 

評価基準 
Standards for Specific Behavioral Objectives 

(SBOs) 

合格 

Pass 

90～
100 

3.5～
4.5 

当該科目の到達目標を期待された水準を超えて達成した 

All SBOs were achieved beyond expectation. 

80～
89 

2.5～
3.4 

当該科目の到達目標を全て達成した 

All SBOs were achieved. 

70～
79 

1.5～
2.4 

当該科目の到達目標を概ね達成した 

Most SBOs were achieved. 

60～
69 

0.5～
1.4 

当該科目の到達目標のうち最低限を達成した 

The minimum SBOs necessary were achieved. 

不合

格 

Fail 

0～59 0 
当該科目の到達目標を達成していない 

The minimum SBOs necessary were not achieved. 

 

 

 

ＧＰＡとは、履修した各科目の成績評価に対して、それぞれポイント（ＧＰ）を定

め、成績の平均値を示す成績評価結果の表示方法のひとつである。ＧＰＡは当該年

度のものと累積のものを算出するが、成績証明書には累積ＧＰＡを表示するもの

とする。 
GPA is one of the grading methods and which is the average of one’s grade point 
(GP) given to one’s each courses. GPA will be calculated each year and the 
accumulated GPA will be on one’s transcript. 
 
Ⅰ．ＧＰＡ算出方法  
 I. Calculating GPA  
 

履修取消とは、一旦履修登録した科目のうち履修を継続しない科目を、 

大学の定める一定期間内(*2)に本人からの請求により、履修登録を取り消すこと

をいう。履修取消を行った科目に関しては、ＧＰＡには算入されず、成績証明書

にも記載されない。 

履修取消の手続きについて、履修登録科目取消願は（様式はホームページ）教務

課湯島教務室大学院教務第２グループに提出する。MPH 学生にいたっては教務

課湯島教務室 JD・MPH グループに提出する。なお、履修を継続しない科目につ

いて期間内に履修取消の手続きを行わず、自ら履修を放棄した場合は「不合格：

59～0 点とする。 
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Ⅱ．履修取消について 

Ⅱ.Cancelling 

courses 

(Dropping courses) 

 

 

※履修取消が 

可能な期間 

 

 

４．講義時

間 

4. Lecture Period 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cancelling/dropping the registered courses means that after registering courses, 
students drop the registered courses during the predefined period (*2) upon their 
request with the form, “履修登録科目取消願 Request of Cancelling Registered 
Subject,” to the section in charge. If a student appropriately follows the procedure 
and one’s request is accepted, the course will be cancelled/dropped from the list 
of one’s registered courses. Then, the student will not be given any grades on the 
cancelled courses and those courses will not be on one’s transcript. 
The form, “履修登録科目取消願 Request of Cancelling Registered Subject,” can be 
downloaded from Science Tokyo website. Please submit the form to Student 
Division Yushima Student Office(1st floor of Bldg. 1 West) during the predefined 
period. If a student did not submit the request form and did not follow the right 
procedure during the right period to cancel the course, then one will be given 
“Fail” (59～0 points)(“D” or “F” for students enrolled before 2023)to the course 
for not appropriately attending the course. 
 
 
*2: 履修取消の期間は、各授業科目の第５回目講義開始前まで、 

MMA 及び MPH 科目は３日目講義開始前までとする。 

なお、夏期休業期間中等に行われる集中講義については、当該科目の履修確定日

の翌日から授業開始日の１週間前までとする。 
*2: To cancel/ drop the registered courses, students have to submit the “履修登録

科目取消願 Request of Cancelling Registered Subject”  
before the 5th lecture of the course starts.  

For MMA and MPH courses, it is before the 3rd day’s lecture starts.  
For intensive courses held during summer, it is from the next day of the 

confirmation of students’ course registration to a week before the course starts. 
 
 
講義は次の時間帯に行う 
Lectures will be held as the following lecture period. 

 
※夜間講義のため、５時限目と 6 時限目の講義時間が一部重複しているので注意

すること。※講義室入口横に設置されている出席管理端末に、学生証をタッチす

ることで出席としてカウントされる。学生証を忘れた場合は欠席扱いとなるので、

留意すること。また、２コマ続きの講義の際は、各講義開始時に毎回タッチする

こと。 
学生証は他の磁気カード等と一緒にせず、単独でタッチすること。 
 
※Please note that the lecture time of 5th period and 6th period overlaps in part 
because of evening lecture. 
※Students need to scan one’s student ID card over the card reader of the 
attendance system in the lecture room. Often the card reader is on the wall by 
the door of the room. If students did not scan it over the system or could not do so 
for not having your student ID card, then one’s attendance will not be counted 
and recorded as “absence.” Then please make sure to scan the card over the 
system every time before the each lecture starts. Even if the two lectures of the 
same course are held in a row, students need to scan the ID card for each lectures. 
Also, please scan your student ID card along over the system separating from 
other cards with an IC tip, otherwise the system cannot read your students ID 
card correctly. 
 

時限 1 2 3 4 5 6(夜間①) 7(夜間②) 

授業時間 

Lecture Priod 

Time 

8：50 

～  

10：20 

10：45 

～  

12：15 

13：30 

～  

15：00 

15：25 

～  

16：55 

17：15 

～  

18：45 

18：00 
～  

19：30 

19：40 

～  

21：10 

Lecture Period 
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５．講義室、実習室 

5. Lecture room, 

Practical room 

 

 

※グローバル健康医学科目については、講義時間を以下に読み替えること。但し、

一部の科目を除く。詳細はシラバスの科目ページ参照。 
For the Master of Public Health in Global Health （MPH）course, the lecture 
hours should be read as follows. However, this excludes certain courses. For 
details, refer to each syllabus. 
２時限 10:45-12:15→10:30-12:00 
３時限 13:30-15:00→13:00-14:30 
４時限 15:25-16:55→14:40-16:10 
 
 
講義は主に下記の講義室で行われます。講義室の場所を把握しておくこと。 
科目により、下記以外の講義室で行う場合もあるので、その都度、確認すること。 
また、講義室、実習室に個人の所有物などを放置しないこと。 
時間外使用を希望する場合は、教務課湯島教務室（grad02@ml.tmd.ac.jp）に申し

出て許可を得る必要があります。 
Lectures will be held mainly the following lecture rooms. Some of the courses will 
be held at other room irregularly. Please make sure to check the lecture room 
each time.  
Also, please do not leave your personal belongings at the lecture/practical room. 
If students want to use the room overtime, they need to get a permission from 
Student Division Yushima Student Office. 

 
※M&D タワー３階（図書館入口）から入り、４階の情報検索室１に入室する。 
※To access to Library Information Search Room on the 4th floor, please use the 
library entrance on 3rd floor of M&D Tower.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

湯島地区 
Yushima 
Campus 

３号館６階 
6th floor of Building 3 

大学院特別講義室 

D 棟南４階 
4th floor of Building D South 

歯学部特別講堂 

M&D タワー４階 
4th floor of M&D Tower 

※図書館情報検索室 
Library Information 
Search Room 

M&D タワー８階 
8th floor of M&D Tower 

G-lab 

M&D タワー１１階 
11th floor of M&D Tower 

大学院講義室３ 

M&D タワー２１階 
21st floor of M&D Tower 

大学院講義室１ 

M&D タワー２３階 
23rd floor of M&D Tower 

共用セミナー室３ 

駿河台地区 
Surugadai 
Campus 

２２号館１階 
1st floor of Building 22 

第２会議室 
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＜大学院シラバス＞ 

履修要項は以下のウェブページに PDF が掲載されています。 

Syllabus are available in PDF format from the following website. 

 

【日本語ＵＲＬ】http://www.tmd.ac.jp/campuslife/syllabus2/index.html 

 

（東京科学大学 の HP ホーム  > 学生生活  >  授業・カリキュラム > 履修要項（大学院シラバス）） 

医歯学総合研究科修士課程履修要項および医療管理政策学（MMA）コース履修要項 

 

 

【英語ＵＲＬ】：

http://www.tmd.ac.jp/english/faculties/graduate_school/master/syllabus/index.html 

（Science Tokyo HP  > Education  > Graduate School of Medical and Dental Sciences  > Master's 

Program：Health Sciences and Biomedical Engineering  > Master's Program (syllabus)） 

Syllabus of Master's Program: Health Sciences and Biomedical Engineering are only available in English. 

６．授業料 

6. Tuition Fee 

 

 

 

 

その他 

７．MMA 科目 

7.Courses of MMA 

Course  

 

 
授業料は１年に２回、前学期・後学期の各学期開始 2 か月目の月（５月、１１月）に

納付する必要があります。未納の場合は学則により除籍処分になりますので、ご注意

ください。 
Students should pay tuition fee twice a year; by the end of May and November (the 
second month of each semester). Or students will be expelled from university for not 
paying tuition fees. 
 
ＭＭＡの講義は主に大学院講義室２（Ｍ＆Ｄタワー１３階）で次の時間に行われる。 

学外で行われる講義もあるので注意すること。 

Lectures of MMA Courses will be held at 大学院講義室２ (13th Floor of M&D 

Tower). 

Some lectures are held in outside of Science Tokyo campus. Please check the 

syllabus carefully. 

 

※科目および時間割、講義場所の詳細は MMA のシラバス参照のこと。 

※５時限目と MMA1 時限目の講義時間が一部重複しているので注意すること。 

※Please check the MMA Syllabus for details of each course and class schedule. 

※Note that the lecture time of Period 5 and Period 1 of MMA overlap in part. 

時限 
ＭＭＡ 
１時限目 

ＭＭＡ 
２時限目 

授業時間 

Lecture Time 
１８：００～１９：３０ １９：４０～２１：１０ 
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2026年度開設科目及び修得単位一覧表
FY2026 List of Courses and Units

1 031001 31-3001 医歯学総合概論 Philosophy of Medicine and Dentistry 2 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 選択科目
Electives

医歯学総合研究科教育委員会
修士課程教育担当委員

2 031002（日本語）
031908（英語）

31-3002/31-3102 初期研究研修 Initial Research Training 1 ◎ ◎ ◎ ◎, ▲ ◎, ▲ ◎ 医歯学総合研究科教育委員会
修士課程教育担当委員

3 031003 31-3003 医歯理工学先端研究特論　(*3) Special Lectures for Advanced Research on Life Science
and Technology 　(*3)

1 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 選択科目
Electives

医歯学総合研究科教育委員会
修士課程教育担当委員

4 031004（日本語）
031012（英語）

31-3004/31-3104 課題研究 Research for Thesis 4 ◎ ◎ ◎ ◎, ▲ ◎, ▲ ◎ 指導教員
Supervisor

5 031005 31-3005 医科学演習 Seminar of Medical Science 4 ◎ 指導教員
Supervisor

6 031006 31-3006 医科学実習 Practice of Medical Science 4 ◎ 指導教員
Supervisor

7 031007 31-3007 歯科学演習 Seminar of Dental Science 4 ◎ 指導教員
Supervisor

8 031008 31-3008 歯科学実習 Practice of Dental Science 4 ◎ 指導教員
Supervisor

9 031009 31-3009 口腔保健学演習 Seminar of Oral Health Science 4 ◎ 指導教員
Supervisor

10 031010 31-3010 口腔保健学実習 Practice of Oral Health Science 4 ◎ 指導教員
Supervisor

11 031892 31-3061/31-3161 生命理工学演習 Seminar of Life Science and Engineering 4 ◎, ▲ ◎, ▲ 指導教員
Supervisor

12 031893 31-3062/31-3162 生命理工学実習 Practice of Life Science and Engineering 4 ◎, ▲ ◎, ▲ 指導教員
Supervisor

13 031894 31-3113 保健学演習 Seminar of Medical Laboratory Science 4 ◎ 指導教員
Supervisor

14 031895 31-3114 保健学実習 Practice of Medical Laboratory Science 4 ◎ 指導教員
Supervisor

15 031013 31-3013 人体形態学 Human Anatomy, Histology and Embryology 1 ◎ 寺田　純雄
Sumio Terada

16 031014 31-3014 口腔形態学 Oral Anatomy, Histology and Embryology 1 ◎ ◎ 武智　正樹
Masaki Takechi

17 031015 31-3015 人体機能学 Functional Organization of the Human Body 1 ◎ ◎ ◎ 礒村　宜和
Yoshikazu Isomura

18 031016 31-3016 病理病態学 Pathology 1 ◎ ◎ ○a 大橋　健一
Kenichi Ohashi

19 031017 31-3017 環境社会医歯学 Environmental/Social Health 1 ◎ ◎ ◎ 岡田　就将
Shuushou Okada

20 031028 31-3043 口腔保健工学特論 Oral Health Engineering 2 ○b 池田　正臣
Masaomi Ikeda

21 031018 31-3018 口腔保健臨地実習 Oral Health Care Clinical Training 2 ○a 樺沢　勇司
Yuji Kabasawa

22 031019 31-3019 病院実習 Visit Experience and Practice at Hospital Departments 1 医歯学総合研究科教育委員会
修士課程教育担当委員

23 031020 31-3020 生化学（*2） Molecular and Cellular Biology（*2） 2 淺原　弘嗣
Hiroshi Asahara

24 031021 31-3021 薬理学 Pharmacology 2 永田　将司
Masashi Nagata

25 031022 31-3022 免疫学 Immunology 2 瀬川　勝盛
Katsumori Segawa

26 031023 31-3023 発生・再生科学 Developmental and Regenerative Bioscience 2 佐々木　純子
Junko Sasaki

27 031024 31-3024 細胞生物学特論 Molecular Cell Biology 1 諸石　寿朗
Toshiro　Moroishi

28 031025 31-3025 神経疾患特論 Introduction to Medical Neurosciences 2 味岡　逸樹
Itsuki Ajioka

29 031026 31-3026 遺伝医学特論（*2） Introduction to Human Molecular Genetics（*2） 2 高地　雄太
Yuta Kouchi

30 031027 31-3027 口腔保健福祉学 Oral Health Generic Care Sciences 2 樺沢　勇司
Yuji Kabasawa

31 031029 31-3057 ビッグデータ解析学（*1） Big Data Analytics （*1） 1 田中　敏博
Toshihiro Tanaka

32 031913 31-3078 疾患オミックス情報学特論 Disease OMICS Informatics 1 二階堂 愛
Itoshi Nikaido

33 031031 31-3030 機能分子化学 Introduction to Chemistry and Biology of Biofunctional
Molecules

2 ☆ 玉村　啓和
Hirokazu Tamamura

34 031032 31-3031 ケミカルバイオロジー特論 Chemical Biology 2 ☆ 細谷　孝充
Takamitu Hosoya

35 031034 31-3033 分子構造学特論 Special Lectures on Molecular Structures 2 ☆ 伊藤　暢聡
Nobutoshi Ito

36 031035 31-3034 生体材料学 Advanced Biomaterials Science 2 ☆ 川下　将一
Masakazu Kawashita

37 031037 31-3036 応用生体材料学 Applied Biomaterials 2 ☆ 松元　亮
Akira Matsumoto

38 031036 31-3063 バイオメディカルデバイス理工学Ⅰ（*1） Biomedical Device Science and Engineering Ⅰ （*1） 1 ☆ 池内　真志
Masashi Ikeuchi

39 031038 31-3064 バイオメディカルシステム理工学Ⅰ Biomedical System Science and Engineering Ⅰ 1 ☆ 中島　義和
Yoshikazu Nakajima

40 031039 31-3037 医歯薬産業技術特論 Medical, Dental and Pharmaceutical Industrial
Engineering

1 ☆ 池内　真志
Masashi Ikeuchi

41 031040（Spring）
031906（Fall） 31-3038 英語交渉・ディベート特論

Critical Thinking and Debate （2026年度休講）

Critical Thinking and Debate
(Not offered in FY2026)

2 伊藤　暢聡
Nobutoshi Ito

42 031041 31-3039 研究倫理・医療倫理学（*1, *2） Medical and Research Ethics （*1, *2） 1 吉田　雅幸
Masayuki Yoshida

43 031043 31-3042 産学リンケージ特論
Practice in Global Linkage between University
and Industry

2 玉村　啓和
Hirokazu Tamamura

44 031869 31-3058 先制医療学実習（*1） Clinical Research and Development training course of
Anticipating Medicine（*1）

2 小池　竜司・石川　欽也
Ryuji Koike, Kinya Ishikawa

45 031870 31-3059 先制医療学基礎実習（*1,*2） Preemptive Medicine Basic Training Course（*1,*2） 1 吉田　雅幸
Masayuki Yoshida

46 031871 31-3052 保健医療情報学(2026年度休講) Health Care Informatics
(Not offered in FY2026)

2 村山　嘉延
Yoshinobu Murayama

47 031872 31-3053 Basic Human Pathology for Graduate Students Basic Human Pathology for Graduate Students 1 副島　友莉恵
Yurie Soejima

48 031874 31-3060 生体検査科学特論Ⅰ Medical Technology I 2 ◎ 大川　龍之介
Ryunosuke Ohkawa

49 031875 31-3049 生体検査科学特論Ⅱ Medical Technology II 2 ◎ 大川　龍之介
Ryunosuke Ohkawa

50 031876 31-3051 生体検査科学セミナーⅠ Biomedical Laboratory Sciences Seminar I 1 ◎ 鈴木　喜晴
Nobuharu Suzuki

医科学
Medical
Science

No. 時間割コード
Class Code

科目コード
Course Code

（DC科目コードと同様・
2019年度から）

科目名 Course Title 単位数
Unit(s)

歯科学
Dental
Science

口腔保健学
Oral Health

Care
Science

理学
Science

工学
Engineering

保健学
Medical

Laboratory
Science

グローバル
健康医学
Public

Health in
Global
Health

人間医療科
学技術コー

ス

科目責任者
Instructor

先制医療学コースの学生に限る
Only for the students in Medical Sciences Program for Preemptive Medicine

いずれか一科
目履修可能
Either one

of the
courses

いずれか一科
目履修可能
Either one

of the
courses

いずれか一科
目履修可能
Either one

of the
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選
択
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目

E
l
e
c
t
i
v
e
s

選
択
科
目
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目
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先制医療学コース、遺伝カウンセリングコースの学生に限る
Only for the students in Medical Sciences Program for Preemptive Medicine and some particular

students in  Department of Life Sciences and Bioethics
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2026年度開設科目及び修得単位一覧表
FY2026 List of Courses and Units

医科学
Medical
Science

No. 時間割コード
Class Code

科目コード
Course Code

（DC科目コードと同様・
2019年度から）

科目名 Course Title 単位数
Unit(s)

歯科学
Dental
Science

口腔保健学
Oral Health

Care
Science

理学
Science

工学
Engineering

保健学
Medical

Laboratory
Science

グローバル
健康医学
Public

Health in
Global
Health

人間医療科
学技術コー

ス

科目責任者
Instructor

51 031877 31-3054 臨床実践特別演習入門 Introductory Exercises for Medical Technologist
Internship

1 大川　龍之介
Ryunosuke Ohkawa

52 031878 31-3067 臨床実践特別演習Ⅰ Medical Technologist Internship I 2 大川　龍之介
Ryunosuke Ohkawa

53 031879 31-3068 臨床実践特別演習Ⅱ Medical Technologist Internship II 2 大川　龍之介
Ryunosuke Ohkawa

54 031909 31-3074 医療データ科学概論（*1） Medical Data Science（*1） 1 高橋　邦彦
Kunihiko Takahashi

55 031910 31-3075 時間・空間の分子生命科学 Molecular life science in time and space domain 1 奈良　雅之
Masayuki Nara

56 031915 31-3079 疫学基礎 Epidemiology: Basic 1 藤原　武男
Takeo Fujiwara

57 031916 31-3080 生物統計学基礎 Biostatistics: Basic 1 高橋　邦彦
Kunihiko Takahashi

58 031917 31-3081 生物統計学応用Ⅰ Biostatistics: Advanced I 1 高橋　邦彦
Kunihiko Takahashi

59 031918 31-3082 生物統計学応用Ⅱ Biostatistics: Advanced II 1 高橋　邦彦
Kunihiko Takahashi

60 031919 31-3083 臨床試験方法論基礎 Clinical Trial Methodology: Basic 1 平川　晃弘
Akihiro Hirakawa

61 031920 31-3084 臨床試験方法論応用 Clinical Trial Methodology: Advanced 1 平川　晃弘
Akihiro Hirakawa

62 031921 31-3085 口腔疫学基礎 Oral epidemiology: Basic 1 相田　潤
Jun Aida

63 031922 31-3086 疫学応用 Epidemiology: Adcanced 1 相田　潤
Jun Aida

64 031923 31-3087 臨床疫学解析演習（*4） Statistical Analysis of Clinical Data 1 藤原　武男
Takeo Fujiwara

65 031945 31-3090 人間医療科学技術修士論文研究計画論第一　 Research Planning for Master Thesis I of STM 1 ▼ 指導教員
Supervisor

66 031946 31-3091 人間医療科学技術修士論文研究計画論第二　 Research Planning for Master Thesis II of STM 1 ▼ 指導教員
Supervisor

67 031947 31-3092 人間医療科学技術実践プロジェクト　　　　　　 Interdisciplinary Research Training of STM 2 ▼ 指導教員
Supervisor

68 031948 31-3093 人間医療科学技術他分野専門基礎第一　 Interdisciplinary Research Fundamentals I of STM 1 ▽ 田中 克典
Katsunori Tanaka

69 031949 31-3094 人間医療科学技術他分野専門基礎第二　 Interdisciplinary Research Fundamentals Ii of STM 1 ▽ 田中 克典
Katsunori Tanaka

70 031950 31-3095 人間医療科学技術概論第一 Outline of Science and  Technology  for  Health  Care  and  Medicine I 1 ▽ 石田　忠
Tadashi Ishida

71 031951 31-3096 人間医療科学技術概論第二 Outline of Science and  Technology  for  Health  Care  and  Medicine II 1 ▽ 八木　透
Toru Yagi

72 031952 31-3097 先端人間医療科学技術第一 Advanced Science and  Technology  for  Health  Care  and  Medicine I 1 ▽ 柘植　丈治
Takeharu Tsuge

73 031953 31-3098 先端人間医療科学技術第二 Advanced Science and  Technology  for  Health  Care  and  Medicine II 1 ▽ 中村　浩之
Hiroyuki Nakamura

74 031954 31-3099 デザイン創造基礎　　　　　　　　　　　　　　 　 Fundamentals of Creative Design 2 ▽ 林　智広
Tomohiro Hayashi

75 MPH 031938 31-3317 疫学入門（*1）
Introduction to Epidemiology（*1）

Introduction to Epidemiology （*1） 2 ◎ 那波　伸敏
Nobutoshi Nawa

76 MPH 031939 31-3318 社会疫学
Social Epidemiology

Social Epidemiology 2 ◎ 相田　潤
Jun Aida

77 MPH 031940 31-3319 生物統計入門（*1）
Introduction to Biostatistics（*1）

Introduction to Biostatistics（*1） 2 ◎ 高橋　邦彦
Kunihiko Takahashi

78 MPH 031941 31-3320 実践生物統計
Biostatistics in Practice

Biostatistics in Practice 2 ■ 藤原　武男
Takeo Fujiwara

79 MPH 031942 31-3321 公衆衛生のための医学・生物学
Public Health Biology

Public Health Biology 2 ■ 藤原　武男
Takeo Fujiwara

80 MPH 031943 31-3322 保健医療システム・マネジメント
Health System and Management

Health System and Management 2 ◎ 森田　彩子
Ayako Morita

81 MPH 031887 31-3309 グローバルヘルス
Global Health

Global Health 4 ◎ 那波　伸敏
Nobutoshi Nawa

82 MPH 031888 31-3310 母子保健学
Maternal and Child Health

Maternal and Child Health 2 ■ 藤原　武男
Takeo Fujiwara

83 MPH 031890 31-3312 行動科学
Behavioral Sciences

Behavioral Sciences 2 ◎ 森田　彩子
Ayako Morita

84 MPH 031937 31-3316 地球環境と健康
Environmental Planetary Health

Environmental Planetary Health 2 ◎ 那波　伸敏
Nobutoshi Nawa

85 MPH 031044 31-3300 課題研究Ⅰ
Public Health Practice I

Public Health Practice I 6 ◎ 指導教員
Supervisor

86 MPH 031045 31-3301 課題研究Ⅱ
Public Health PracticeⅡ

Public Health Practice II 6 ◎ 指導教員
Supervisor

87 GCC 031899 31-3069 人類遺伝学（*2）（演習） Human Genetics（*2） 2
遺伝カウンセリング
コースの学生に限る

Restriced

吉田　雅幸
Masayuki Yoshida

88 GCC 031900 31-3070 臨床遺伝学（*2）（講義・演習） Clinical Genetics（*2） 2
遺伝カウンセリング
コースの学生に限る

Restriced

吉田　雅幸
Masayuki Yoshida

89 GCC 031911 31-3076 遺伝カウンセリング学（*2）(講義・演習） Genetic Counseling（*2） 3
遺伝カウンセリング
コースの学生に限る

Restriced

吉田　雅幸
Masayuki Yoshida

90 GCC 031902 31-3072 遺伝カウンセリング実習（*2） Genetic Counseling Practice（*2） 6
遺伝カウンセリング
コースの学生に限る

Restriced

吉田　雅幸
Masayuki Yoshida

91 031912 31-3077
(Every Fall)

生命理工学概論
Introduction to Biomedical Sciences and
Engineering

生命理工学概論
Introduction to Biomedical Sciences and
Engineering

2 ▲ ▲ 伊藤　暢聡
Nobutoshi Ito

92 031907 31-3103
医歯理工学先端研究特論 　(*3)
Special Lectures for Advanced Research on Life
Science and Technology

医歯理工学先端研究特論 　(*3)
Special Lectures for Advanced Research on Life
Science and Technology

1 ▲ ▲ 医歯学総合研究科教育委員会
修士課程教育担当委員

93 031852 31-3260（Fall2026) 免疫学
Immunology

免疫学
Immunology

2 △ 瀬川　勝盛
Katsumori Segawa

94 031853 31-3262（Fall2027) 発生・再生科学
Developmental and Regenerative Bioscience

発生・再生科学
Developmental and Regenerative Bioscience

2 △ 佐々木　純子
Junko Sasaki

95 031851 31-3259（Fall2026) 神経疾患特論
Introduction to Medical Neurosciences

神経疾患特論
Introduction to Medical Neurosciences

2 △ 味岡　逸樹
Itsuki Ajioka

96 031914 31-3269（Fall2027) 疾患オミックス情報学特論
Disease OMICS Informatics

疾患オミックス情報学特論
Disease OMICS Informatics

1 △ 二階堂 愛
Itoshi Nikaido

97 031854 31-3263（Fall2026)
機能分子化学
Introduction to Chemistry and Biology of
Biofunctional Molecules

機能分子化学
Introduction to Chemistry and Biology of
Biofunctional Molecules

2 ★ 玉村　啓和
Hirokazu Tamamura

98 031855 31-3264（Fall2027) ケミカルバイオロジー特論
Chemical Biology

ケミカルバイオロジー特論
Chemical Biology

2 ★ 細谷　孝光
Takamitu Hosoya

99 031857 31-3266（Fall2027) 分子構造学特論
Special Lectures on Molecular Structures

分子構造学特論
Special Lectures on Molecular Structures

2 ★ 伊藤　暢聡
Nobutoshi Ito

100 031858 31-3267（Fall2027) 生体材料学
Advanced Biomaterials Science

生体材料学
Advanced Biomaterials Science

2 ★ 川下　将一
Masakazu Kawashita

101 031898 31-3036E (Fall2027)
応用生体材料学
Applied Biomaterials

応用生体材料学
Applied Biomaterials

2 ★ 松元　亮
Akira Matsumoto

102 031036E 31-3065
(Every Fall)

バイオメディカルデバイス理工学Ⅱ
Biomedical Device Science and Engineering Ⅱ

バイオメディカルデバイス理工学Ⅱ
Biomedical Device Science and Engineering Ⅱ

1 ★ 池内　真志
Masashi Ikeuchi

103 031038E 31-3066
(Every Fall)

バイオメディカルシステム理工学Ⅱ
Biomedical System Science and Engineering Ⅱ

バイオメディカルシステム理工学Ⅱ
Biomedical System Science and Engineering Ⅱ

1 ★ 中島　義和
Yoshikazu Nakajima
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臨床疫学プログラムの学生に限る
Only for the students in Clinical Epidemiology Program

人間医療科学技術コースの学生に限る
Only for the students in

Science and Technology for Health Care and Medicine
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△
選択科目
Electives

△
選択科目
Electives

△
選択科目
Electives

△
選択科目
Electives

△
選択科目
Electives
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2026年度開設科目及び修得単位一覧表
FY2026 List of Courses and Units

医科学
Medical
Science

No. 時間割コード
Class Code

科目コード
Course Code

（DC科目コードと同様・
2019年度から）

科目名 Course Title 単位数
Unit(s)

歯科学
Dental
Science

口腔保健学
Oral Health

Care
Science

理学
Science

工学
Engineering

保健学
Medical

Laboratory
Science

グローバル
健康医学
Public

Health in
Global
Health

人間医療科
学技術コー

ス

科目責任者
Instructor

104 MMA 031601 31-4011 医療政策概論 Health Care System 1 MMAシラバス参照

105 MMA 031602 31-4012 医療社会政策論 Health Care Policy 1 MMAシラバス参照

106 MMA 031603 31-4013 世界の医療制度 Health Care System in foreign Countries 1 MMAシラバス参照

107 MMA 031604 31-4014 医療保険論 Health Insurance Policy 2 MMAシラバス参照

108 MMA 031643 31-4109 医療政策各論 Health Care Plan 3 MMAシラバス参照

109 MMA 031607 31-4017 医療産業論 Health Care Industry 2 MMAシラバス参照

110 MMA 031608 31-4018 医療経済論 Health Economics 2 MMAシラバス参照

111 MMA 031628 31-4019 先端医療技術・産学連携
Medical Research and Development・Academia-
Industry

1 MMAシラバス参照

112 MMA 031641 31-4107 医工連携政策論
Policy Studies for Medical-Engineering
Collaboration

1 MMAシラバス参照

113 MMA 031610 31-4022 医療機関リスク管理 Risk Management in Medical Institutions 1 MMAシラバス参照

114 MMA 031611 31-4023 医療のＴＱＭ Total Quality Management in Health Care 1 MMAシラバス参照

115 MMA 031612 31-4024 医療機能評価
Evaluation of quality and reliability of
health care system

1 MMAシラバス参照

116 MMA 031613 31-4031 医療制度と法（*2） Health Care System and Law 1 MMAシラバス参照

117 MMA 031614 31-4032 医事紛争と法 Medical Disputes and the Law 1 MMAシラバス参照

118 MMA 031615 31-4033 生命倫理と法 Bioethics and Law 1 MMAシラバス参照

119 MMA 031617 31-4042 診療情報管理学 Health Information Management 1 MMAシラバス参照

120 MMA 031618 31-4043 IT時代の医療診断システムとセキュリティー
Medical Diagnosis and Information Security in
IT Era

1 MMAシラバス参照

121 MMA 031619 31-4051 医療思想史 History of Medical Thoughts 1 MMAシラバス参照

122 MMA 031620 31-4052 世界の文化と医療
Medical Systems of the World from Cultural
Perspective

1 MMAシラバス参照

123 MMA 031621 31-4053 世界の宗教と死生観 World Religion and the View of Life and Death 1 MMAシラバス参照

124 MMA 031622 31-4061 病院設計・病院設備 Design of Medical Facilities and Services 1 MMAシラバス参照

125 MMA 031623 31-4062 衛生工学・汚染管理 Health Engineering and Contamination Control 1 MMAシラバス参照

126 MMA 031640 31-4104 医療とリーダーシップ Leadership in Health Care Services 1 MMAシラバス参照

127 MMA 031624 31-4071 戦略と組織（2026年度休講） Business Strategy and Organization 1 MMAシラバス参照

128 MMA 031625 31-4072 財務・会計 Finance / Accounting 1 MMAシラバス参照

129 MMA 031626 31-4073 医療の人間工学（2026年度休講） Ergonomics for Health Care 1 MMAシラバス参照

130 MMA 031627 31-4081 人的資源管理（2026年度休講）
Human Resource Management(Not offered in
FY2025)

1 MMAシラバス参照

131 MMA 031630 31-4091 医療とコミュニケーション（*2） Communication in Medical Discourse 1 MMAシラバス参照

132 MMA 031633 31-4101 臨床研究・治験 Clinical Research・Clinical Trial 1 MMAシラバス参照

133 MMA 031637 31-4108 医療データ分析概論 Principles of Medical Data Analysis 1 MMAシラバス参照

No.75-86及びNo.91-103は完全英語講義。Courses from No. 75 to 86 and No. 91 to 103 are held only in English.

MMA科目は、今後カリキュラム改編予定である。The MMA course is scheduled for curriculum revision in the future.

◎

○

☆

■

(*1)

(*2)

▲

△

★

(*3)

(*4)

▼

▽

：Students who are trying to obtain degree on Engineering must take 4 units or more from the nine courses (15 units)

選択科目
Electives

(10単位まで履修可能
Up to 10 units)

：必修科目（目指す学位により異なる。）

：Core Courses　(Differ based on the desired degree)

：口腔保健学の学位を目指す学生は、「○a: 病理病態学と口腔保健臨地実習」もしくは「○b: 口腔保健工学特論」を必ず履修すること。

：Students who are trying to obtain the degree on Oral Health Care Science must take 「○a: "Pathology" AND "Oral Health Care Clinical Training"」 or 「○b: "Oral Health Engineering"」.

：工学の学位を目指す学生は、９科目１５単位の中から、４単位以上必ず履修すること。

:10月入学者のうち工学の学位を希望する学生は、”★”の科目から4単位以上履修すること。（英語での開講科目）

：グローバルヘルスリーダー養成（ＭＰＨ）コースの学生は、５科目１０単位の中から、必ず２単位以上履修すること。
（医師、歯科医師の経験の無い学生は、公衆衛生のための医学・生物学が必修。）

 ：Students in the MPH Course must take 2 units or more from the five courses (10 units).

(Students without clinical experience in medicine or dentistry must take Public Health Biology (3306))

：先制医療学コースの学生は必ず履修すること。

：Students in Medical Sciences Program for Preemptive Medicine must take the courses with "*1"

：先進倫理医科学分野に所属する遺伝カウンセリングコースの学生は必ず受講すること。

：Paticular students in Department of Life Sciences and Bioethics need to take the courses with "*2"

:10月入学者必修科目（英語での開講科目）

: Core coureses for students enrolled in October (held in English)

:10月入学者向け開講科目（英語での開講科目）

: Courses for students enrolled in October (held in English)

:人間医療科学技術コースの学生は、”▽”の科目から3単位以上履修すること。
:Students in the Human Health Sciences and Technology course must take at least 3 units from courses marked “▽”.

: Stundents who enrolled in October and trying to obtain the degree on Engineering must take 4 units or more from the courses with "★" (held in English)

:10月入学者は”▲”の秋開講のものを受講すること。

: Students enrolled in October should take the courses with "▲" which are held in Fall semester.

:臨床疫学プログラムの学生のうち、臨床疫学プログラム選択科目より5単位以上単位修得した後に履修可能となる。

:人間医療科学技術コースの学生は、必ず履修すること。

:Students in the Human Medical Science and Technology course must take this course.
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 ４．修士課程医歯理工保健学専攻授業時間割 Class Schedule

月日 曜日 １　8:50-10:20 ２　10:45-12:15 ３　13:30-15:00 ４　15:25-16:55 ５　17:15-18:45 ６　18:00-19:30(夜間①) ７　19:40-21:10(夜間②)

先制医療学コース 必須科目
遺伝カウンセリングコース（日程は

担当者に要確認）
修士(医歯理工）修了必須科目 修士(口腔、保健）修了必須科目 MPH科目 担当部署に要確認 祝日

2026/4/1 水

4月2日 木

4月3日 金

4月4日 土

4月5日 日

4月6日 月

4月7日 火 3099：デザイン創造基礎１ 3087：臨床疫学解析演習１(情1)

4月8日 水 3039：研究倫理・医療倫理学１◇ 3039：研究倫理・医療倫理学２◇ 3013/14：人体/口腔形態学１◇ 3013/14：人体/口腔形態学２◇

3031：ケミカルバイオロジー特論
１◆

3001：医歯学総合概論１(共２) 3001：医歯学総合概論２(共２) 3001：医歯学総合概論３(共２) 3087：臨床疫学解析演習２(情1)

3095：人間医療科学技術概論第一１

4月10日 金 3001：医歯学総合概論４(共２) 3001：医歯学総合概論５(共２) 3001：医歯学総合概論６(共２) 3069：人類遺伝学１

4月11日 土

4月12日 日

3093：人間医療科学技術他分野専
門基礎第一（クラス2）１

3093：人間医療科学技術他分野専
門基礎第一（クラス3）１

3087：臨床疫学解析演習３(情1)

3099：デザイン創造基礎２

4月15日 水

3087：臨床疫学解析演習４(情1)

3095：人間医療科学技術概論第一２

4月17日 金 3016：病理病態学１◇ 3016：病理病態学２◇ 3001：医歯学総合概論７(共２) 3001：医歯学総合概論８(共２) 3069：人類遺伝学２

4月18日 土

4月19日 日

4月20日 月 3013/14：人体/口腔形態学３◇
3093：人間医療科学技術他分野専
門基礎第一（クラス2）2

3093：人間医療科学技術他分野専
門基礎第一（クラス3）2

3001：医歯学総合概論９(共２) 3001：医歯学総合概論１０(共２)

4月21日 火 3039：研究倫理・医療倫理学３◇ 3039：研究倫理・医療倫理学４◇ 3099：デザイン創造基礎３ 3001：医歯学総合概論１１(共２) 3001：医歯学総合概論１２(共２) 3087：臨床疫学解析演習５(情1)

4月22日 水 3013/14：人体/口腔形態学４◇ 3013/14：人体/口腔形態学５◇

3031：ケミカルバイオロジー特論
２◆

3031：ケミカルバイオロジー特論
３◆

3013/14：人体/口腔形態学６◇ 3013/14：人体/口腔形態学7◇ 3087：臨床疫学解析演習６(情1)

3095：人間医療科学技術概論第一３
4091：医療とコミュニケーション
1、２（MMAシラバス参照してく
ださい）

4月24日 金 3016：病理病態学３◇ 3016：病理病態学4◇ 3001：医歯学総合概論１３(共２) 3001：医歯学総合概論１４(共２) 3001：医歯学総合概論１５(共２)

4月25日 土

4月26日 日

4月27日 月 3039：研究倫理・医療倫理学５◇
3093：人間医療科学技術他分野専
門基礎第一（クラス2）3

3093：人間医療科学技術他分野専
門基礎第一（クラス3）3

3078：疾患オミックス情報学特論
１□

3078：疾患オミックス情報学特論
２□

3039：研究倫理・医療倫理学６◇ 3013/14：人体/口腔形態学８◇ 3034：生体材料学１◆ 3034：生体材料学２◆ 3087：臨床疫学解析演習７(情1)

3099：デザイン創造基礎４ 3069：人類遺伝学3 3069：人類遺伝学4 3080：生物統計学基礎１(AL)

4月29日 水 昭和の日

3031：ケミカルバイオロジー特論
４◆

3031：ケミカルバイオロジー特論
５◆

3034：生体材料学３◆ 3034：生体材料学４◆

3095：人間医療科学技術概論第一４ 3049：生体検査科学特論 II 1◇ 3049：生体検査科学特論 II ２◇ 3087：臨床疫学解析演習８(情1)

火
3002：初期研究研修△/3102：Initial Research Training　(for international students)♥　　　 4/13、4/14、4/16(10：00～17：00)

4月16日 木
3002：初期研究研修△/3102：Initial Research Training　(for international students)♥　　　 4/13、4/14、4/16(10：00～17：00)

←
履

修
登

録
受

付
期

間
→

【講義場所】
△：M&Dタワー2階鈴木章夫記念講堂 M&D Tower, 2F, Suzuki Akio Memorial Hall              ☆：D棟南4階特別講堂 Building D South, 4F特別講堂              ◇：3号館6階大学院特別講義室 Bldg.3, 6F大学院特別講義室
♣：M&Dタワー4階図書館内情報検索室1 M&D Tower, 4F, Library Information Search Room              □：M&Dタワー21階大学院講義室1 M&D Tower, 21F大学院講義室1              ■：1号館7階口腔保健学科第1講義室 Bldg.1, 7F口腔保健学科第1講義室
◆：22号館1階第2会議室 Bldg.22, 1F第2会議室              ◆(8)：22号館8階第3会議室 Bldg.22, 8F第3会議室              ★：2号館3階 Bldg.2, 3F              (共２)：M&Dタワー2階共用講義室2 M&D Tower, 2F, 共用講義室2              (G)：M&D Tower, 8F, G-lab
♡3号館15階大学院講義室２ Bldg.3, 15F大学院講義室２　　　　♥：M&Dタワー2階共用講義室1 M&D Tower, 2F, 共用講義室1             (AL)：M&Dタワー4階アクティブラーニング教室 M&D Tower, 4F, アクティブラーニング教室　　　(情1)：M&Dタワー4階 情報検
索室１ M&D Tower, 4F, 情報検索室１

入学式　＠大岡山キャンパス

2026年度修士４月入学者　新入生ガイダンス　＠湯島キャンパス

4月9日 木

4月13日 月
3002：初期研究研修△/3102：Initial Research Training　(for international students)♥　　　 4/13、4/14、4/16(10：00～17：00)

4月23日 木

4月28日 火

4月30日 木

4月14日
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 ４．修士課程医歯理工保健学専攻授業時間割 Class Schedule

月日 曜日 １　8:50-10:20 ２　10:45-12:15 ３　13:30-15:00 ４　15:25-16:55 ５　17:15-18:45 ６　18:00-19:30(夜間①) ７　19:40-21:10(夜間②)

【講義場所】
△：M&Dタワー2階鈴木章夫記念講堂 M&D Tower, 2F, Suzuki Akio Memorial Hall              ☆：D棟南4階特別講堂 Building D South, 4F特別講堂              ◇：3号館6階大学院特別講義室 Bldg.3, 6F大学院特別講義室
♣：M&Dタワー4階図書館内情報検索室1 M&D Tower, 4F, Library Information Search Room              □：M&Dタワー21階大学院講義室1 M&D Tower, 21F大学院講義室1              ■：1号館7階口腔保健学科第1講義室 Bldg.1, 7F口腔保健学科第1講義室
◆：22号館1階第2会議室 Bldg.22, 1F第2会議室              ◆(8)：22号館8階第3会議室 Bldg.22, 8F第3会議室              ★：2号館3階 Bldg.2, 3F              (共２)：M&Dタワー2階共用講義室2 M&D Tower, 2F, 共用講義室2              (G)：M&D Tower, 8F, G-lab
♡3号館15階大学院講義室２ Bldg.3, 15F大学院講義室２　　　　♥：M&Dタワー2階共用講義室1 M&D Tower, 2F, 共用講義室1             (AL)：M&Dタワー4階アクティブラーニング教室 M&D Tower, 4F, アクティブラーニング教室　　　(情1)：M&Dタワー4階 情報検
索室１ M&D Tower, 4F, 情報検索室１

5月1日 金 3039：研究倫理・医療倫理学７◇ 3039：研究倫理・医療倫理学８◇
3078：疾患オミックス情報学特論
３□

3078：疾患オミックス情報学特論
４□

5月2日 土

5月3日 日 憲法記念日

5月4日 月 みどりの日

5月5日 火 こどもの日

5月6日 水 振替休日（憲法記念日）

3031：ケミカルバイオロジー特論
６◆

3031：ケミカルバイオロジー特論
７◆

3034：生体材料学５◆ 3034：生体材料学６◆ 3079：疫学基礎１(AL)

3095：人間医療科学技術概論第一５ 3053：Basic Human Pathology1◇ 3049：生体検査科学特論 II ３◇ 3049：生体検査科学特論 II ４◇

3016：病理病態学5◇ 3016：病理病態学6◇ 3049：生体検査科学特論 II ５◇ 3049：生体検査科学特論 II ６◇
4091：医療とコミュニケーション
3、4（MMAシラバス参照してくだ
さい）

3069：人類遺伝学5 3069：人類遺伝学6

5月9日 土

5月10日 日

3057：ビッグデータ解析学１◇ 3057：ビッグデータ解析学２◇ 3020：生化学１◇ 3020：生化学２◇
3078：疾患オミックス情報学特論
５□

3093：人間医療科学技術他分野専
門基礎第一（クラス2）4

3093：人間医療科学技術他分野専
門基礎第一（クラス3）4

3057：ビッグデータ解析学３◇

3017：環境社会医歯学1◇ 3017：環境社会医歯学2◇ 3020：生化学３◇ 3020：生化学４◇ 3080：生物統計学基礎２(AL)

3099：デザイン創造基礎５

5月13日 水 3016：病理病態学7◇ 3016：病理病態学8◇ 3034：生体材料学7◆ 3034：生体材料学8◆ 3079：疫学基礎２(AL)

3031：ケミカルバイオロジー特論
８◆

3031：ケミカルバイオロジー特論
９◆

3034：生体材料学９◆ 3034：生体材料学１０◆

3015：人体機能学1◇ 3053：Basic Human Pathology２◇

3095：人間医療科学技術概論第一６

5月15日 金 3015：人体機能学2◇ 3015：人体機能学3◇ 3049：生体検査科学特論 II ７◇ 3049：生体検査科学特論 II ８◇ 3049：生体検査科学特論 II ９◇

5月16日 土

5月17日 日

3057：ビッグデータ解析学４◇ 3057：ビッグデータ解析学5◇ 3020：生化学５◇ 3020：生化学６◇ 3074：医療データ科学概論１
4091：医療とコミュニケーション
5、6（MMAシラバス参照してくだ
さい）

3026：遺伝医学特論１◇
3093：人間医療科学技術他分野専
門基礎第一（クラス2）5

3093：人間医療科学技術他分野専
門基礎第一（クラス3）5

3026：遺伝医学特論２◇ 3026：遺伝医学特論３◇ 3020：生化学７◇ 3020：生化学８◇
3078：疾患オミックス情報学特論
６□

3080：生物統計学基礎３(AL)

3043：口腔保健工学特論１★ 3043：口腔保健工学特論２★ 3099：デザイン創造基礎６ 3057：ビッグデータ解析学6◇

3043：口腔保健工学特論３★ 3043：口腔保健工学特論４★ 3034：生体材料学１1◆ 3034：生体材料学１2◆ 3079：疫学基礎３(AL)

3026：遺伝医学特論４◇

3031：ケミカルバイオロジー特論
１０◆

3031：ケミカルバイオロジー特論
１１◆

3034：生体材料学１3◆ 3034：生体材料学１4◆ 3034：生体材料学１5◆

3095：人間医療科学技術概論第一７ 3026：遺伝医学特論５◇ 3053：Basic Human Pathology３◇

5月22日 金 3015：人体機能学4◇ 3015：人体機能学５◇ 3017：環境社会医歯学３◇ 3017：環境社会医歯学４◇ 3074：医療データ科学概論２

5月23日 土

5月24日 日

3057：ビッグデータ解析学7◇ 3020：生化学９◇ 3020：生化学１０◇ 3074：医療データ科学概論３

3093：人間医療科学技術他分野専
門基礎第一（クラス2）6

3093：人間医療科学技術他分野専
門基礎第一（クラス3）6

3064：バイオメディカルシステム
理工学Ⅰ　1◆

3026：遺伝医学特論６◇ 3026：遺伝医学特論７◇ 3020：生化学１１◇ 3020：生化学１２◇
3078：疾患オミックス情報学特論7
□

3080：生物統計学基礎４(AL)

3043：口腔保健工学特論５★ 3043：口腔保健工学特論６★ 3099：デザイン創造基礎７

3026：遺伝医学特論８◇ 3026：遺伝医学特論９◇ 3079：疫学基礎４(AL)

3043：口腔保健工学特論７★ 3043：口腔保健工学特論８★
3064：バイオメディカルシステム
理工学Ⅰ　２◆

3031：ケミカルバイオロジー特論
１２◆

3031：ケミカルバイオロジー特論
１３◆

3021：薬理学１◇ 3021：薬理学２◇

3025：神経疾患特論1◇ 3025：神経疾患特論2◇ 3049：生体検査科学特論 II 1０◇ 3049：生体検査科学特論 II 1１◇

3095：人間医療科学技術概論第一８ 3015：人体機能学６◇ 3053：Basic Human Pathology４◇

3015：人体機能学７◇ 3015：人体機能学８◇
3064：バイオメディカルシステム
理工学Ⅰ　３◆

3074：医療データ科学概論４

3049：生体検査科学特論 II １２◇ 3049：生体検査科学特論 II １３◇

3069：人類遺伝学7 3069：人類遺伝学8

5月30日 土

5月31日 日

5月28日 木

5月29日 金

5月26日 火

5月27日 水

5月19日 火

5月20日 水

5月21日 木

5月18日 月

5月7日 木

5月8日 金

5月11日 月

5月25日 月

5月12日 火

5月14日 木
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 ４．修士課程医歯理工保健学専攻授業時間割 Class Schedule

月日 曜日 １　8:50-10:20 ２　10:45-12:15 ３　13:30-15:00 ４　15:25-16:55 ５　17:15-18:45 ６　18:00-19:30(夜間①) ７　19:40-21:10(夜間②)

【講義場所】
△：M&Dタワー2階鈴木章夫記念講堂 M&D Tower, 2F, Suzuki Akio Memorial Hall              ☆：D棟南4階特別講堂 Building D South, 4F特別講堂              ◇：3号館6階大学院特別講義室 Bldg.3, 6F大学院特別講義室
♣：M&Dタワー4階図書館内情報検索室1 M&D Tower, 4F, Library Information Search Room              □：M&Dタワー21階大学院講義室1 M&D Tower, 21F大学院講義室1              ■：1号館7階口腔保健学科第1講義室 Bldg.1, 7F口腔保健学科第1講義室
◆：22号館1階第2会議室 Bldg.22, 1F第2会議室              ◆(8)：22号館8階第3会議室 Bldg.22, 8F第3会議室              ★：2号館3階 Bldg.2, 3F              (共２)：M&Dタワー2階共用講義室2 M&D Tower, 2F, 共用講義室2              (G)：M&D Tower, 8F, G-lab
♡3号館15階大学院講義室２ Bldg.3, 15F大学院講義室２　　　　♥：M&Dタワー2階共用講義室1 M&D Tower, 2F, 共用講義室1             (AL)：M&Dタワー4階アクティブラーニング教室 M&D Tower, 4F, アクティブラーニング教室　　　(情1)：M&Dタワー4階 情報検
索室１ M&D Tower, 4F, 情報検索室１

3057：ビッグデータ解析学8◇ 3020：生化学１３◇ 3020：生化学１４◇ 3074：医療データ科学概論５

3025：神経疾患特論３◇ 3025：神経疾患特論４◇
3064：バイオメディカルシステム
理工学Ⅰ　４◆

3036：応用生体材料学１◆ 3036：応用生体材料学２◆

3093：人間医療科学技術他分野専
門基礎第一（クラス2）7

3093：人間医療科学技術他分野専
門基礎第一（クラス3）7

3026：遺伝医学特論１０◇ 3026：遺伝医学特論１１◇ 3020：生化学１５◇ 3017：環境社会医歯学５◇
3078：疾患オミックス情報学特論8
□

3080：生物統計学基礎５(AL)

3099：デザイン創造基礎８

3043：口腔保健工学特論９★ 3043：口腔保健工学特論１０★ 3026：遺伝医学特論１２◇ 3026：遺伝医学特論１３◇ 3079：疫学基礎５(AL)

3064：バイオメディカルシステム
理工学Ⅰ　５◆

3031：ケミカルバイオロジー特論
１４◆

3031：ケミカルバイオロジー特論
１５◆

3053：Basic Human Pathology５◇

3025：神経疾患特論５◇ 3025：神経疾患特論６◇ 3021：薬理学３◇ 3021：薬理学４◇

3064：バイオメディカルシステム
理工学Ⅰ　６◆

3074：医療データ科学概論６

3021：薬理学５◇ 3021：薬理学６◇

3069：人類遺伝学9 3069：人類遺伝学10

6月6日 土

6月7日 日

3025：神経疾患特論７◇ 3025：神経疾患特論８◇
3064：バイオメディカルシステム
理工学Ⅰ　７◆

3074：医療データ科学概論７

3036：応用生体材料学３◆ 3036：応用生体材料学４◆ 3026：遺伝医学特論１４◇ 3026：遺伝医学特論１５◇

3093：人間医療科学技術他分野専
門基礎第一（クラス2）8

3093：人間医療科学技術他分野専
門基礎第一（クラス3）8

3043：口腔保健工学特論１１★ 3043：口腔保健工学特論１２★ 3024：細胞生物学特論１◇ 3024：細胞生物学特論２◇ 3080：生物統計学基礎６(AL)

3076：遺伝カウンセリング学１ 3069：人類遺伝学11 3069：人類遺伝学12

6月10日 水
3064：バイオメディカルシステム
理工学Ⅰ　８◆

3079：疫学基礎６(AL)

3025：神経疾患特論９◇ 3025：神経疾患特論１０◇ 3021：薬理学７◇ 3021：薬理学８◇

3036：応用生体材料学５◆ 3036：応用生体材料学６◆ 3053：Basic Human Pathology６◇ 3049：生体検査科学特論 II １４◇ 3049：生体検査科学特論 II １５◇

3094：人間医療科学技術他分野専
門基礎第二（クラス3）１

3036：応用生体材料学７◆ 3036：応用生体材料学８◆ 3021：薬理学９◇ 3021：薬理学１０◇ 3074：医療データ科学概論８

3063：バイオメディカルデバイス
理工学Ⅰ　１◆

3063：バイオメディカルデバイス
理工学Ⅰ　２◆

3069：人類遺伝学13 3069：人類遺伝学14

6月13日 土

6月14日 日

3025：神経疾患特論１１◇ 3025：神経疾患特論１２◇ 3024：細胞生物学特論３◇ 3024：細胞生物学特論４◇
4031医療制度と法1、２（MMA
シラバス参照してください）

3036：応用生体材料学９◆ 3036：応用生体材料学１０◆
3063：バイオメディカルデバイス
理工学Ⅰ　３◆

3063：バイオメディカルデバイス
理工学Ⅰ　４◆

3094：人間医療科学技術他分野専
門基礎第二（クラス4）１

3053：Basic Human Pathology７◇

3043：口腔保健工学特論１３★ 3043：口腔保健工学特論１４★ 3024：細胞生物学特論５◇ 3024：細胞生物学特論６◇ 3080：生物統計学基礎７(AL)

3063：バイオメディカルデバイス
理工学Ⅰ　５◆

3063：バイオメディカルデバイス
理工学Ⅰ　６◆

4031医療制度と法3、4（MMAシ
ラバス参照してください）

3076：遺伝カウンセリング学２ 3097：先端人間医療科学技術第一１

3043：口腔保健工学特論１５★ 3017：環境社会医歯学６◇ 3017：環境社会医歯学７◇ 3017：環境社会医歯学８◇ 3079：疫学基礎７(AL)

4031医療制度と法5、6（MMAシ
ラバス参照してください）

3025：神経疾患特論１３◇ 3025：神経疾患特論１４◇ 3021：薬理学１１◇ 3021：薬理学１２◇
4031医療制度と法7、8（MMAシ
ラバス参照してください）

3036：応用生体材料学１１◆ 3036：応用生体材料学１２◆ 3053：Basic Human Pathology８◇

3094：人間医療科学技術他分野専
門基礎第二（クラス3）2

3036：応用生体材料学１３◆ 3036：応用生体材料学１４◆
3063：バイオメディカルデバイス
理工学Ⅰ　７◆

3063：バイオメディカルデバイス
理工学Ⅰ　８◆

3021：薬理学１３◇ 3021：薬理学１４◇ 31-3021：薬理学１５◇

3069：人類遺伝学15 3069：人類遺伝学16 3069：人類遺伝学17 3069：人類遺伝学18

6月20日 土

6月21日 日

3036：応用生体材料学１５◆ 3025：神経疾患特論１５◇ 3024：細胞生物学特論７◇ 3024：細胞生物学特論８◇

3094：人間医療科学技術他分野専
門基礎第二（クラス4）２

3080：生物統計学基礎８(AL)

3076：遺伝カウンセリング学３ 3097：先端人間医療科学技術第一２ 3069：人類遺伝学19 3069：人類遺伝学20

3079：疫学基礎８(AL)

3083：臨床試験方法論基礎１(AL)

3094：人間医療科学技術他分野専
門基礎第二（クラス3）3

6月26日 金

6月27日 土

6月28日 日

3085：口腔疫学基礎１(AL)

3094：人間医療科学技術他分野専
門基礎第二（クラス4）３

6月30日 火 3076：遺伝カウンセリング学4 3097：先端人間医療科学技術第一３ 3069：人類遺伝学21 3069：人類遺伝学22 3083：臨床試験方法論基礎２(AL)

3019：病院実習(8：50～18：00）※2026.6.22-2026.6.29

6月29日 月
3019：病院実習(8：50～18：00）※2026.6.22-2026.6.29

6月24日 水
3019：病院実習(8：50～18：00）※2026.6.22-2026.6.29

3051：生体検査科学セミナーⅠ　1回目（１３：００～１８：００）♥　or　保健衛生学科講義室1

6月25日 木
3019：病院実習(8：50～18：00）※2026.6.22-2026.6.29

6月19日 金

6月22日 月 3019：病院実習(8：50～18：00）※2026.6.22-2026.6.29

6月23日 火
3019：病院実習(8：50～18：00）※2026.6.22-2026.6.29

6月16日 火

6月17日 水

6月18日 木

6月11日 木

6月12日 金

6月15日 月

6月5日 金

6月8日 月

6月9日 火

6月2日 火

6月3日 水

6月4日 木

6月1日 月
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 ４．修士課程医歯理工保健学専攻授業時間割 Class Schedule

月日 曜日 １　8:50-10:20 ２　10:45-12:15 ３　13:30-15:00 ４　15:25-16:55 ５　17:15-18:45 ６　18:00-19:30(夜間①) ７　19:40-21:10(夜間②)

【講義場所】
△：M&Dタワー2階鈴木章夫記念講堂 M&D Tower, 2F, Suzuki Akio Memorial Hall              ☆：D棟南4階特別講堂 Building D South, 4F特別講堂              ◇：3号館6階大学院特別講義室 Bldg.3, 6F大学院特別講義室
♣：M&Dタワー4階図書館内情報検索室1 M&D Tower, 4F, Library Information Search Room              □：M&Dタワー21階大学院講義室1 M&D Tower, 21F大学院講義室1              ■：1号館7階口腔保健学科第1講義室 Bldg.1, 7F口腔保健学科第1講義室
◆：22号館1階第2会議室 Bldg.22, 1F第2会議室              ◆(8)：22号館8階第3会議室 Bldg.22, 8F第3会議室              ★：2号館3階 Bldg.2, 3F              (共２)：M&Dタワー2階共用講義室2 M&D Tower, 2F, 共用講義室2              (G)：M&D Tower, 8F, G-lab
♡3号館15階大学院講義室２ Bldg.3, 15F大学院講義室２　　　　♥：M&Dタワー2階共用講義室1 M&D Tower, 2F, 共用講義室1             (AL)：M&Dタワー4階アクティブラーニング教室 M&D Tower, 4F, アクティブラーニング教室　　　(情1)：M&Dタワー4階 情報検
索室１ M&D Tower, 4F, 情報検索室１

7月1日 水 3085：口腔疫学基礎2(AL)

3083：臨床試験方法論基礎３(AL)

3094：人間医療科学技術他分野専
門基礎第二（クラス3）4

7月3日 金

7月4日 土

7月5日 日

3085：口腔疫学基礎3(AL)

3094：人間医療科学技術他分野専
門基礎第二（クラス4）４

7月7日 火 3076：遺伝カウンセリング学5 3097：先端人間医療科学技術第一４ 3069：人類遺伝学23 3069：人類遺伝学24 3083：臨床試験方法論基礎４(AL)

7月8日 水 3085：口腔疫学基礎4(AL)

3083：臨床試験方法論基礎５(AL)

3076：遺伝カウンセリング学6
3094：人間医療科学技術他分野専
門基礎第二（クラス3）5

3069：人類遺伝学25 3069：人類遺伝学26 3069：人類遺伝学27 3069：人類遺伝学28

7月11日 土

7月12日 日

3094：人間医療科学技術他分野専
門基礎第二（クラス4）5

4091：医療とコミュニケーション
7、8（MMAシラバス参照してくだ
さい）

3097：先端人間医療科学技術第一５

7月15日 水

3094：人間医療科学技術他分野専
門基礎第二（クラス3）6

7月17日 金

7月18日 土

7月19日 日

7月20日 月 海の日

3083：臨床試験方法論基礎６(AL)

3076：遺伝カウンセリング学7 3097：先端人間医療科学技術第一６ 3069：人類遺伝学29 3069：人類遺伝学30

7月22日 水 3085：口腔疫学基礎５(AL)

3094：人間医療科学技術他分野専
門基礎第二（クラスB）7

3076：遺伝カウンセリング学8 3083：臨床試験方法論基礎７(AL)

7月24日 金

7月25日 土

7月26日 日

3085：口腔疫学基礎６(AL)

3094：人間医療科学技術他分野専
門基礎第二（クラス4）7

3083：臨床試験方法論基礎８(AL)

3076：遺伝カウンセリング学9 3097：先端人間医療科学技術第一７

7月29日 水 3085：口腔疫学基礎７(AL)

3094：人間医療科学技術他分野専
門基礎第二（クラス3）8

7月31日 金

3059：先制医療学基礎実習 ※2026.7.23-2026.7.30（詳細はシラバスの科目ページ参照）

7月30日 木
3059：先制医療学基礎実習 ※2026.7.23-2026.7.30（詳細はシラバスの科目ページ参照）

3059：先制医療学基礎実習 ※2026.7.23-2026.7.30（詳細はシラバスの科目ページ参照）

7月27日 月
3059：先制医療学基礎実習 ※2026.7.23-2026.7.30（詳細はシラバスの科目ページ参照）

7月28日 火
3059：先制医療学基礎実習 ※2026.7.23-2026.7.30（詳細はシラバスの科目ページ参照）

7月23日 木

3059：先制医療学基礎実習 ※2026.7.23-2026.7.30（詳細はシラバスの科目ページ参照）

定期試験（7/13-7/17）

7月16日 木

定期試験（7/13-7/17）

7月21日 火
3058：先制医療学実習 ※2026.7.1-2026.8.7（詳細はシラバスの科目ページ参照）

3051：生体検査科学セミナーⅠ　2回目（１３：００～１８：００）♥　or　保健衛生学科講義室1

7月13日 月
定期試験（7/13-7/17）

7月14日 火
定期試験（7/13-7/17）

7月9日 木
3058：先制医療学実習 ※2026.7.1-2026.8.7（詳細はシラバスの科目ページ参照）

7月10日 金
3058：先制医療学実習 ※2026.7.1-2026.8.7（詳細はシラバスの科目ページ参照）

7月6日 月
3058：先制医療学実習 ※2026.7.1-2026.8.7（詳細はシラバスの科目ページ参照）

3058：先制医療学実習 ※2026.7.1-2026.8.7（詳細はシラバスの科目ページ参照）

7月2日 木
3058：先制医療学実習 ※2026.7.1-2026.8.7（詳細はシラバスの科目ページ参照）

3058：先制医療学実習 ※2026.7.1-2026.8.7（詳細はシラバスの科目ページ参照）
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 ４．修士課程医歯理工保健学専攻授業時間割 Class Schedule

月日 曜日 １　8:50-10:20 ２　10:45-12:15 ３　13:30-15:00 ４　15:25-16:55 ５　17:15-18:45 ６　18:00-19:30(夜間①) ７　19:40-21:10(夜間②)

【講義場所】
△：M&Dタワー2階鈴木章夫記念講堂 M&D Tower, 2F, Suzuki Akio Memorial Hall              ☆：D棟南4階特別講堂 Building D South, 4F特別講堂              ◇：3号館6階大学院特別講義室 Bldg.3, 6F大学院特別講義室
♣：M&Dタワー4階図書館内情報検索室1 M&D Tower, 4F, Library Information Search Room              □：M&Dタワー21階大学院講義室1 M&D Tower, 21F大学院講義室1              ■：1号館7階口腔保健学科第1講義室 Bldg.1, 7F口腔保健学科第1講義室
◆：22号館1階第2会議室 Bldg.22, 1F第2会議室              ◆(8)：22号館8階第3会議室 Bldg.22, 8F第3会議室              ★：2号館3階 Bldg.2, 3F              (共２)：M&Dタワー2階共用講義室2 M&D Tower, 2F, 共用講義室2              (G)：M&D Tower, 8F, G-lab
♡3号館15階大学院講義室２ Bldg.3, 15F大学院講義室２　　　　♥：M&Dタワー2階共用講義室1 M&D Tower, 2F, 共用講義室1             (AL)：M&Dタワー4階アクティブラーニング教室 M&D Tower, 4F, アクティブラーニング教室　　　(情1)：M&Dタワー4階 情報検
索室１ M&D Tower, 4F, 情報検索室１

8月1日 土

8月2日 日

3085：口腔疫学基礎８(AL)

3094：人間医療科学技術他分野専
門基礎第二（クラス4）8

8月4日 火 3097：先端人間医療科学技術第一８ 3069：人類遺伝学31 3069：人類遺伝学32

8月5日 水

3094：人間医療科学技術他分野専
門基礎第二（クラス3）１

8月7日 金

8月8日 土

8月9日 日

8月10日 月

8月11日 火 山の日

8月12日 水

8月13日 木

8月14日 金

8月15日 土

8月16日 日

8月17日 月

8月18日 火

8月19日 水

8月20日 木

8月21日 金

8月22日 土

8月23日 日

8月24日 月

8月25日 火

8月26日 水

8月27日 木

8月28日 金

8月29日 土

8月30日 日

8月31日 月

9月1日 火

9月2日 水

9月3日 木

9月4日 金

9月5日 土

9月6日 日

9月7日 月

9月8日 火

9月9日 水

9月10日 木

9月11日 金

9月12日 土

9月13日 日

9月14日 月

9月15日 火 3082：生物統計学応用II１(AL)

9月16日 水 3081：生物統計学応用I 1(AL)

9月17日 木

9月18日 金 3086：疫学応用１(情1)

9月19日 土

9月20日 日

9月21日 月 敬老の日

9月22日 火 国民の休日

9月23日 水 秋分の日

9月24日 木

9月25日 金 3086：疫学応用２(情1)

9月26日 土

9月27日 日

9月28日 月 3076：遺伝カウンセリング学10 3075：時間・空間の分子生命科学１ 3075：時間・空間の分子生命科学２

9月29日 火 3076：遺伝カウンセリング学11 3070：臨床遺伝学１ 3070：臨床遺伝学２ 3082：生物統計学応用II２(AL)

3022：免疫学１◇ 3022：免疫学２◇ 3037：医歯薬産業技術特論1◆

3081：生物統計学応用I 2(AL)

9月30日 水
3051：生体検査科学セミナーⅠ　3回目（１３：００～１８：００）♥　or保健衛生学科講義室1

８～９月　　　　　3018：口腔保健臨地実習 （詳細はシラバス参照）

3058：先制医療学実習 ※2026.7.1-2026.8.7（詳細はシラバスの科目ページ参照）

3058：先制医療学実習 ※2026.7.1-2026.8.7（詳細はシラバスの科目ページ参照）
8月6日 木

8月3日 月 3058：先制医療学実習 ※2026.7.1-2026.8.7（詳細はシラバスの科目ページ参照）
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 ４．修士課程医歯理工保健学専攻授業時間割 Class Schedule

月日 曜日 １　8:50-10:20 ２　10:45-12:15 ３　13:30-15:00 ４　15:25-16:55 ５　17:15-18:45 ６　18:00-19:30(夜間①) ７　19:40-21:10(夜間②)

【講義場所】
△：M&Dタワー2階鈴木章夫記念講堂 M&D Tower, 2F, Suzuki Akio Memorial Hall              ☆：D棟南4階特別講堂 Building D South, 4F特別講堂              ◇：3号館6階大学院特別講義室 Bldg.3, 6F大学院特別講義室
♣：M&Dタワー4階図書館内情報検索室1 M&D Tower, 4F, Library Information Search Room              □：M&Dタワー21階大学院講義室1 M&D Tower, 21F大学院講義室1              ■：1号館7階口腔保健学科第1講義室 Bldg.1, 7F口腔保健学科第1講義室
◆：22号館1階第2会議室 Bldg.22, 1F第2会議室              ◆(8)：22号館8階第3会議室 Bldg.22, 8F第3会議室              ★：2号館3階 Bldg.2, 3F              (共２)：M&Dタワー2階共用講義室2 M&D Tower, 2F, 共用講義室2              (G)：M&D Tower, 8F, G-lab
♡3号館15階大学院講義室２ Bldg.3, 15F大学院講義室２　　　　♥：M&Dタワー2階共用講義室1 M&D Tower, 2F, 共用講義室1             (AL)：M&Dタワー4階アクティブラーニング教室 M&D Tower, 4F, アクティブラーニング教室　　　(情1)：M&Dタワー4階 情報検
索室１ M&D Tower, 4F, 情報検索室１

10月1日 木 3023：発生・再生科学1□ 3023：発生・再生科学2□ 3084：臨床試験方法論応用１(AL)

3027：口腔保健福祉学1■ 3027：口腔保健福祉学２■ 3060：生体検査科学特論Ⅰ１◇ 3060：生体検査科学特論Ⅰ２◇ 3086：疫学応用３(情1)

3096：人間医療科学技術概論第二１ 3070：臨床遺伝学３ 3070：臨床遺伝学４

10月3日 土

10月4日 日

3023：発生・再生科学３□ 3023：発生・再生科学４□ 3075：時間・空間の分子生命科学３ 3075：時間・空間の分子生命科学４

3022：免疫学３◇ 3022：免疫学４◇

3033：分子構造学特論１□ 3033：分子構造学特論２□

3023：発生・再生科学５□ 3023：発生・再生科学６□ 3033：分子構造学特論３□ 3033：分子構造学特論４□ 3082：生物統計学応用II３(AL)

3076：遺伝カウンセリング学12

3027：口腔保健福祉学３■ 3027：口腔保健福祉学４■ 3037：医歯薬産業技術特論２◆

3060：生体検査科学特論Ⅰ３◇ 3022：免疫学５◇ 3022：免疫学６◇ 3081：生物統計学応用I 3(AL)

3065：Biomedical Device Science
and EngineeringⅡ　1◆（英：バイオ
メディカルデバイス）

3065：Biomedical Device Science
and EngineeringⅡ　2◆（英：バイオ
メディカルデバイス）

3077：Introduction to Biomedical
Sciences and Engineering（英：生命
理工学概論）１□

3077：Introduction to Biomedical
Sciences and Engineering（英：生命
理工学概論）２□

3023：発生・再生科学７□ 3023：発生・再生科学８□
3077：Introduction to Biomedical
Sciences and Engineering（英：生命
理工学概論）３□

3077：Introduction to Biomedical
Sciences and Engineering（英：生命
理工学概論）４□

3084：臨床試験方法論応用２(AL)

3076：遺伝カウンセリング学13

3027：口腔保健福祉学５■ 3027：口腔保健福祉学６■ 3060：生体検査科学特論Ⅰ４◇ 3060：生体検査科学特論Ⅰ５◇ 3086：疫学応用４(情1)

3077：Introduction to Biomedical
Sciences and Engineering（英：生命理工
学概論）５□

3077：Introduction to Biomedical
Sciences and Engineering（英：生命理工
学概論）６□

3077：Introduction to Biomedical
Sciences and Engineering（英：生命
理工学概論）７□

10月10日 土

10月11日 日

10月12日 月 スポーツの日

3023：発生・再生科学９□ 3023：発生・再生科学１０□ 3022：免疫学７◇ 3022：免疫学８◇ 3082：生物統計学応用II４(AL)

3077：Introduction to Biomedical
Sciences and Engineering（英：生命理工
学概論）８□

3077：Introduction to Biomedical
Sciences and Engineering（英：生命理工
学概論）９□

3070：臨床遺伝学５ 3070：臨床遺伝学６

3027：口腔保健福祉学７■ 3027：口腔保健福祉学８■ 3037：医歯薬産業技術特論３◆

3060：生体検査科学特論Ⅰ６◇ 3060：生体検査科学特論Ⅰ７◇ 3022：免疫学９◇ 3022：免疫学１０◇ 3081：生物統計学応用I 4(AL)

3065：Biomedical Device Science
and EngineeringⅡ　3◆（英：バイオ
メディカルデバイス）

3065：Biomedical Device Science
and EngineeringⅡ　4◆（英：バイオ
メディカルデバイス）

3077：Introduction to Biomedical
Sciences and Engineering（英：生命理工
学概論）１０□

3077：Introduction to Biomedical
Sciences and Engineering（英：生命理工
学概論）１１□

3023：発生・再生科学１１□ 3023：発生・再生科学１２□
3077：Introduction to Biomedical
Sciences and Engineering（英：生命理工
学概論）１２□

3077：Introduction to Biomedical
Sciences and Engineering（英：生命理工
学概論）１３□

3084：臨床試験方法論応用３(AL)

3027：口腔保健福祉学９■ 3027：口腔保健福祉学１０■
3077：Introduction to Biomedical
Sciences and Engineering（英：生命理工
学概論）１４□

3077：Introduction to Biomedical
Sciences and Engineering（英：生命理工
学概論）１５□

3086：疫学応用５(情1)

3096：人間医療科学技術概論第二２ 3060：生体検査科学特論Ⅰ９◇ 3060：生体検査科学特論Ⅰ１０◇

3076：遺伝カウンセリング学14

10月17日 土

10月18日 日

3023：発生・再生科学１３□ 3023：発生・再生科学１４□ 3075：時間・空間の分子生命科学５ 3075：時間・空間の分子生命科学６

3260：Immunology１□（英：免疫
学）

3260：Immunology２□（英：免疫
学）

3022：免疫学１１◇ 3022：免疫学１２◇

3023：発生・再生科学１５□ 3076：遺伝カウンセリング学15 3033：分子構造学特論５□ 3033：分子構造学特論６□ 3082：生物統計学応用II ５(AL)

3060：生体検査科学特論Ⅰ８◇ 3070：臨床遺伝学７ 3070：臨床遺伝学８

3027：口腔保健福祉学１１■ 3027：口腔保健福祉学１２■ 3033：分子構造学特論７□ 3033：分子構造学特論８□ 3037：医歯薬産業技術特論４◆

3065：Biomedical Device Science
and EngineeringⅡ　5◆（英：バイオ
メディカルデバイス）

3065：Biomedical Device Science
and EngineeringⅡ　6◆（英：バイオ
メディカルデバイス）

3022：免疫学１３◇ 3022：免疫学１４◇ 3081：生物統計学応用I 5(AL)

3060：生体検査科学特論Ⅰ１１◇ 3060：生体検査科学特論Ⅰ１２◇

10月22日 木
3260：Immunology３□（英：免疫
学）

3260：Immunology４□（英：免疫
学）

3076：遺伝カウンセリング学16 3084：臨床試験方法論応用４(AL)

3027：口腔保健福祉学１３■ 3027：口腔保健福祉学１４■ 3060：生体検査科学特論Ⅰ１３◇ 3060：生体検査科学特論Ⅰ１４◇ 3086：疫学応用６(情1)

3096：人間医療科学技術概論第二３

10月24日 土

10月25日 日

3030：機能分子化学１◆ 3030：機能分子化学２◆ 3075：時間・空間の分子生命科学７ 3075：時間・空間の分子生命科学８

3260：Immunology５□（英：免疫
学）

3260：Immunology６□（英：免疫
学）

3076：遺伝カウンセリング学17

3076：遺伝カウンセリング学18 3033：分子構造学特論9□ 3033：分子構造学特論10□

3070：臨床遺伝学９ 3070：臨床遺伝学１０

3030：機能分子化学３◆ 3030：機能分子化学４◆ 3033：分子構造学特論１１□ 3033：分子構造学特論１２□ 3037：医歯薬産業技術特論５◆

3027：口腔保健福祉学１５■

3060：生体検査科学特論Ⅰ１５◇

3065：Biomedical Device Science
and EngineeringⅡ　7◆（英：バイオ
メディカルデバイス）

3065：Biomedical Device Science
and EngineeringⅡ　8◆（英：バイオ
メディカルデバイス）

3030：機能分子化学５◆ 3030：機能分子化学６◆ 3084：臨床試験方法論応用５(AL)

3260：Immunology７□（英：免疫
学）

3260：Immunology８□（英：免疫
学）

3022：免疫学１５◇
3259：Introduction to Medical
Neurosciences１□（英：神経疾患特
論）

3259：Introduction to Medical
Neurosciences２□（英：神経疾患特
論）

3076：遺伝カウンセリング学19

3096：人間医療科学技術概論第二４

10月31日 土

10月28日 水

3051：生体検査科学セミナーⅠ　4回目（１３：００～１８：００）♥　or　保健衛生学科講義室1

10月29日 木

10月30日 金

10月16日 金

10月23日 金

10月27日 火

10月19日 月

10月20日 火

10月21日 水

10月26日 月

10月14日 水

10月15日 木

10月8日 木

10月9日 金

10月13日 火
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10月2日 金

10月5日 月

10月7日 水

10月6日 火

28



 ４．修士課程医歯理工保健学専攻授業時間割 Class Schedule

月日 曜日 １　8:50-10:20 ２　10:45-12:15 ３　13:30-15:00 ４　15:25-16:55 ５　17:15-18:45 ６　18:00-19:30(夜間①) ７　19:40-21:10(夜間②)

【講義場所】
△：M&Dタワー2階鈴木章夫記念講堂 M&D Tower, 2F, Suzuki Akio Memorial Hall              ☆：D棟南4階特別講堂 Building D South, 4F特別講堂              ◇：3号館6階大学院特別講義室 Bldg.3, 6F大学院特別講義室
♣：M&Dタワー4階図書館内情報検索室1 M&D Tower, 4F, Library Information Search Room              □：M&Dタワー21階大学院講義室1 M&D Tower, 21F大学院講義室1              ■：1号館7階口腔保健学科第1講義室 Bldg.1, 7F口腔保健学科第1講義室
◆：22号館1階第2会議室 Bldg.22, 1F第2会議室              ◆(8)：22号館8階第3会議室 Bldg.22, 8F第3会議室              ★：2号館3階 Bldg.2, 3F              (共２)：M&Dタワー2階共用講義室2 M&D Tower, 2F, 共用講義室2              (G)：M&D Tower, 8F, G-lab
♡3号館15階大学院講義室２ Bldg.3, 15F大学院講義室２　　　　♥：M&Dタワー2階共用講義室1 M&D Tower, 2F, 共用講義室1             (AL)：M&Dタワー4階アクティブラーニング教室 M&D Tower, 4F, アクティブラーニング教室　　　(情1)：M&Dタワー4階 情報検
索室１ M&D Tower, 4F, 情報検索室１

11月1日 日

3030：機能分子化学７◆ 3030：機能分子化学８◆ 3033：分子構造学特論１３□ 3033：分子構造学特論１４□

3260：Immunology９□（英：免疫
学）

3260：Immunology１０□（英：免疫
学）

3070：臨床遺伝学１１ 3070：臨床遺伝学１２

11月3日 火 文化の日

3030：機能分子化学９◆ 3030：機能分子化学１０◆ 3033：分子構造学特論１５□ 3037：医歯薬産業技術特論６◆

3259：Introduction to Medical
Neurosciences３□（英：神経疾患特
論）

3259：Introduction to Medical
Neurosciences４□（英：神経疾患特
論）

3081：生物統計学応用I 6(AL)

3030：機能分子化学１１◆ 3030：機能分子化学１２◆ 3076：遺伝カウンセリング学20 3084：臨床試験方法論応用６(AL)

3260：Immunology１１□（英：免疫
学）

3260：Immunology１２□（英：免疫
学）

3066：Biomedical System Science
and EngineeringⅡ　1◆（英：バイオ
メディカルシステム）

3066：Biomedical System Science
and EngineeringⅡ　2◆（英：バイオ
メディカルシステム）

3076：遺伝カウンセリング学21 3086：疫学応用７(情1)

3096：人間医療科学技術概論第二５

11月7日 土

11月8日 日

3030：機能分子化学１３◆ 3030：機能分子化学１４◆ 3076：遺伝カウンセリング学22

3260：Immunology１３□（英：免疫
学）

3260：Immunology１４□（英：免疫
学）

3260：Immunology１５□（英：免疫
学）

11月10日 火
3263：Introduction to Chemistry
andBiology of Biofunctional
Molecules1◆（英：機能分子科学）

3263：Introduction to Chemistry
andBiology of Biofunctional
Molecules２◆（英：機能分子科学）

3070：臨床遺伝学１３ 3070：臨床遺伝学１４ 3082：生物統計学応用II ６(AL)

3030：機能分子化学１５◆
3259：Introduction to Medical
Neurosciences５□（英：神経疾患特
論）

3259：Introduction to Medical
Neurosciences６□（英：神経疾患特
論）

3037：医歯薬産業技術特論７◆

3263：Introduction to Chemistry
andBiology of Biofunctional
Molecules３◆（英：機能分子科学）

3263：Introduction to Chemistry
andBiology of Biofunctional
Molecules４◆（英：機能分子科学）

3081：生物統計学応用I 7(AL)

11月12日 木

3096：人間医療科学技術概論第二６

11月14日 土

11月15日 日

11月16日 月

3263：Introduction to Chemistry
andBiology of Biofunctional
Molecules５◆（英：機能分子科学）

3263：Introduction to Chemistry
andBiology of Biofunctional
Molecules６◆（英：機能分子科学）

3070：臨床遺伝学１５ 3070：臨床遺伝学１６ 3082：生物統計学応用II ７(AL)

3076：遺伝カウンセリング学23

3263：Introduction to Chemistry
andBiology of Biofunctional
Molecules７◆（英：機能分子科学）

3263：Introduction to Chemistry
andBiology of Biofunctional
Molecules８◆（英：機能分子科学）

3259：Introduction to Medical
Neurosciences７□（英：神経疾患特
論）

3259：Introduction to Medical
Neurosciences８□（英：神経疾患特
論）

3037：医歯薬産業技術特論８◆

3081：生物統計学応用I 8(AL)

11月19日 木 3084：臨床試験方法論応用７(AL)

3066：Biomedical System Science
and EngineeringⅡ　3◆（英：バイオ
メディカルシステム）

3066：Biomedical System Science
and EngineeringⅡ　4◆（英：バイオ
メディカルシステム）

3259：Introduction to Medical
Neurosciences９□（英：神経疾患特
論）

3259：Introduction to Medical
Neurosciences１０□（英：神経疾患
特論）

3086：疫学応用８(情1)

3096：人間医療科学技術概論第二７ 3070：臨床遺伝学１７ 3070：臨床遺伝学１８

11月21日 土

11月22日 日

11月23日 月 勤労感謝の日

11月24日 火
3263：Introduction to Chemistry
andBiology of Biofunctional
Molecules９◆（英：機能分子科学）

3263：Introduction to Chemistry
andBiology of Biofunctional
Molecules１０◆（英：機能分子科学）

3070：臨床遺伝学１９ 3070：臨床遺伝学２０ 3082：生物統計学応用II ８(共２)

11月25日 水
3263：Introduction to Chemistry
andBiology of Biofunctional
Molecules１１◆（英：機能分子科学）

3263：Introduction to Chemistry
andBiology of Biofunctional
Molecules１２◆（英：機能分子科学）

3259：Introduction to Medical
Neurosciences１１□（英：神経疾患
特論）

3259：Introduction to Medical
Neurosciences１２□（英：神経疾患
特論）

11月26日 木 3084：臨床試験方法論応用８(AL)

3066：Biomedical System Science
and EngineeringⅡ　5◆（英：バイオ
メディカルシステム）

3066：Biomedical System Science
and EngineeringⅡ　6◆（英：バイオ
メディカルシステム）

3259：Introduction to Medical
Neurosciences１３□（英：神経疾患
特論）

3259：Introduction to Medical
Neurosciences１４□（英：神経疾患
特論）

3259：Introduction to Medical
Neurosciences１５□（英：神経疾患
特論）

3076：遺伝カウンセリング学24 3070：臨床遺伝学２１ 3070：臨床遺伝学２２

3096：人間医療科学技術概論第二８

11月28日 土

11月29日 日

11月30日 月 3076：遺伝カウンセリング学25

定期試験（11/12-11/16）

11月13日 金

定期試験（11/12-11/16）

11月18日 水

11月6日 金

11月9日 月

11月11日 水

11月17日 火

11月20日 金

11月27日 金

月

11月4日 水

11月5日 木

11月2日
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 ４．修士課程医歯理工保健学専攻授業時間割 Class Schedule

月日 曜日 １　8:50-10:20 ２　10:45-12:15 ３　13:30-15:00 ４　15:25-16:55 ５　17:15-18:45 ６　18:00-19:30(夜間①) ７　19:40-21:10(夜間②)

【講義場所】
△：M&Dタワー2階鈴木章夫記念講堂 M&D Tower, 2F, Suzuki Akio Memorial Hall              ☆：D棟南4階特別講堂 Building D South, 4F特別講堂              ◇：3号館6階大学院特別講義室 Bldg.3, 6F大学院特別講義室
♣：M&Dタワー4階図書館内情報検索室1 M&D Tower, 4F, Library Information Search Room              □：M&Dタワー21階大学院講義室1 M&D Tower, 21F大学院講義室1              ■：1号館7階口腔保健学科第1講義室 Bldg.1, 7F口腔保健学科第1講義室
◆：22号館1階第2会議室 Bldg.22, 1F第2会議室              ◆(8)：22号館8階第3会議室 Bldg.22, 8F第3会議室              ★：2号館3階 Bldg.2, 3F              (共２)：M&Dタワー2階共用講義室2 M&D Tower, 2F, 共用講義室2              (G)：M&D Tower, 8F, G-lab
♡3号館15階大学院講義室２ Bldg.3, 15F大学院講義室２　　　　♥：M&Dタワー2階共用講義室1 M&D Tower, 2F, 共用講義室1             (AL)：M&Dタワー4階アクティブラーニング教室 M&D Tower, 4F, アクティブラーニング教室　　　(情1)：M&Dタワー4階 情報検
索室１ M&D Tower, 4F, 情報検索室１

12月1日 火
3263：Introduction to Chemistry
andBiology of Biofunctional
Molecules１３◆（英：機能分子科学）

3263：Introduction to Chemistry
andBiology of Biofunctional
Molecules１４◆（英：機能分子科学）

3263：Introduction to Chemistry
andBiology of Biofunctional
Molecules１５◆（英：機能分子科学）

3070：臨床遺伝学２３ 3070：臨床遺伝学２４

12月2日 水

12月3日 木 3076：遺伝カウンセリング学26

12月4日 金
3066：Biomedical System Science
and EngineeringⅡ　7◆（英：バイオ
メディカルシステム）

3066：Biomedical System Science
and EngineeringⅡ　8◆（英：バイオ
メディカルシステム）

3070：臨床遺伝学２５ 3070：臨床遺伝学２６

12月5日 土

12月6日 日

12月7日 月 3076：遺伝カウンセリング学27

12月8日 火 3098：先端人間医療科学技術第二１ 3070：臨床遺伝学２７ 3070：臨床遺伝学２８

12月9日 水

12月10日 木

12月11日 金

12月12日 土

12月13日 日

12月14日 月 3076：遺伝カウンセリング学28

12月15日 火
3098：先端人間医療科学技術第二
２

12月16日 水

12月17日 木 3076：遺伝カウンセリング学29

12月18日 金 3070：臨床遺伝学２９ 3070：臨床遺伝学３０

12月19日 土

12月20日 日

12月21日 月

12月22日 火 3098：先端人間医療科学技術第二３

12月23日 水

12月24日 木

12月25日 金 3076：遺伝カウンセリング学30

12月26日 土

12月27日 日

12月28日 月

12月29日 火

12月30日 水

12月31日 木

Examination of English Courses (tentative)12/9-12/11　英語開講科目試験
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 ４．修士課程医歯理工保健学専攻授業時間割 Class Schedule

月日 曜日 １　8:50-10:20 ２　10:45-12:15 ３　13:30-15:00 ４　15:25-16:55 ５　17:15-18:45 ６　18:00-19:30(夜間①) ７　19:40-21:10(夜間②)

【講義場所】
△：M&Dタワー2階鈴木章夫記念講堂 M&D Tower, 2F, Suzuki Akio Memorial Hall              ☆：D棟南4階特別講堂 Building D South, 4F特別講堂              ◇：3号館6階大学院特別講義室 Bldg.3, 6F大学院特別講義室
♣：M&Dタワー4階図書館内情報検索室1 M&D Tower, 4F, Library Information Search Room              □：M&Dタワー21階大学院講義室1 M&D Tower, 21F大学院講義室1              ■：1号館7階口腔保健学科第1講義室 Bldg.1, 7F口腔保健学科第1講義室
◆：22号館1階第2会議室 Bldg.22, 1F第2会議室              ◆(8)：22号館8階第3会議室 Bldg.22, 8F第3会議室              ★：2号館3階 Bldg.2, 3F              (共２)：M&Dタワー2階共用講義室2 M&D Tower, 2F, 共用講義室2              (G)：M&D Tower, 8F, G-lab
♡3号館15階大学院講義室２ Bldg.3, 15F大学院講義室２　　　　♥：M&Dタワー2階共用講義室1 M&D Tower, 2F, 共用講義室1             (AL)：M&Dタワー4階アクティブラーニング教室 M&D Tower, 4F, アクティブラーニング教室　　　(情1)：M&Dタワー4階 情報検
索室１ M&D Tower, 4F, 情報検索室１

1月1日 金

1月2日 土

1月3日 日

1月4日 月

1月5日 火 3098：先端人間医療科学技術第二４

1月6日 水

1月7日 木 3076：遺伝カウンセリング学31

1月8日 金

1月9日 土

1月10日 日

1月11日 月

1月12日 火 3098：先端人間医療科学技術第二５

1月13日 水

1月14日 木

1月15日 金

1月16日 土

1月17日 日

1月18日 月

1月19日 火 3098：先端人間医療科学技術第二６

1月20日 水

1月21日 木

1月22日 金

1月23日 土

1月24日 日

1月25日 月

1月26日 火 3098：先端人間医療科学技術第二７

1月27日 水

1月28日 木

1月29日 金

1月30日 土

1月31日 日

2月1日 月

2月2日 火 3098：先端人間医療科学技術第二８

2月3日 水

2月4日 木

2月5日 金

2月6日 土

2月7日 日

2月8日 月

2月9日 火

2月10日 水

2月11日 木

2月12日 金

2月13日 土

2月14日 日

2月15日 月

2月16日 火

2月17日 水

2月18日 木

2月19日 金

2月20日 土

2月21日 日

2月22日 月

2月23日 火

2月24日 水

2月25日 木

2月26日 金

2月27日 土

2月28日 日

3月1日 月

3月2日 火

3月3日 水

3月4日 木

3月5日 金

3月6日 土

3月7日 日

3月8日 月

3月9日 火

3月10日 水

3月11日 木

3月12日 金

3月13日 土

3月14日 日

3月15日 月

3月16日 火

3月17日 水

3月18日 木

3月19日 金

3月20日 土

3月21日 日

3月22日 月

3月23日 火

3月24日 水

3月25日 木

3月26日 金

3月27日 土

3月28日 日

3月29日 月

3月30日 火

3月31日 水

※１　産学リンケージ特論、臨床実践特別演習系は時間割から除く。Courses such as 産学リンケージ特論 and any practical lectures are not on the above schedule.
※２　英語表記科目：全編英語開講。Courses with the English title in above schedule will be held in English.
※３　相互履修科目、人間医療科学技術コース理工学系提供科目は、理工学系シラバス（https://syllabus.s.isct.ac.jp/search）で確認すること。
　　　For cross-enrollment courses and courses offered by the Science and Technology for Health Care and Medicine, please refer to the Science and Engineering Division syllabus (https://syllabus.s.isct.ac.jp/search).
※4　MPHの追記文章記載
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課題研究 

時間割番号 031004 

科目名 課題研究 科目ID GH--b3004-T 

担当教員  

開講時期 2026 年度２年通年 対象年次 1～2 単位数 4 

実務経験のある教

員による授業 

 

担当教員：指導教員（および副指導教員） 

オフィスアワー：指導教員（および副指導教員）の指定による。 

詳細は所属分野のシラバス及び担当教員へ確認すること。 

主な講義場所 

指導教員（および副指導教員）の分野の研究室等、指導教員（および副指導教員）が指定する。 

授業の目的、概要等 

授業目的：研究課題に関する学位論文の完成を念頭に置き、医歯理工保健学における研究とは何かを学び、基本的研究遂行能力を培

う。 

概要：指導教員（および副指導教員）の指導のもとで研究活動を行う。 

授業の到達目標 

教員の指導のもとに研究課題を設定し，これについての研究計画を立案する。必要な計画変更を加えつつ研究を遂行する。研究成果

をまとめて考察を加え修士論文を作成する。 

授業方法 

指導教員（および副指導教員）の指定する方法 

授業内容 

指導教員（および副指導教員）の指定する内容 

成績評価の方法 

成績評価は、修士論文などから総合的に評価を行う。 

準備学習等についての具体的な指示 

指導教員（および副指導教員）の指示による。 

参考書 

指導教員（および副指導教員）の指定による。 

履修上の注意事項 

指導教員（および副指導教員）と普段からコミュニケーションを図ること。 

備考 

課題研究はすべての学生に課せられる。学位申請に関する規則に関しては、学位に関する規則等を参照のこと。 
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Research for Thesis 

Lecture No 031004 

Subject title Research for Thesis Subject ID GH--b3004-T 

Instructors  

Semester YearLong 2026 Level 1st - 2nd year Units 4 

Course by the 

instructor with 

practical experiences 

 

Instructor(s):The supervisor (and the sub-supervisor) 

Office hours:To be specified by the supervisor(s) 

Lecture place 

To be specified by the supervisor(s) 

Course Purpose and Outline 

Course Purpose:Students are supposed to learn what research is in the medical, dental, bioscientfic or engineering fields and to acquire basic 

ability to perform research. 

Outline:Research subject is determined in the field of medical, dental, bioscience and bioengineering through discussion with the supervisors. 

Students actively participate in their research projects to acquire techniques and the ability/skill for assessing the research subject by 

themselves. 

Course Objective(s) 

To create a research project, form a research plan, perform research, revise the research plan, summarize the research product, and finalize the 

thesis. 

Lecture Style 

To be specified by the supervisor(s) 

Course Outline 

To be specified by the supervisor(s) 

Grading System 

Comprehensive grading based on the thesis paper and other achievements 

Prerequisite Reading 

To be specified by the supervisor(s) 

Reference Materials 

To be specified by the supervisor(s) 

Important Course Requirements 

To be specified by the supervisor(s) 

Note(s) to Students 

This course is required for all students. Please read the article “Application for degree” in this guide book for further information on the policies 

and regulations of the Graduate School. 
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Research for Thesis 

Lecture No 031012 

Subject title Research for Thesis Subject ID  

Instructors  

Semester YearLong 2026 Level 1st - 2nd year Units 4 

Course by the 

instructor with 

practical experiences 

 Mode of Instruction Face-to-face 

課題研究（秋期） 

 

Instructor(s):The supervisor (and the sub-supervisor) 

Office hours:To be specified by the supervisor(s) 

Lecture place 

To be specified by the supervisor(s) 

Course Purpose and Outline 

Course Purpose:Students are supposed to learn what research is in the medical, dental, bioscientfic or engineering fields and to acquire basic 

ability to perform research. 

Outline:Research subject is determined in the field of medical, dental, bioscience and bioengineering through discussion with the supervisors. 

Students actively participate in their research projects to acquire techniques and the ability/skill for assessing the research subject by 

themselves. 

Course Objective(s) 

To create a research project, form a research plan, perform research, revise the research plan, summarize the research product, and finalize the 

thesis. 

Lecture Style 

To be specified by the supervisor(s) 

Course Outline 

To be specified by the supervisor(s) 

Grading System 

Comprehensive grading based on the thesis paper and other achievements 

Prerequisite Reading 

To be specified by the supervisor(s) 

Reference Materials 

To be specified by the supervisor(s) 

Important Course Requirements 

To be specified by the supervisor(s) 

Note(s) to Students 

This course is required for all students. Please read the article “Application for degree” in this guide book for further information on the policies 

and regulations of the Graduate School. 
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医科学演習 

時間割番号 031005 

科目名 医科学演習 科目ID GH--b3005-S 

担当教員  

開講時期 2026 年度通年 対象年次 1～ 単位数 4 

実務経験のある教

員による授業 

 

担当教員：指導教員（および副指導教員） 

オフィスアワー：指導教員（および副指導教員）の指定による 

主な講義場所 

指導教員（および副指導教員）の分野の研究室等、指導教員（および副指導教員）が指定する。 

授業の目的、概要等 

授業目的：指導教員（および副指導教員）を交えた少人数環境におけるセミナー等により、医科学研究に必要なプレゼンテーション能力、コ

ミュニケーション能力、情報収集能力、文献検索能力、文献精読能力、論理的思考能力を身につける。 

 

概要：指導教員（および副指導教員）の所属する分野や関連分野のセミナー、輪読会、ジャーナルクラブ、プログレスレポート等に参加し、

医科学研究の最新知識や技術情報を学び，研究背景・方法および実験技術の基本を理解するなかで、研究に必要な基本能力を獲得す

る。 

授業の到達目標 

医科学研究における、基本的プレゼンテーション能力、文献検索能力、文献精読能力、論理的思考能力等を身につける。 

授業方法 

指導教員（および副指導教員）を交えた少人数環境におけるセミナー等 

授業内容 

指導教員（および副指導教員）の指定する内容 

成績評価の方法 

指導教員（および副指導教員）の指定による。 

準備学習等についての具体的な指示 

指導教員（および副指導教員）の指定する内容 

参考書 

指導教員（および副指導教員）の指定する参考書 

履修上の注意事項 

指導教員（および副指導教員）とよく打ち合わせのこと。 
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Seminar of Medical Science 

Lecture No 031005 

Subject title Seminar of Medical Science Subject ID GH--b3005-S 

Instructors  

Semester YearLong 2026 Level 1st -  year Units 4 

Course by the 

instructor with 

practical experiences 

 

Instructor(s): Supervisor (and Vice supervisor) 

Office hour: To be specified by the supervisor(s) 

Lecture place 

To be specified by the supervisor(s) 

Course Purpose and Outline 

Course Purpose: The course teaches presentation skill, communication skill, information-gathering skill, literature-searching skill, and logical 

thinking skill, which are necessary in master course research in medicine, by attending small-group seminars run by the supervisor(s). 

 

Outline: Students attend laboratory seminars and meetings under the guidance of supervisors to acquire the basick research ability in medicine. 

Course Objective(s) 

A student is supposed to acquire presentation skill, communication skill, information-gathering skill, literature-searching skill, and logical thinking 

skill, which are necessary in master course research in medicine. 

Lecture Style 

Practical training in laboratory seminars and meatings under the guidance of supervisors or other staff in the department in man-to-man or a 

small-group environment. 

Course Outline 

To be specified by the supervisor(s) 

Grading System 

To be specified by the supervisor(s) 

Prerequisite Reading 

To be specified by the supervisor(s) 

Reference Materials 

To be specified by the supervisor(s) 

Important Course Requirements 

To be specified by the supervisor(s) 
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医科学実習 

時間割番号 031006 

科目名 医科学実習 科目ID GH--b3006-E 

担当教員  

開講時期 2026 年度通年 対象年次 1～ 単位数 4 

実務経験のある教

員による授業 

 

担当教員：指導教員（および副指導教員） 

オフィスアワー：指導教員（および副指導教員）の指定による 

主な講義場所 

指導教員（および副指導教員）の分野の研究室等、指導教員（および副指導教員）が指定する 

授業の目的、概要等 

授業目的：医科学研究に必要な実際的な研究手法、研究技術、機器操作方法、データ解析方法、問題解決方法を身につける。 

 

概要：一対一環境または少人数環境における実習指導により、立案した研究課題の遂行に必要な情報収集、実験、データ解析、問題解決

のための情報収集法、実験技術や解析手法を学ぶ。 

授業の到達目標 

医科学研究のための、情報収集法、実験手技、データ解析方法を習得し、研究遂行のための問題解決能力を培う。 

授業方法 

指導教員（および副指導教員）の分野のメンバーによる一対一環境または少人数環境における実習指導による。 

授業内容 

指導教員（および副指導教員）の指定する内容 

成績評価の方法 

指導教員（および副指導教員）の指定による。 

準備学習等についての具体的な指示 

指導教員（および副指導教員）の指定する内容 

参考書 

指導教員（および副指導教員）の指定する参考書 

履修上の注意事項 

指導教員（および副指導教員）とよく打ち合わせのこと 
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Practice of Medical Science 

Lecture No 031006 

Subject title Practice of Medical Science Subject ID GH--b3006-E 

Instructors  

Semester YearLong 2026 Level 1st -  year Units 4 

Course by the 

instructor with 

practical experiences 

 

Instructor(s): Supervisor (and Vice supervisor) 

Office hour: To be specified by the supervisor(s) 

Lecture place 

To be specified by the supervisor(s) 

Course Purpose and Outline 

Course Purpose: The course teaches practical research methods, techniques, equipment-handling, data analysis and problem-solving, which are 

necessary in master course research in medical science. 

 

Outline: Students learn techniques in bioscience and bioengineering under the guidance of supervisors in man-to-man or a small-group 

environment. 

Course Objective(s) 

A student is supposed to acquire practical research methods, techniques, equipment-handling, data analysis and problem-solving, which are 

necessary in master course research in medical science. 

Lecture Style 

Practical research training in laboratories under the guidance of supervisors or other staff in the department in man-to-man or a small-group 

environment. 

Course Outline 

To be specified by the supervisor(s) 

Grading System 

To be specified by the supervisor(s) 

Prerequisite Reading 

To be specified by the supervisor(s) 

Reference Materials 

To be specified by the supervisor(s) 

Important Course Requirements 

To be specified by the supervisor(s) 
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歯科学演習 

時間割番号 031007 

科目名 歯科学演習 科目ID GH--b3007-S 

担当教員  

開講時期 2026 年度通年 対象年次 1～ 単位数 4 

実務経験のある教

員による授業 

 

担当教員：指導教員（および副指導教員） 

オフィスアワー：指導教員（および副指導教員）の指定による 

 

主な講義場所 

指導教員（および副指導教員）の分野の研究室等、指導教員（および副指導教員）が指定する。 

授業の目的、概要等 

授業目的：指導教員（および副指導教員）を交えた少人数環境におけるセミナー等により、歯科学研究に必要なプレゼンテーション能力、コ

ミュニケーション能力、情報収集能力、文献検索能力、文献精読能力、論理的思考能力を身につける。 

 

概要：指導教員（および副指導教員）の所属する分野や関連分野のセミナー、輪読会、ジャーナルクラブ、プログレスレポート等に参加し、

歯科学研究の最新知識や技術情報を学び，研究背景・方法および実験技術の基本を理解するなかで、研究に必要な基本能力を獲得す

る。 

授業の到達目標 

歯科学研究における、基本的プレゼンテーション能力、文献検索能力、文献精読能力、論理的思考能力等を身につける。 

授業方法 

指導教員（および副指導教員）を交えた少人数環境におけるセミナー等 

授業内容 

指導教員（および副指導教員）の指定する内容 

成績評価の方法 

指導教員（および副指導教員）の指定による。 

準備学習等についての具体的な指示 

指導教員（および副指導教員）の指定する内容 

参考書 

指導教員（および副指導教員）の指定する参考書 

履修上の注意事項 

指導教員（および副指導教員）とよく打ち合わせのこと。 
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Seminar of Dental Science 

Lecture No 031007 

Subject title Seminar of Dental Science Subject ID GH--b3007-S 

Instructors  

Semester YearLong 2026 Level 1st -  year Units 4 

Course by the 

instructor with 

practical experiences 

 

Instructor(s): Supervisor (and Vice supervisor) 

Office hour: To be specified by the supervisor(s) 

Lecture place 

To be specified by the supervisor(s) 

Course Purpose and Outline 

Course Purpose: The course teaches presentation skill, communication skill, information-gathering skill, literature-searching skill, and logical 

thinking skill, which are necessary in master course research in dentistry, by attending small-group seminars run by the supervisor(s). 

 

Outline: Students attend laboratory seminars and meetings under the guidance of supervisors to acquire the basick research ability in dentistry. 

Course Objective(s) 

A student is supposed to acquire presentation skill, communication skill, information-gathering skill, literature-searching skill, and logical thinking 

skill, which are necessary in master course research in dentistry. 

Lecture Style 

Practical training in laboratory seminars and meatings under the guidance of supervisors or other staff in the department in man-to-man or a 

small-group environment. 

Course Outline 

To be specified by the supervisor(s) 

Grading System 

To be specified by the supervisor(s) 

Prerequisite Reading 

To be specified by the supervisor(s) 

Reference Materials 

To be specified by the supervisor(s) 
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歯科学実習 

時間割番号 031008 

科目名 歯科学実習 科目ID GH--b3008-E 

担当教員  

開講時期 2026 年度通年 対象年次 1～ 単位数 4 

実務経験のある教

員による授業 

 

担当教員：指導教員（および副指導教員） 

オフィスアワー：指導教員（および副指導教員）の指定による 

主な講義場所 

指導教員（および副指導教員）の分野の研究室等、指導教員（および副指導教員）が指定する。 

授業の目的、概要等 

授業目的：歯科学研究に必要な実際的な研究手法、研究技術、機器操作方法、データ解析方法、問題解決方法を身につける。 

 

概要：一対一環境または少人数環境における実習指導により、立案した研究課題の遂行に必要な情報収集、実験、データ解析、問題解決

のための情報収集法、実験技術や解析手法を学ぶ。 

授業の到達目標 

歯科学研究のための、情報収集法、実験手技、データ解析方法を習得し、研究遂行のための問題解決能力を培う。 

授業方法 

指導教員（および副指導教員）の分野のメンバーによる一対一環境または少人数環境における実習指導による。 

授業内容 

指導教員（および副指導教員）の指定する内容 

成績評価の方法 

指導教員（および副指導教員）の指定による。 

準備学習等についての具体的な指示 

指導教員（および副指導教員）の指定する内容 

参考書 

指導教員（および副指導教員）の指定する参考書 

履修上の注意事項 

指導教員（および副指導教員）とよく打ち合わせのこと 
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口腔保健学演習 

時間割番号 031009 

科目名 口腔保健学演習 科目ID GH--b3009-S 

担当教員  

開講時期 2026 年度通年 対象年次 1～ 単位数 4 

実務経験のある教

員による授業 

 

担当教員：指導教員（および副指導教員） 

オフィスアワー：指導教員（および副指導教員）の指定による 

主な講義場所 

指導教員（および副指導教員）の分野の研究室等、指導教員（および副指導教員）が指定する。 

授業の目的、概要等 

授業目的：指導教員（および副指導教員）を交えた少人数環境におけるセミナー等により、口腔保健学研究に必要なプレゼンテーション能

力、コミュニケーション能力、情報収集能力、文献検索能力、文献精読能力、論理的思考能力を身につける。 

 

概要：指導教員（および副指導教員）の所属する分野や関連分野のセミナー、輪読会、ジャーナルクラブ、プログレスレポート等に参加し、

口腔保健学研究の最新知識や技術情報を学び，研究背景・方法および実験技術の基本を理解するなかで、研究に必要な基本能力を獲得

する。 

授業の到達目標 

口腔保健学研究における、基本的プレゼンテーション能力、文献検索能力、文献精読能力、論理的思考能力等を身につける。 

授業方法 

指導教員（および副指導教員）を交えた少人数環境におけるセミナー等 

授業内容 

指導教員（および副指導教員）の指定する内容 

成績評価の方法 

指導教員（および副指導教員）の指定による。 

準備学習等についての具体的な指示 

指導教員（および副指導教員）の指定する内容 

参考書 

指導教員（および副指導教員）の指定する参考書 

履修上の注意事項 

指導教員（および副指導教員）とよく打ち合わせのこと。 
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Practice of Dental Science 

Lecture No 031008 

Subject title Practice of Dental Science Subject ID GH--b3008-E 

Instructors  

Semester YearLong 2026 Level 1st -  year Units 4 

Course by the 

instructor with 

practical experiences 

 

Instructor(s): Supervisor (and Vice supervisor) 

Office hour: To be specified by the supervisor(s) 

Lecture place 

To be specified by the supervisor(s) 

Course Purpose and Outline 

Course Purpose: The course teaches practical research methods, techniques, equipment-handling, data analysis and problem-solving, which are 

necessary in master course research in dental science. 

 

Outline: Students learn techniques in bioscience and bioengineering under the guidance of supervisors in man-to-man or a small-group 

environment. 

Course Objective(s) 

A student is supposed to acquire practical research methods, techniques, equipment-handling, data analysis and problem-solving, which are 

necessary in master course research in dental science. 

Lecture Style 

Practical research training in laboratories under the guidance of supervisors or other staff in the department in man-to-man or a small-group 

environment. 

Course Outline 

To be specified by the supervisor(s) 

Grading System 

To be specified by the supervisor(s) 

Prerequisite Reading 

To be specified by the supervisor(s) 

Reference Materials 

To be specified by the supervisor(s) 

Important Course Requirements 

To be specified by the supervisor(s) 
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Seminar of Oral Health Science 

Lecture No 031009 

Subject title Seminar of Oral Health Science Subject ID GH--b3009-S 

Instructors  

Semester YearLong 2026 Level 1st -  year Units 4 

Course by the 

instructor with 

practical experiences 

 

Instructor(s): Supervisor (and Vice supervisor) 

Office hour: To be specified by the supervisor(s) 

Lecture place 

To be specified by the supervisor(s) 

Course Purpose and Outline 

Course Purpose: The course teaches presentation skill, communication skill, information-gathering skill, literature-searching skill, and logical 

thinking skill, which are necessary in master course research in oral health, by attending small-group seminars run by the supervisor(s). 

 

Outline: Students attend laboratory seminars and meetings under the guidance of supervisors to acquire the basick research ability in oral health. 

Course Objective(s) 

A student is supposed to acquire presentation skill, communication skill, information-gathering skill, literature-searching skill, and logical thinking 

skill, which are necessary in master course research in oral health. 

Lecture Style 

Practical training in laboratory seminars and meatings under the guidance of supervisors or other staff in the department in man-to-man or a 

small-group environment. 

Course Outline 

To be specified by the supervisor(s) 

Grading System 

To be specified by the supervisor(s) 

Prerequisite Reading 

To be specified by the supervisor(s) 

Reference Materials 

To be specified by the supervisor(s) 

Important Course Requirements 

To be specified by the supervisor(s) 
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口腔保健学実習 

時間割番号 031010 

科目名 口腔保健学実習 科目ID GH--b3010-E 

担当教員  

開講時期 2026 年度通年 対象年次 1～ 単位数 4 

実務経験のある教

員による授業 

 

担当教員：指導教員（および副指導教員） 

オフィスアワー：指導教員（および副指導教員）の指定による 

主な講義場所 

指導教員（および副指導教員）の分野の研究室等、指導教員（および副指導教員）が指定する。 

授業の目的、概要等 

授業目的：口腔保健学研究に必要な実際的な研究手法、研究技術、機器操作方法、データ解析方法、問題解決方法を身につける。 

 

概要：一対一環境または少人数環境における実習指導により、立案した研究課題の遂行に必要な情報収集、実験、データ解析、問題解決

のための情報収集法、実験技術や解析手法を学ぶ。 

授業の到達目標 

口腔保健学研究のための、情報収集法、実験手技、データ解析方法を習得し、研究遂行のための問題解決能力を培う。 

授業方法 

指導教員（および副指導教員）の分野のメンバーによる一対一環境または少人数環境における実習指導による。 

授業内容 

指導教員（および副指導教員）の指定する内容 

成績評価の方法 

指導教員（および副指導教員）の指定による。 

準備学習等についての具体的な指示 

指導教員（および副指導教員）の指定する内容 

参考書 

指導教員（および副指導教員）の指定する参考書 

履修上の注意事項 

指導教員（および副指導教員）とよく打ち合わせのこと 
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Practice of Oral Health Science 

Lecture No 031010 

Subject title Practice of Oral Health Science Subject ID GH--b3010-E 

Instructors  

Semester YearLong 2026 Level 1st -  year Units 4 

Course by the 

instructor with 

practical experiences 

 

Instructor(s): Supervisor (and Vice supervisor) 

Office hour: To be specified by the supervisor(s) 

Lecture place 

To be specified by the supervisor(s) 

Course Purpose and Outline 

Course Purpose: The course teaches practical research methods, techniques, equipment-handling, data analysis and problem-solving, which are 

necessary in master course research in oral health science. 

 

Outline: Students learn techniques in bioscience and bioengineering under the guidance of supervisors in man-to-man or a small-group 

environment. 

Course Objective(s) 

A student is supposed to acquire practical research methods, techniques, equipment-handling, data analysis and problem-solving, which are 

necessary in master course research in oral health science. 

Lecture Style 

Practical research training in laboratories under the guidance of supervisors or other staff in the department in man-to-man or a small-group 

environment. 

Course Outline 

To be specified by the supervisor(s) 

Grading System 

To be specified by the supervisor(s) 

Prerequisite Reading 

To be specified by the supervisor(s) 

Reference Materials 

To be specified by the supervisor(s) 

Important Course Requirements 

To be specified by the supervisor(s) 
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生命理工学演習 

時間割番号 031892 

科目名 生命理工学演習 科目ID GH--b3061-- 

担当教員  

開講時期 2026 年度通年 対象年次 1 単位数 4 

実務経験のある教

員による授業 

 

担当教員：指導教員（および副指導教員） 

オフィスアワー：指導教員（および副指導教員）の指定による 

主な講義場所 

指導教員（および副指導教員）の分野の研究室等、指導教員（および副指導教員）が指定する。 

授業の目的、概要等 

授業目的：指導教員（および副指導教員）を交えた少人数環境におけるセミナー等により、生命理工学研究に必要なプレゼンテーション能

力、コミュニケーション能力、情報収集能力、文献検索能力、文献精読能力、論理的思考能力を身につける。 

 

概要：指導教員（および副指導教員）の所属する分野や関連分野のセミナー、輪読会、ジャーナルクラブ、プログレスレポート等に参加し、

生命理工学研究の最新知識や技術情報を学び、研究背景・方法および実験技術の基本を理解するなかで、研究に必要な基本能力を獲得

する。 

授業の到達目標 

生命理工学研究における、基本的プレゼンテーション能力、文献検索能力、文献精読能力、論理的思考能力等を身につける。 

授業方法 

指導教員（および副指導教員）を交えた少人数環境におけるセミナー等 

授業内容 

指導教員（および副指導教員）の指定する内容 

成績評価の方法 

指導教員（および副指導教員）の指定による。 

準備学習等についての具体的な指示 

指導教員（および副指導教員）の指定する内容 

参考書 

指導教員（および副指導教員）の指定する参考書 

履修上の注意事項 

指導教員（および副指導教員）とよく打ち合わせのこと。 
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Seminar of Life Science and Engineering 

Lecture No 031892 

Subject title Seminar of Life Science and Engineering Subject ID GH--b3061-- 

Instructors  

Semester YearLong 2026 Level 1st year Units 4 

Course by the 

instructor with 

practical experiences 

 

Instructor(s): Supervisor (and Vice supervisor) 

Office hour: To be specified by the supervisor(s) 

Lecture place 

To be specified by the supervisor(s) 

Course Purpose and Outline 

Course Purpose: The course teaches presentation skill, communication skill, information-gathering skill, literature-searching skill, and logical 

thinking skill, which are necessary in master course research in Life Science and Engineering, by attending small-group seminars run by the 

supervisor(s). 

 

Outline: Students attend laboratory seminars and meetings under the guidance of supervisors to acquire the basick research ability in Life 

Science and Engineering. 

Course Objective(s) 

A student is supposed to acquire presentation skill, communication skill, information-gathering skill, literature-searching skill, and logical thinking 

skill, which are necessary in master course research in Life Science and Engineering. 

Lecture Style 

Practical training in laboratory seminars and meatings under the guidance of supervisors or other staff in the department in man-to-man or a 

small-group environment. 

Course Outline 

To be specified by the supervisor(s) 

Grading System 

To be specified by the supervisor(s) 

Prerequisite Reading 

To be specified by the supervisor(s) 

Reference Materials 

To be specified by the supervisor(s) 

Important Course Requirements 

To be specified by the supervisor(s) 
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生命理工学実習 

時間割番号 031893 

科目名 生命理工学実習 科目ID GH--b3062-- 

担当教員  

開講時期 2026 年度通年 対象年次 1 単位数 4 

実務経験のある教

員による授業 

 

担当教員：指導教員（および副指導教員） 

オフィスアワー：指導教員（および副指導教員）の指定による 

主な講義場所 

指導教員（および副指導教員）の分野の研究室等、指導教員（および副指導教員）が指定する。 

授業の目的、概要等 

授業目的：生命理工学研究に必要な実際的な研究手法、研究技術、機器操作方法、データ解析方法、問題解決方法を身につける。 

 

概要：一対一環境または少人数環境における実習指導により、立案した研究課題の遂行に必要な情報収集、実験、データ解析、問題解決

のための情報収集法、実験技術や解析手法を学ぶ。 

授業の到達目標 

生命理工学研究のための、情報収集法、実験手技、データ解析方法を習得し、研究遂行のための問題解決能力を培う。 

授業方法 

指導教員（および副指導教員）の分野のメンバーによる一対一環境または少人数環境における実習指導による。 

授業内容 

指導教員（および副指導教員）の指定する内容 

成績評価の方法 

指導教員（および副指導教員）の指定による。 

準備学習等についての具体的な指示 

指導教員（および副指導教員）の指定する内容 

参考書 

指導教員（および副指導教員）の指定する参考書 

履修上の注意事項 

指導教員（および副指導教員）とよく打ち合わせのこと 
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Practice of Life Science and Engineering 

Lecture No 031893 

Subject title Practice of Life Science and Engineering Subject ID GH--b3062-- 

Instructors  

Semester YearLong 2026 Level 1st year Units 4 

Course by the 

instructor with 

practical experiences 

 

Instructor(s): Supervisor (and Vice supervisor) 

Office hour: To be specified by the supervisor(s) 

Lecture place 

To be specified by the supervisor(s) 

Course Purpose and Outline 

Course Purpose: The course teaches practical research methods, techniques, equipment-handling, data analysis and problem-solving, which are 

necessary in master course research in Life science and engineering. 

 

Outline: Students learn techniques in bioscience and bioengineering under the guidance ofsupervisors in man-to-man or a small-group 

environment. 

Course Objective(s) 

A student is supposed to acquire practical research methods, techniques, equipment-handling, data analysis and problem-solving, which are 

necessary in master course research in Life science and engineering. 

Lecture Style 

Practical research training in laboratories under the guidance of supervisors or other staff in the department in man-to-man or a small-group 

environment. 

Course Outline 

To be specified by the supervisor(s) 

Grading System 

To be specified by the supervisor(s) 

Prerequisite Reading 

To be specified by the supervisor(s) 

Reference Materials 

To be specified by the supervisor(s) 

Important Course Requirements 

To be specified by the supervisor(s) 
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保健学演習 

時間割番号 031894 

科目名 保健学演習 科目ID GH--b3113-- 

担当教員  

開講時期 2026 年度通年 対象年次 1 単位数 4 

実務経験のある教

員による授業 

 

担当教員：指導教員（および副指導教員） 

オフィスアワー：指導教員（および副指導教員）の指定による 

主な講義場所 

指導教員（および副指導教員）の分野の研究室等、指導教員（および副指導教員）が指定する。 

授業の目的、概要等 

授業目的：指導教員（および副指導教員）を交えた少人数環境におけるセミナー等により、保健学研究に必要なプレゼンテーション能力、コ

ミュニケーション能力、情報収集能力、文献検索能力、文献精読能力、論理的思考能力を身につける。 

 

概要：指導教員（および副指導教員）の所属する分野や関連分野のセミナー、輪読会、ジャーナルクラブ、プログレスレポート等に参加し、

保健学研究の最新知識や技術情報を学び、研究背景・方法および実験技術の基本を理解するなかで、研究に必要な基本能力を獲得す

る。 

授業の到達目標 

保健学研究における、基本的プレゼンテーション能力、文献検索能力、文献精読能力、論理的思考能力等を身につける。 

授業方法 

指導教員（および副指導教員）を交えた少人数環境におけるセミナー等 

授業内容 

指導教員（および副指導教員）の指定する内容 

成績評価の方法 

指導教員（および副指導教員）の指定による。 

準備学習等についての具体的な指示 

指導教員（および副指導教員）の指定する内容 

参考書 

指導教員（および副指導教員）の指定する参考書 

履修上の注意事項 

指導教員（および副指導教員）とよく打ち合わせのこと。 
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Seminar of Medical Laboratory Science 

Lecture No 031894 

Subject title Seminar of Medical Laboratory Science Subject ID GH--b3113-- 

Instructors  

Semester YearLong 2026 Level 1st year Units 4 

Course by the 

instructor with 

practical experiences 

 

Instructor(s): Supervisor (and Vice supervisor) 

Office hour: To be specified by the supervisor(s) 

Lecture place 

To be specified by the supervisor(s) 

Course Purpose and Outline 

Course Purpose: The course teaches presentation skill, communication skill, information-gatheringskill, literature-searching skill, and logical 

thinking skill, which are necessary inmaster course research in in medical laboratory science, by attedning small-groupseminars run by the 

supervisor(s). 

 

Outline: Students attend laboratory seminars and meetings under the guidance ofsupervisors to acquire the basick research ability in medical 

laboratory science. 

Course Objective(s) 

A student is supposed to acquire presentation skill, communication skill, information-gathering skill, literature-searching skill, and logical thinking 

skill, which are necessary in master course research in in medical laboratory science. 

Lecture Style 

Practical training in laboratory seminars and meatings under the guidance of supervisors or other staff in the department in man-to-man or a 

small-group environment. 

Course Outline 

To be specified by the supervisor(s) 

Grading System 

To be specified by the supervisor(s) 

Prerequisite Reading 

To be specified by the supervisor(s) 

Reference Materials 

To be specified by the supervisor(s) 

Important Course Requirements 

To be specified by the supervisor(s) 
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保健学実習 

時間割番号 031895 

科目名 保健学実習 科目ID GH--b3114-- 

担当教員  

開講時期 2026 年度通年 対象年次 1 単位数 4 

実務経験のある教

員による授業 

 

担当教員：指導教員（および副指導教員） 

オフィスアワー：指導教員（および副指導教員）の指定による 

主な講義場所 

指導教員（および副指導教員）の分野の研究室等、指導教員（および副指導教員）が指定する。 

授業の目的、概要等 

授業目的：保健学研究に必要な実際的な研究手法、研究技術、機器操作方法、データ解析方法、問題解決方法を身につける。 

 

概要：一対一環境または少人数環境における実習指導により、立案した研究課題の遂行に必要な情報収集、実験、データ解析、問題解決

のための情報収集法、実験技術や解析手法を学ぶ。 

授業の到達目標 

保健学研究のための、情報収集法、実験手技、データ解析方法を習得し、研究遂行のための問題解決能力を培う。 

授業方法 

指導教員（および副指導教員）の分野のメンバーによる一対一環境または少人数環境における実習指導による。 

授業内容 

指導教員（および副指導教員）の指定する内容 

成績評価の方法 

指導教員（および副指導教員）の指定による。 

準備学習等についての具体的な指示 

指導教員（および副指導教員）の指定する内容 

参考書 

指導教員（および副指導教員）の指定する参考書 

履修上の注意事項 

指導教員（および副指導教員）とよく打ち合わせのこと。 
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Practice of Medical Laboratory Science 

Lecture No 031895 

Subject title Practice of Medical Laboratory Science Subject ID GH--b3114-- 

Instructors  

Semester YearLong 2026 Level 1st year Units 4 

Course by the 

instructor with 

practical experiences 

 

Instructor(s): Supervisor (and Vice supervisor) 

Office hour: To be specified by the supervisor(s) 

Lecture place 

To be specified by the supervisor(s) 

Course Purpose and Outline 

Course Purpose: The course teaches practical research methods, techniques, equipment-handling, data analysis and problem-solving, which are 

necessary in master course research in medical laboratory science. 

 

Outline: Students learn techniques in bioscience and bioengineering under the guidance ofsupervisors in man-to-man or a small-group 

environment. 

Course Objective(s) 

A student is supposed to acquire practical research methods, techniques, equipment-handling, data analysis and problem-solving, which are 

necessary in master course research in medical laboratory science. 

Lecture Style 

Practical research training in laboratories under the guidance of supervisors or other staff in the department in man-to-man or a small-group 

environment. 

Course Outline 

To be specified by the supervisor(s) 

Grading System 

To be specified by the supervisor(s) 

Prerequisite Reading 

To be specified by the supervisor(s) 

Reference Materials 

To be specified by the supervisor(s) 

Important Course Requirements 

To be specified by the supervisor(s) 
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○東京科学大学大学院学則  

令和６年10月１日  

学則第２号  

目次  

第１章 総則（第１条―第12条）  

第２章 入学、進学、再入学、転入学及び編入学（第13条―第24条）  

第３章 休学、留学、退学、転学並びに転学院及び転系等（第25条―第30条）  

第４章 授業科目、単位数及び履修方法等（第31条―第38条）  

第５章 履修の認定及び学位等（第39条―第49条）  

第６章 入学料及び授業料（第50条―第56条）  

第７章 表彰及び懲戒並びに除籍（第57条―第59条）  

第８章 科目等履修生等（第60条―第66条）  

第９章 寄宿舎（第67条）  

第１０章 国際連携専攻の特例（第68条―第73条）  

附則  

第１章 総則  

（趣旨）  

第１条 この学則は、学校教育法（昭和22年法律第26号。以下「学教法」という。）

第100条及び国立大学法人東京科学大学組織運営規則（令和６年規則第１号。次条

において「組織運営規則」という。）第22条第１項及び第23条第１項の規定に基

づき東京科学大学（以下「本学」という。）大学院（以下「本学大学院」という。）

に置く学院並びに研究科及び研究科に置く専攻の標準修業年限、教育課程その他

の学生の修学上必要な事項を定めるものとする。  

（学院並びに研究科及び専攻）  

第２条 本学大学院に置く学院及び研究科は、次のとおりとする。  

理学院  

工学院  

物質理工学院  

情報理工学院  

生命理工学院  

環境・社会理工学院  

医歯学総合研究科  

保健衛生学研究科  

２ 研究科に置く専攻は、別表１のとおりとする。  

３ 前項の専攻には、大学院設置基準（昭和49年文部省令第28号）第35条に定める

国際連携専攻を含むものとする。  

４ 第１項及び第２項に規定する学院並びに研究科及び研究科に置く専攻の人材の

養成に関する目的その他の教育研究上の目的及び位置は、組織運営規則第22条第

２項及び第23条第２項の定めるところによる。  

（課程）  
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第３条 本学大学院に、次の課程を置く。  

一 修士課程  

二 博士課程  

三 専門職学位課程（学教法第99条第２項に規定する専門職大学院の課程をいう。

以下同じ。）  

２ 前項第２号の博士課程の種類は、次のとおりとする。  

一 前期２年の課程及び後期３年の課程に区分するもの（以下「区分制博士課程」

という。）  

二 大学院設置基準第44条に規定する医学又は歯学を履修するもの（以下「医学

又は歯学を履修する博士課程」という。）  

三 後期の課程のみのもの（以下「後期３年博士課程」という。）  

３ 前項第１号に規定する前期２年の課程は、これを修士課程として取り扱うもの

とする。  

４ 第２項第１号に規定する前期２年の課程は、「修士課程」といい、後期３年の

課程は、「博士後期課程」という。  

５ 第２項第１号に規定する区分制博士課程は、教育研究上の必要がある場合に限

り、前期２年の課程を置かず、後期３年の課程のみを置くことができる。  

（入学定員及び収容定員並びに系及びコース等）  

第４条 本学大学院の入学定員及び収容定員は、別表１のとおりとする。  

２ 学院に、教育上の目的に応じて、専門教育実施の基本的な単位として系を置く。  

３ 前項の系のほか、環境・社会理工学院に、イノベーション創出のリーダーとし

て科学技術を活用し、自ら理論を構築して産業や社会の発展に貢献する実務家を

養成するため、技術経営専門職学位課程（前条第１項第３号に規定する専門職学

位課程として置かれるものをいう。以下同じ。）を置く。  

４ 第２項の系に、教育プログラムとしてコースを置く。  

５ 前項に規定するコースのうち、新たに社会が求める学術分野の人材を育成する

ために設けられた複数の学問領域からなる学際的教育プログラムとしてのコース

（第12条第２項、別表１(1)及び別表２ (1)において「複合系コース」という。）は、

複数の系に跨って置くことができる。  

６ 研究科又は研究科に置く専攻に、別に定めるところにより、教育研究分野を置

く。  

７ 学院に置く第２項から第５項までの系及びコース並びに技術経営専門職学位課

程は、別表１のとおりとする。  

８ 医歯学総合研究科医歯理工保健学専攻に、医療管理政策学コース及びグローバ

ルヘルスリーダー養成コースを置く。  

９ 前項の医療管理政策学コースは、これを次のコースに区分するものとする。  

一 医療管理学コース  

二 医療政策学コース  

（課程の目的）  

第５条 修士課程は、広い視野に立って精深な学識を授け、専攻分野における研究

57



能力又はこれに加えて高度の専門性が要求される職業を担うための卓越した能力

を培うことを目的とする。  

２ 博士課程は、専攻分野について、独創的研究によって従来の学術水準に新しい

知見を加えるとともに、研究者として自立して研究活動を行い、又はその他の高

度に専門的な業務に従事するに必要な能力及びその基礎となる豊かな学識を養う

ことを目的とする。  

３ 専門職学位課程は、高度の専門性が求められる職業を担うための深い学識及び

卓越した能力を培うことを目的とする。  

（標準修業年限等）  

第６条 本学大学院の標準修業年限は、次のとおりとする。  

学院・研

究科  

課程  専攻・コース  標準修業

年限  

学院  区分制

博士課

程  

  ―  5年  

 修士課程  ―  2年  

博士後期課程  ―  3年  

専門職学位課程  ―  2年  

医歯学

総合研

究科  

修士課程  医歯理工保健学専攻  2年  

医療管理政策学コース  ―  

医療管理学コース  1年  

医療政策学コース  2年  

グローバルヘルスリーダー

養成コース  

2年  

医学又は歯学を履修する博

士課程  

医歯学専攻  4年  

東京科学大学・チリ大学国際連

携医学系専攻  

5年  

東京科学大学・チュラロンコー

ン大学国際連携歯学系専攻  

5年  

東京科学大学・マヒドン大学国

際連携医学系専攻  

4年  

後期3年博士課程  生命理工医療科学専攻  3年  

保健衛

生学研

究科  

修士課程  看護先進科学専攻  2年  

２ 前項の規定にかかわらず、第38条第３項に規定する清華大学との大学院合同プ
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ログラムを履修する者の標準修業年限は、２年６月とする。  

３ 第１項の規定にかかわらず、専門職学位課程においては、主として実務の経験

を有する者に対して教育を行う場合であって、かつ、昼間と併せて夜間その他特

定の時間又は時期において授業を行う等の適切な方法により教育上支障を生じな

い場合は、その標準修業年限を１年以上２年未満の期間とすることができる。  

４ 前３項の規定にかかわらず、再入学者、転入学者及び編入学者の標準修業年限

は、過去に本学大学院又は他の大学の大学院において在学していた期間及び当該

期間に修得した授業科目等を考慮して定める。  

（標準修業年限を超える期間にわたる教育課程の履修）  

第７条 学生が、職業を有している等の事情により、標準修業年限を超えて一定の

期間にわたり計画的に教育課程を履修し課程を修了することを希望する旨を申し

出たときは、当該学院及び研究科において支障のない場合に限り、その計画的な

履修（次項において「長期履修」という。）を認めることがある。  

２ 長期履修に関し必要な事項は、別に定める。  

（在学年限）  

第８条 学院における在学年限は、各課程の標準修業年限の２倍の年数とする。  

２ 研究科における在学年限は、次のとおりとする。ただし、学生が標準修業年限

を超えて在学しようとするときは、指導教員及び研究科長を経て、学長の許可を

得なければならない。  

一 研究科（次号及び第３号に掲げる専攻を除く。） 各課程の標準修業年限の

２倍の年数  

二 東京科学大学・チリ大学国際連携医学系専攻 ６年  

三 東京科学大学・チュラロンコーン大学国際連携歯学系専攻 ８年  

３ 前２項の規定にかかわらず、再入学者、転入学者及び編入学者の在学年限は、

過去に本学大学院又は他の大学の大学院において在学していた期間及び当該期間

に修得した授業科目等を考慮して定める。  

（学年）  

第９条 学年は、４月１日に始まり、翌年３月31日に終わる。  

（学期）  

第１０条 学年を、次の２学期に分ける。  

前期 ４月１日から毎年度において学長が定める９月中の日まで  

後期 前期最終日の翌日から翌年３月31日まで  

２ 前項に定める各学期を、前半及び後半に分けることができるものとする。  

（休業日）  

第１１条 学生の休業日は、次に掲げるとおりとする。  

一 日曜日  

二 土曜日  

三 国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定する休日  

四 春期休業日、夏期休業日及び冬期休業日  

２ 前項の規定にかかわらず、教育上必要がある場合には、休業日に授業を行うこ
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とができる。  

３ 第１項第４号の休業日は、その都度、学長が別に定める。  

４ 第１項に定めるもののほか、学長は、臨時の休業日を定めることができる。  

（教授会又は研究科委員会の審議及び学長の決定事項）  

第１２条 入学、修了、学位の授与その他学生の在籍に関する事項及び教育課程の

編成に関する事項は、学院の教授会又は研究科の研究科委員会の議を経て、学長

が決定する。  

２ 前項の規定にかかわらず、複合系コースを選択する学生に係る入学、修了、学

位の授与その他学生の在籍に関する事項については、当該学生の所属する学院の

教授会の議を経て、学長が決定する。  

第２章 入学、進学、再入学、転入学及び編入学  

（修士課程及び専門職学位課程の入学資格）  

第１３条 修士課程及び専門職学位課程に入学することのできる者は、次の各号の

いずれかに該当する者とする。  

一 学教法第83条に規定する大学（第10号及び第11号において同じ。）を卒業し

た者  

二 学教法第104条第７項の規定により学士の学位を授与された者  

三 外国において学校教育における16年の課程を修了した者  

四 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修すること

により当該外国の学校教育における16年の課程を修了した者  

五 我が国において、外国の大学の課程（その修了者が当該外国の学校教育にお

ける16年の課程を修了したとされるものに限る。）を有するものとして当該外

国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が

別に指定するものの当該課程を修了した者  

六 外国の大学その他の外国の学校（その教育研究活動等の総合的な状況につい

て、当該外国の政府又は関係機関の認証を受けた者による評価を受けたもの又

はこれに準ずるものとして文部科学大臣が別に指定するものに限る。）におい

て、修業年限が３年以上である課程を修了すること（当該外国の学校が行う通

信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該課程を修了

すること及び当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であっ

て前号の指定を受けたものにおいて課程を修了することを含む。）により、学

士の学位に相当する学位を授与された者  

七 専修学校の専門課程（修業年限が４年以上であることその他の文部科学大臣

が定める基準を満たすものに限る。）で文部科学大臣が別に指定するものを文

部科学大臣が定める日以後に修了した者  

八 文部科学大臣の指定した者（昭和28年文部省告示第５号）  

九 学教法第102条第２項の規定により大学院に入学した者であって、本学大学院

において、大学院における教育を受けるにふさわしい学力があると認めた者  

十 本学大学院において、個別の入学資格審査により、大学を卒業した者と同等

以上の学力があると認めた者で、22歳に達した者  
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十一 大学に３年以上在学し、本学大学院において、所定の単位を優れた成績を

もって修得したものと認めた者  

十二 外国において学校教育における15年の課程を修了し、本学大学院において、

所定の単位を優れた成績をもって修得したものと認めた者  

十三 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修するこ

とにより当該外国の学校教育における15年の課程を修了し、本学大学院におい

て、所定の単位を優れた成績をもって修得したものと認めた者  

十四 我が国において、外国の大学の課程（その修了者が当該外国の学校教育に

おける15年の課程を修了したものに限る。）を有するものとして当該外国の学

校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指

定するものの当該課程を修了し、本学大学院において、所定の単位を優れた成

績をもって修得したものと認めた者  

（博士後期課程及び後期３年博士課程の入学資格）  

第１４条 博士後期課程及び後期３年博士課程に入学することのできる者は、次の

各号のいずれかに該当する者とする。  

一 修士の学位又は専門職学位を有する者  

二 外国において修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者  

三 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修し、修士

の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者  

四 我が国において、外国の大学院の課程を有するものとして当該外国の学校教

育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定す

るものの当該課程を修了し、修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与

された者  

五 国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の実施に伴う特別

措置法（昭和51年法律第72号）第１条第２項に規定する1972年12月11日の国際

連合総会決議に基づき設立された国際連合大学の課程を修了し、修士の学位に

相当する学位を授与された者  

六 外国の学校、第４号の指定を受けた教育施設又は国際連合大学の教育課程を

履修し、大学院設置基準第16条の２に規定する試験及び審査に相当するものに

合格し、修士の学位を有する者と同等以上の学力があると認められた者  

七 文部科学大臣の指定した者（平成元年文部省告示第118号）  

八 本学大学院において、個別の入学資格審査により、修士の学位又は専門職学

位を有する者と同等以上の学力があると認めた者で、24歳に達した者  

（医学又は歯学を履修する博士課程のうち医歯学専攻の入学資格）  

第１５条 医学又は歯学を履修する博士課程医歯学専攻（以下「博士課程医歯学専

攻」という。）に入学することのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者

とする。  

一 大学の医学、歯学、薬学又は獣医学（修業年限が６年のものに限る。）を履

修する課程を卒業した者  

二 外国において、学校教育における18年の課程（最終の課程は医学、歯学、薬
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学又は獣医学）を修了した者  

三 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修すること

により当該外国の学校教育における18年の課程（最終の課程は医学、歯学、薬

学又は獣医学）を修了した者  

四 我が国において、外国の大学の課程（その修了者が当該外国の学校教育にお

ける18年の課程（最終の課程は、医学、歯学、薬学又は獣医学）を修了したと

されるものに限る。）を有するものとして当該外国の学校教育制度において位

置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程

を修了した者  

五 外国の大学その他の外国の学校（その教育研究活動等の総合的な状況につい

て、当該外国の政府又は関係機関の認証を受けた者による評価を受けたもの又

はこれに準ずるものとして文部科学大臣が別に指定するものに限る。）におい

て、修業年限が５年以上である課程（最終の課程は、医学、歯学、薬学又は獣

医学）を修了すること（当該外国の学校が行う通信教育における授業科目を我

が国において履修することにより当該課程を修了すること及び当該外国の学校

教育制度において位置付けられた教育施設（前号の指定を受けたものに限る。）

において課程を修了することを含む。）により、学士の学位に相当する学位を

授与された者  

六 文部科学大臣の指定した者（昭和30年文部省告示第39号）  

七 学教法第102条第２項の規定により大学院に入学した者であって、当該者を本

学大学院において大学院における教育を受けるにふさわしい学力があると認め

た者  

八 本学大学院において、個別の入学資格審査により、大学（医学、歯学、薬学

（修業年限が６年のものに限る。）又は獣医学を履修する課程を含むものに限

る。）を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、24歳に達した者  

九 大学（医学、歯学、薬学（修業年限が６年のものに限る。）又は獣医学）に

４年以上在学し、本学大学院において、所定の単位を優れた成績をもって修得

したものと認めた者  

十 外国において学校教育における16年の課程（最終の課程は医学、歯学、薬学

又は獣医学）を修了し、本学大学院において、所定の単位を優れた成績をもっ

て修得したものと認めた者  

十一 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修するこ

とにより当該外国の学校教育における16年の課程（最終の課程は医学、歯学、

薬学又は獣医学）を修了し、本学大学院において、所定の単位を優れた成績を

もって修得したものと認めた者  

十二 我が国において、外国の大学の課程（その修了者が当該外国の学校教育に

おける16年の課程（最終の課程は、医学、歯学、薬学又は獣医学）を修了した

とされるものに限る。）を有するものとして当該外国の学校教育制度において

位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課

程を修了し、本学大学院において、所定の単位を優れた成績をもって修得した
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ものと認めた者  

（医学又は歯学を履修する博士課程のうち国際連携専攻の入学資格）  

第１６条 医学又は歯学を履修する博士課程国際連携専攻（以下「博士課程国際連

携専攻」という。）に入学することのできる者は、前条各号のいずれかに該当し、

かつ、共同で教育課程を編成した外国の大学院（以下「国際連携大学」という。）

の入学資格を満たす者とする。  

（進学）  

第１７条 学院の修士課程又は専門職学位課程を修了して、引き続き学院の博士後

期課程に進学（志願する学院又は系が、修士課程又は専門職学位課程における学

院又は系若しくは技術経営専門職学位課程と異なる場合も含む。）することを願

い出た者に対しては、選考の上、進学を許可する。  

２ 医歯学総合研究科の修士課程を修了して、引き続き医歯学総合研究科の医学又

は歯学を履修する博士課程である医歯学専攻又は後期３年博士課程である生命理

工医療科学専攻に進学することを願い出た者に対しては、選考の上、進学を許可

する。  

（入学の時期）  

第１８条 入学の時期は、学期の始めとする。  

（入学志願の手続）  

第１９条 入学志願者は、入学願書に所定の書類と別に定める検定料を添えて、願

い出なければならない。  

２ 前項の検定料は、別に定めるところにより、免除することがある。  

３ 一度納付した検定料は、別に定めがある場合を除き返還しない。  

４ 入学志願の時期は、その都度決定して公告する。  

（入学者選考）  

第２０条 入学志願者に対しては、学力その他に基づき選考の上、入学者を決定す

る。  

２ 前項の入学者選考の方法、期日等については、その都度決定して公告する。  

３ 入学者選考に関し必要な事項は、別に定める。  

（再入学）  

第２１条 本学大学院を修了した者又は第27条の規定により退学した者が再び入学

を願い出たときは、前条の規定にかかわらず、収容定員に余裕がある場合に限り、

別に定めるところにより、選考の上、入学を許可することがある。  

（転入学）  

第２２条 他の大学の大学院に在学している者で、本学大学院に転入学を願い出る

者があるときは、収容定員に余裕がある場合に限り、別に定めるところにより、

学力その他に基づき選考の上、入学を許可することがある。  

第２３条 削除  

（誓約書）  

第２４条 入学を許可された者は、所定の誓約書を提出し、これに記載された事項

を守らなければならない。  
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第３章 休学、留学、退学、転学並びに転学院及び転系等  

（休学）  

第２５条 傷病その他やむをえない理由のため一定期間以上学修することができな

いときは、許可を受けて休学することができる。  

２ 傷病のため学修することが不適当と認められる学生及び行方不明の学生に対し

ては、休学を命ずることがある。  

３ 休学した期間は、在学期間に算入しない。  

４ 休学に関し必要な事項は、別に定める。  

（留学）  

第２６条 外国の大学又はこれに相当する高等教育機関等に留学しようとするとき

は、願い出て留学することができる。  

２ 留学した期間は、在学期間に算入する。  

３ 留学に関し必要な事項は、別に定める。  

（願いによる退学）  

第２７条 傷病その他やむをえない事情があるときは、願い出て退学することがで

きる。  

（転学）  

第２８条 他の大学の大学院に転学しようとするときは、あらかじめ許可を受けな

ければならない。  

（転学院、転系及びコースの変更並びに転専攻）  

第２９条 学院に所属する者のうち、転学院若しくは転系（技術経営専門職学位課

程を含む。）又は選択するコースの変更を志願するものについては、別に定める

ところにより、許可することがある。  

２ 研究科に所属する者のうち、転専攻を志願するものについては、別に定めると

ころにより、許可することがある。  

（教育研究分野の変更）  

第３０条 研究科に所属する者が教育研究分野の変更を願い出たときは、やむを得

ない理由があると研究科長が判断した場合に限り、変更を許可することがある。  

第４章 授業科目、単位数及び履修方法等  

（授業科目、単位数及び履修方法等）  

第３１条 本学大学院の教育上の目的を達成するために必要な授業科目、単位数及

び履修方法等については、別に定める。  

（教育方法）  

第３２条 本学大学院の教育は、授業科目の授業及び学位論文の作成等に対する指

導（以下「研究指導」という。）によって行う。  

２ 前項に定めるもののほか、専門職学位課程の教育は、専攻分野に応じ体系的か

つ実践的な教育課程を編成し、第５条第３項に規定する目的を達成するために適

切な方法によって行う。  

（教育方法の特例）  

第３３条 本学大学院において教育上特別の必要があると認められる場合には、夜
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間その他特定の時間又は時期において授業又は研究指導を行う等の適切な方法に

より教育を行うことができる。  

（研究指導委託）  

第３４条 学生が国内外の他の大学院、研究所又は高度の水準を有する病院（以下

「他の大学院等」という。）において研究指導を受けることが教育上有益である

と本学大学院において認めるときは、別に定めるところにより、あらかじめ、当

該他の大学院等と協議の上、学生が当該他の大学院等において研究指導の一部を

受けることを認めることがある。ただし、修士課程の学生にあっては、その期間

は１年を超えないものとする。  

（授業の方法）  

第３５条 授業は、講義、演習、実験、実習若しくは実技のいずれかにより又はこ

れらの方法の併用により行う。  

２ 前項の授業は、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外

の場所で履修させることができる。ただし、専門職学位課程においては、十分な

教育効果が得られる専攻分野に関して、当該効果が認められる授業について、こ

れを行うことができるものとする。  

３ 第１項の授業は、外国において履修させることができる。前項の規定により、

多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室以外の場所で履修させる

場合についても、同様とする。  

４ 第１項の授業及び研究指導の一部を、本学の校舎及び附属施設以外の場所で行

うことができる。  

５ 前各項に定めるもののほか、専門職学位課程においては、その目的を達成し得

る実践的な教育を行うことができるよう専攻分野に応じ事例研究、現地調査又は、

双方向若しくは多方向に行われる討論若しくは質疑応答その他の適切な方法によ

り授業を行う等適切に配慮しなければならない。  

６ 授業の方法に関し必要な事項は、別に定める。  

（成績評価基準等の明示等）  

第３６条 本学大学院においては、学生に対して、授業及び研究指導の方法及び内

容並びに１年間の授業及び研究指導の計画をあらかじめ明示するものとする。  

２ 本学大学院においては、学修の成果及び学位論文に係る評価並びに修了の認定

に当たっては、客観性及び厳格性を確保するため、学生に対してその基準をあら

かじめ明示するとともに、当該基準に従って適切に行うものとする。  

（教育内容等の改善のための組織的な研修等）  

第３７条 本学大学院においては、学生に対する教育の充実を図るため、授業及び

研究指導の内容及び方法の改善を図るための組織的な研修及び研究を実施するも

のとする。  

（学院に置く教育プログラム等及び研究科に置くコース等）  

第３８条 本学大学院に、学院における修士課程及び博士後期課程の一貫教育プロ

グラムとして、次の教育課程を置く。  

リーダーシップ教育課程  
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グローバルリーダー教育課程  

環境エネルギー協創教育課程  

情報生命博士教育課程  

物質・情報卓越教育課程  

超スマート社会卓越教育課程  

エネルギー・情報卓越教育課程  

２ 前項の教育課程に関し必要な事項は、別に定める。  

３ 本学大学院に、学院と清華大学が共同して実施する大学院の合同プログラム（以

下「清華大学との大学院合同プログラム」という。）を置く。  

４ 医歯学総合研究科に、履修上の区分として、次のコース又はプログラムを置く。  

先制医療学コース  

先制医歯理工学コース  

臨床疫学プログラム  

５ 保健衛生学研究科看護先進科学専攻に、履修上の区分として、災害看護グロー

バルリーダー養成コースを置く。  

第５章 履修の認定及び学位等  

（授業科目の履修の認定）  

第３９条 授業科目の履修の認定については、別に定める。  

（他の研究科における研究指導）  

第４０条 本学大学院の研究科において教育上有益と認めるときは、学生が本学大

学院の他の研究科において研究指導の一部を受けることを認めることがある。  

（他の大学院における授業科目の履修等）  

第４１条 本学大学院において教育上有益と認めるときは、学生が他の大学の大学

院において履修した授業科目について修得した単位を、15単位（区分制博士課程

にあっては、修士課程及び博士後期課程を通じて15単位）を超えない範囲で本学

大学院における授業科目の履修により修得したものとして認定することができる。 

２ 前項の規定は、学生が、第25条の規定により休学し、当該休学期間中に外国の

大学において授業科目を履修する場合、第26条の規定により外国の大学に留学す

る場合、外国の大学等が行う通信教育における授業科目を我が国において履修す

る場合及び外国の大学等の教育課程を有するものとして当該外国の学校教育制度

において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの

当該教育課程における授業科目を我が国において履修する場合について準用する。 

（入学前の既修得単位の認定）  

第４２条 本学大学院において教育上有益と認めるときは、学生が本学大学院に入

学する前に大学院において履修した授業科目について修得した単位（大学院設置

基準第15条において準用する大学設置基準（昭和31年文部省令第28号）第31条第

１項に規定する科目等履修生及び同条第２項に規定する特別の課程の履修（いわ

ゆる履修証明プログラムをいう。）により修得した単位を含む。）を、本学大学

院における授業科目の履修により修得したものとして認定することができる。  

２ 前項の規定により本学大学院（専門職学位課程を除く。以下この項において同
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じ。）において認定することができる単位数は、編入学及び転入学の場合を除き、

本学大学院において修得した単位以外のものについては、15単位を超えないもの

とし、かつ、前条第１項（同条第２項において準用する場合を含む。）の規定に

より本学大学院において修得したものとして認定する単位数と合わせて20単位を

超えないものとする。  

３ 第１項の規定により専門職学位課程において認定することができる単位数は、

転入学の場合を除き、当該課程において修得した単位以外のものについては、前

条第１項（同条第２項において準用する場合を含む。）の規定により本学専門職

学位課程において修得したものとして認定する単位数と合わせて15単位を超えな

いものとする。ただし、別に定めがある場合はこの限りでない。  

（修士課程修了の要件）  

第４３条 修士課程の修了の要件は、当該課程に２年（清華大学との大学院合同プ

ログラムを履修する者にあっては２年６月、第４条第９項第１号に規定する医療

管理学コースを履修する者にあっては１年）以上在学し、所定の授業科目につい

て30単位以上修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、修士論文の審査及び最

終試験に合格することとする。ただし、在学期間に関しては、優れた研究業績を

上げた者については、１年以上在学すれば足りるものとする。  

２ 前項の場合において、学院又は研究科が修士課程の目的に応じ適当と認めると

きは、特定の課題についての研究の成果の審査をもって修士論文の審査に代える

ことができる。  

３ 第１項の規定にかかわらず、学院に所属する者の在学期間に関しては、前条の

規定により当該学院の修士課程に入学する前に修得した単位（学教法第102条第１

項の規定により入学資格を有した後、修得したものに限る。）を当該課程におい

て修得したものとして認定する場合であって、当該単位の修得により当該課程の

教育課程の一部を履修したと教授会が認めるときは、当該単位数、その修得に要

した期間その他を勘案して１年を超えない範囲で当該課程に在学したものとみな

すことができる。ただし、この場合においても、当該課程に少なくとも１年以上

在学するものとする。  

（学院の博士課程修了の要件）  

第４４条 区分制博士課程の修了の要件は、本学大学院の学院に５年（修士課程又

は専門職学位課程に２年以上在学し、当該課程を修了した者にあっては、当該課

程における２年の在学期間を含む。）以上在学し、所定の授業科目について54単

位以上（博士後期課程における24単位以上の修得単位を含む。）修得し、かつ、

必要な研究指導を受けた上、博士論文の審査及び最終試験に合格することとする。

ただし、在学期間に関しては、優れた研究業績を上げた者については、３年（修

士課程又は専門職学位課程に２年以上在学し、当該課程を修了した者にあっては、

当該課程における２年の在学期間を含む。）以上在学すれば足りるものとする。  

２ 前条第１項ただし書の規定による在学期間をもって修士課程を修了した者の区

分制博士課程の修了の要件については、前項中「５年（修士課程又は専門職学位

課程に２年以上在学し、当該課程を修了した者にあっては、当該課程における２
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年の在学期間を含む。）」とあるのは「修士課程における在学期間に３年を加え

た期間」と、「３年（修士課程又は専門職学位課程に２年以上在学し、当該課程

を修了した者にあっては、当該課程における２年の在学期間を含む。）」とある

のは「３年（修士課程における在学期間を含む。）」と読み替えて、同項の規定

を適用する。  

３ 前２項の規定にかかわらず、第14条各号のいずれかに該当する者（第17条に規

定する進学を許可された者を除く。）が、博士後期課程に入学した場合の区分制

博士課程の修了の要件は、当該課程に３年以上在学し、所定の授業科目について

24単位以上修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、博士論文の審査及び最終

試験に合格することとする。ただし、在学期間に関しては、優れた研究業績を上

げた者については、１年（２年未満の在学期間をもって修士課程を修了した者に

あっては、当該在学期間を含めて３年）以上在学すれば足りるものとする。  

４ 第１項ただし書及び前項ただし書の規定による在学期間をもって修了する場合

の修了の要件としての修得すべき単位数は、別に定める。  

（研究科の博士課程修了の要件）  

第４５条 博士課程医歯学専攻の修了の要件は、当該専攻に４年以上在学し、所定

の授業科目について30単位以上修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、博士

論文の審査及び最終試験に合格することとする。ただし、在学期間に関しては、

優れた研究業績を上げた者については、３年以上在学すれば足りるものとする。  

２ 博士課程国際連携専攻の修了の要件は、当該専攻に第６条第１項に定める標準

修業年限以上在学し、研究科が定めた所定の単位を修得し、かつ、必要な研究指

導を受けた上、博士論文の審査及び最終試験に合格することとする。ただし、修

了に必要な単位数には、第41条及び第42条の規定により修得したものとみなす単

位を含まないものとする。  

３ 後期３年博士課程の修了の要件は、当該課程に３年以上在学し、所定の授業科

目について20単位以上修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、博士論文の審

査及び最終試験に合格することとする。ただし、在学期間に関しては、優れた研

究業績を上げた者については、１年（２年未満の在学期間をもって修士課程を修

了した者にあっては、当該在学期間を含めて３年）以上在学すれば足りるものと

する。  

（専門職学位課程修了の要件）  

第４６条 専門職学位課程の修了の要件は、当該課程に２年以上在学し、所定の授

業科目について40単位以上の修得その他の教育課程の履修により課程を修了する

こととする。  

２ 前項の規定にかかわらず、在学期間に関しては、第42条の規定により専門職学

位課程に入学する前に修得した単位（学教法第102条第１項の規定により入学資格

を有した後、修得したものに限る。）を当該課程において修得したものとして認

定する場合であって、当該単位の修得により当該課程の教育課程の一部を履修し

たと教授会が認めるときは、当該単位数、その修得に要した期間その他を勘案し

て１年を超えない範囲で当該課程に在学したものとみなすことができる。  
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（学位）  

第４７条 本学大学院を修了した者には、別表２の区分により学位を授与する。  

２ 前項に定めるもののほか、学院においては、学際領域等の分野を専攻した者で、

当該学院が適当と認めるときは、学位に付記する専攻分野の名称を学術とするこ

とができる。  

（学位の授与）  

第４８条 学位の授与については、東京科学大学学位規程（令和６年規程第91号）

による。  

（教育職員免許状）  

第４９条 学院において教育職員免許法（昭和24年法律第147号）及び教育職員免

許法施行規則（昭和29年文部省令第26号）に規定する所定の単位を修得した者が

取得できる教育職員免許状の種類及び免許教科は、別表３のとおりとする。  

第６章 入学料及び授業料  

（入学料）  

第５０条 入学、再入学、転入学及び編入学の選考に合格した者で入学のため所要

の手続をとろうとする者は、所定の期日までに別に定める入学料を納付しなけれ

ばならない。ただし、第55条の規定により入学料の免除又は徴収猶予を申請した

者については、免除又は徴収猶予を許可し、又は不許可とするまでの間、入学料

の徴収を猶予する。  

（授業料）  

第５１条 授業料の額は、別に定めるところによるものとし、各年度に係る授業料

について、次の区分で納付しなければならない。この場合において、それぞれの

学期において納付する額は、年額の２分の１に相当する額とする。  

納付区分  納期  

前期分  5月31日まで  

後期分  11月30日まで  

２ 前項の規定にかかわらず、学生の申出があったときは、前期分の授業料を徴収

するときに、当該年度の後期分の授業料を併せて徴収するものとする。  

３ 前２項の規定にかかわらず、研究科の入学を許可される者の申出があったとき

は、入学年度の前期分又は前期分及び後期分の授業料を、入学を許可するときに

併せて徴収するものとする。  

（既納の入学料及び授業料）  

第５２条 一度納付した入学料及び授業料は返還しない。  

（休学者及び復学者の授業料）  

第５３条 学生が休学を許可され、又は命ぜられ、次の各号のいずれかに該当する

場合は、月割（前期の最終月は９月１日から前期の最終日まで、後期の初月は後

期の開始日から10月末日までとみなす。以下同じ。）により、休学当月の翌月（休

学の開始日が月の初日である場合にあっては、休学当月）から復学当月の前月ま

での授業料を免除する。  
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一 第51条第１項に規定する授業料の納期までに休学を願い出た場合  

二 第55条の規定により、授業料の徴収猶予の許可を受けている場合  

２ 前項の規定により、授業料の免除を受けた学生が、第51条第１項に規定する授

業料の納期より後に復学した場合にあっては、復学当月から当該学期末までに係

る授業料を、直ちに納付しなければならない。  

（退学者等の授業料）  

第５４条 退学又は除籍の場合であっても、その学期に属する分の授業料は、納付

しなければならない。ただし、学生が退学を許可され、次の各号のいずれかに該

当する場合は、月割により、退学当月の翌月以降の授業料を免除する。  

一 第51条第１項に規定する授業料の納期までに退学を願い出た場合  

二 次条の規定により、授業料の徴収猶予の許可を受けている場合  

２ 停学を命ぜられた場合であっても、その期間中の授業料は、納付しなければな

らない。  

３ 前２項の規定にかかわらず、第59条第７号に規定する死亡による除籍となった

者その他別に定める者の除籍日の属する学期の未納の授業料は、全額を免除する

ことがある。  

（入学料及び授業料の免除又は徴収猶予）  

第５５条 入学料及び授業料は、別に定める基準により、免除又は徴収猶予するこ

とができる。  

（授業料返還の特例）  

第５６条 第52条の規定にかかわらず、第51条第３項の規定に基づき授業料を納付

した者が、入学年度の前年度の３月31日までに入学を辞退した場合には、納付し

た者の申出により、当該授業料を返還する。  

２ 第52条の規定にかかわらず、授業料を納付した者において、当該授業料に係る

期間に、休学した者については、月割により、休学当月の翌月（休学の開始日が

月の初日である場合にあっては、休学当月）から復学当月の前月までの授業料を、

修了、退学又は除籍により在籍しなくなった者については、月割により、修了日、

退学日又は除籍日の属する月の翌月以降の授業料を返還する。  

第７章 表彰及び懲戒並びに除籍  

（表彰）  

第５７条 学生に表彰に値する行為があったときは、表彰することがある。  

２ 表彰に関し必要な事項は、別に定める。  

（懲戒）  

第５８条 学生が法令若しくは本学の規則に違反し、又は学生としての本分に反す

る行為を行ったときは、懲戒する。  

２ 懲戒は、退学、停学及び訓告とする。  

３ 懲戒に関し必要な事項は、別に定める。  

（除籍）  

第５９条 次の各号のいずれかに該当する者は、除籍する。  

一 学力劣等で成業の見込みがないと認められるとき。  
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二 在学期間が第８条に定める在学年限（研究科の学生については、同条第２項

ただし書きにより学長が在学を許可した期間）を超えるとき  

三 休学期間が第25条第４項に基づき別に定める期間を超えるとき。  

四 入学料の免除若しくは徴収猶予を許可されなかった者又は半額免除若しくは

徴収猶予を許可された者が、納付すべき入学料を所定の期日までに納付しなか

ったとき。  

五 授業料の納付を怠り、督促しても、なお、納付しなかったとき。  

六 第25条第２項の規定により休学を命ぜられた行方不明の学生が、別に定める

休学期間を経過しても復学できないとき。  

七 死亡したとき。  

第８章 科目等履修生等  

（科目等履修生）  

第６０条 本学大学院の学生以外の者で、本学大学院が開設する授業科目のうち一

又は複数の授業科目を履修することを願い出る者があるときは、選考の上、科目

等履修生として入学を許可することがある。  

２ 科目等履修生に関し必要な事項は、別に定める。  

（大学院研究生）  

第６１条 本学大学院において特定の事項について研究することを願い出る者があ

るときは、本学が適当と認め、かつ、支障のない場合に限り、大学院研究生とし

て入学を許可することがある。  

２ 大学院研究生に関し必要な事項は、別に定める。  

（特別聴講学生）  

第６２条 他の大学との協定に基づき、国内の他の大学の大学院の学生で本学大学

院が開設する授業科目を履修することを願い出る者があるときは、特別聴講学生

として入学を許可することがある。  

２ 特別聴講学生に関し必要な事項は、別に定める。  

（特別研究学生）  

第６３条 国内の他の大学の大学院の学生で、本学の学院及び研究科において研究

指導を受けることを志願する者があるときは、当該他の大学の大学院と協議して

定めるところにより、特別研究学生として入学を許可することがある。  

２ 特別研究学生に関し必要な事項は、別に定める。  

（海外交流学生）  

第６４条 本学と外国の大学との学術交流協定等に基づき、本学の教員の下で教育

研究指導を受けることについて当該大学の学部学生及び大学院学生から志願があ

る場合には、海外交流学生として入学を許可することがある。  

２ 海外交流学生に関し必要な事項は、別に定める。  

（海外訪問学生）  

第６５条 本学と外国の大学との相互了解に基づき、本学の教員の下で教育研究指

導を受けることについて当該大学の学部学生及び大学院学生から志願がある場合

には、本学において教育研究上有益と認められ、支障のない場合に限り、海外訪
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問学生として入学を許可することがある。  

２ 海外訪問学生に関し必要な事項は、別に定める。  

（短期交流学生）  

第６６条 国内の他の大学院等の学生で、本学と国内の他の大学院等との間におけ

る学術交流のため、当該他の大学院等の授業科目（別に定めるものを除く。）の

一環として本学の教員から指導又は助言を受けることを志願する者があるときは、

支障のない場合に限り、短期交流学生として入学を許可することがある。  

２ 短期交流学生に関し必要な事項は、別に定める。  

第９章 寄宿舎  

第６７条 本学に、寄宿舎を置く。  

２ 寄宿舎に関し必要な事項は、別に定める。  

第１０章 国際連携専攻の特例  

（協議及び措置）  

第６８条 本学大学院に国際連携専攻を設けるときは、国際連携大学と連携した教

育課程（以下「国際連携教育課程」という。）を編成し円滑に実施するため、協

議の場に関する事項を別に定める。  

２ 前項の規定による協議の場は、学長又は学長が指名した者により構成する。  

３ 学長は、博士課程国際連携専攻の維持に関し相手国の状況（天災、騒乱等）に

より正常な運営を行うことができないと判断した場合には、国際連携大学の長と

協議の上、運営に関し緊急に講ずべき措置について決定する。  

（共同開設科目）  

第６９条 博士課程国際連携専攻は、国際連携大学と共同して授業科目（以下「共

同開設科目」という。）を開設することができる。  

２ 前項の共同開設科目を開設した場合、当該国際連携専攻の学生が当該共同開設

科目の履修により修得した単位は、５単位を超えない範囲で当該国際連携専攻又

は国際連携大学のいずれかにおいて修得した単位とすることができる。ただし、

国際連携大学において修得した単位数が第72条の規定により国際連携大学におい

て修得することとされている単位数に満たない場合は、共同開設科目の履修によ

り修得した単位を国際連携大学において修得した単位数とすることはできない。  

（国際連携教育課程の単位認定）  

第７０条 博士課程国際連携専攻は、国際連携大学において履修した国際連携教育

課程に係る授業科目について修得した単位を、当該国際連携教育課程に係る授業

科目の履修により修得したものとみなす。  

（国際連携専攻の研究指導）  

第７１条 博士課程国際連携専攻は、学生が国際連携大学において受けた国際連携

教育課程に係る研究指導を、当該国際連携教育課程に係るものとみなす。  

（国際連携専攻の修了要件）  

第７２条 博士課程国際連携専攻の修了要件は、第45条第２項に定めるもののほか、

国際連携専攻において国際連携教育課程に係る授業科目の履修により15単位以上

を修得するとともに、それぞれの国際連携大学において当該国際連携教育課程に
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係る授業科目の履修により10単位以上修得する。  

（国際連携専攻の転学、科目等履修生及び大学院研究生に係る規定の適用除外）  

第７３条 博士課程国際連携専攻については、第28条、第60条及び第61条の規定は

適用しない。  

附 則  

１ この学則は、令和６年10月１日から施行する。  

２ 次に掲げる学則は、廃止する。  

一 東京工業大学大学院学則（平成23年学則第４号）  

二 東京医科歯科大学大学院学則（平成16年規程第５号）  

３ 第２条第２項及び別表１に定める専攻のほか、次表に掲げる研究科に、同表に

定める専攻を置く。  

研究科  専攻  課程  

医歯学総合研究科  医歯学系専攻  医学又は歯学を履修する博

士課程  

保健衛生学研究科  共同災害看護学専攻（※） 一貫制博士課程  

（※）共同災害看護学専攻は、大学院設置基準第31条に定める共同教育課程を編

成する専攻である。  

４ 令和６年度における保健衛生学研究科共同災害看護学専攻の収容定員は、２人

（構成大学全体の収容定員は10人）とする。  

５ 第３項に定める専攻（以下「旧専攻」という。）は、この学則の施行の日（以

下「施行日」という。）前に東京医科歯科大学（保健衛生学研究科共同災害看護

学専攻については、当該専攻の構成大学）に入学し、施行日において引き続き当

該旧専攻に在学する者が当該旧専攻に在学しなくなるまでの間、存続するものと

する。  

６ この学則第８章に定めるもののほか、当分の間、社会環境的な要因により、在

籍している外国の大学での継続的な学修が困難となった者又は在籍予定の外国の

大学での学修が困難となった者については、東京科学大学学則附則第６項及び大

学院学則附則第６項に基づく海外特例学生に関する暫定取扱規程（令和７年規程

第71号）の規定に基づき、海外特例学生として入学を許可することがある。  

附 則（令7.3.7学１）  

１ この学則は、令和７年４月１日から施行する。  

２ ライフエンジニアリングコースは、令和７年３月31日に当該コースを選択する

者（令和７年４月１日以降に再入学及び転入学する者並びに選択するコースを変

更する者であって、当該コースを選択する者を含む。以下「在学生」という。）

が在学生でなくなる日までの間、存続するものとし、在学生については、改正前

の東京科学大学大学院学則別表１及び別表２の規定は、なおその効力を有する。  

附 則（令7.7.4学４）  

この学則は、令和７年７月４日から施行する。  

73



附 則（令7.11.5学６）  

１ この学則は、令和８年４月１日から施行する。  

２ 保健衛生学研究科看護先進科学専攻に置く一貫制博士課程（以下「旧課程」と

いう。）は、令和８年３月31日に旧課程に在学する者（令和８年４月１日以降に

旧課程に再入学、転入学及び編入学する者を含む。この項において「在学生」と

いう。）が旧課程に在学しなくなる日までの間、存続するものとし、在学生につ

いては、改正前の東京科学大学大学院学則第３条、第６条、第13条、第23条、第

45条、第47条、別表１及び別表２の規定は、なおその効力を有する。  

３ 修士課程及び一貫制博士課程の収容定員のうち、保健衛生学研究科の人数及び

研究科の合計の人数については、改正後の東京科学大学大学院学則別表１の規定

にかかわらず、令和８年度から令和11年度までの間、次表のとおりとする。  

  令和8年度  令和9年度  令和10年度  令和11年度  

修士課

程  

保健衛生学研究科  19 38 38 38 

合計  276 295 295 295 

一貫制

博士課

程  

保健衛生学研究科  52 39 26 13 

合計  52 39 26 13 

別表１（第２条及び第４条関係）  

(1) 学院  

学院  系・コース  区分制博士課程  専門職学位課

程  
修士課程  博士後期課程  

入学

定員  

収容

定員  

入学

定員  

収容定

員  

入学

定員  

収容定

員  

理学院  数学系  

数学コース  

物理学系  

物理学コース  

物質・情報卓越コース

（博士後期課程のみ）

※  

化学系  

化学コース  

エネルギー・情報コー

ス※  

物質・情報卓越コース

（博士後期課程のみ）

※  

154 308 52 156 ―  ―  
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地球惑星科学系  

地球惑星科学コース  

地球生命コース※  

工学院  機械系  

機械コース  

エネルギー・情報コー

ス※  

エンジニアリングデザ

インコース※  

人間医療科学技術コー

ス※  

原子核工学コース※  

システム制御系  

システム制御コース  

エンジニアリングデザ

インコース※  

人間医療科学技術コー

ス※  

電気電子系  

電気電子コース  

エネルギー・情報コー

ス※  

人間医療科学技術コー

ス※  

原子核工学コース※  

物質・情報卓越コース

（博士後期課程のみ）

※  

情報通信系  

情報通信コース  

エンジニアリングデザ

インコース※  

人間医療科学技術コー

ス※  

経営工学系  

経営工学コース  

エンジニアリングデザ

インコース※  

477 954 169 507 ―  ―  

物質理 材料系  347 694 129 387 ―  ―  
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工学院  材料コース  

エネルギー・情報コー

ス※  

人間医療科学技術コー

ス※  

原子核工学コース※  

物質・情報卓越コース

（博士後期課程のみ）

※  

応用化学系  

応用化学コース  

エネルギー・情報コー

ス※  

人間医療科学技術コー

ス※  

原子核工学コース※  

地球生命コース※  

物質・情報卓越コース

（博士後期課程のみ）

※  

情報理

工学院  

数理・計算科学系  

数理・計算科学コース  

知能情報コース※  

情報工学系  

情報工学コース  

知能情報コース※  

人間医療科学技術コー

ス※  

エネルギー・情報コー

ス※  

物質・情報卓越コース

（博士後期課程のみ）

※  

135 270 50 150 ―  ―  

生命理

工学院  

生命理工学系  

生命理工学コース  

人間医療科学技術コー

ス※  

地球生命コース※  

物質・情報卓越コース

168 336 52 156 ―  ―  
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（博士後期課程のみ）

※  

環境・

社会理

工学院  

建築学系  

建築学コース  

都市・環境学コース※  

エンジニアリングデザ

インコース※  

土木・環境工学系  

土木工学コース  

都市・環境学コース※  

エンジニアリングデザ

インコース※  

融合理工学系  

地球環境共創コース  

エネルギー・情報コー

ス※  

エンジニアリングデザ

インコース※  

原子核工学コース※  

物質・情報卓越コース

（博士後期課程のみ）

※  

社会・人間科学系  

社会・人間科学コース  

イノベーション科学系  

イノベーション科学コ

ース（博士後期課程の

み）  

人間医療科学技術コー

ス（博士後期課程のみ）

※  

263 526 115 345 ―  ―  

環境・

社会理

工学院  

技術経営専門職学位課

程  

―  ―  ―  ―  40 80 

合計  1,544 3,088 567 1,701 40 80 

備考：※印は、第4条第5項に規定する複合系コースを示す。  

(2) 研究科  

研究科  専攻・コース  修士課程  医学又は歯学 後期3年博士課
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を履修する博

士課程  

程  

入学定

員  

収容定

員  

入学定

員  

収容定

員  

入学定

員  

収容定

員  

医歯学

総合研

究科  

医歯理工保健学専攻  131 257 ―  ―  ―  ―  

医療管理政策学コー

ス  
  

（医療管理学コース） (5) (5) 

（医療政策学コース） (10) (20) 

グローバルヘルスリ

ーダー養成コース  
(9) (18) 

医歯学専攻  ―  ―  181 724 ―  ―  

東京科学大学・チリ大学

国際連携医学系専攻

（＊）  

―  ―  3 15 ―  ―  

東京科学大学・チュラロ

ンコーン大学国際連携

歯学系専攻  

（＊）  

―  ―  3 15 ―  ―  

東京科学大学・マヒドン

大学国際連携医学系専

攻（＊）  

―  ―  3 12 ―  ―  

生命理工医療科学専攻  ―  ―  ―  ―  25 75 

保健衛

生学研

究科  

看護先進科学専攻  19 38 ―  ―  ―  ―  

合計  150 295 190 766 25 75 

備考：  

・＊印は、第2条第3項に規定する国際連携専攻を示す。  

・括弧内の数字は、医療管理政策学コース及びグローバルヘルスリーダー養成コ

ースに係る定員の数を内数で示す。  

別表２（第47条関係）  

(1) 修士及び博士  

学院又は 系・コース又は専攻  授与する学位（専攻分野）  
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研究科  修士  博士  

理学院  数学系    

数学コース  修士（理学）  博士（理学）  

物理学系    

物理学コース  〃  〃  

物質・情報卓越コース※  ――――――――

―  

〃  

化学系    

化学コース  修士（理学）  〃  

エネルギー・情報コース※  〃  〃  

物質・情報卓越コース※  ――――――――

―  

〃  

地球惑星科学系    

地球惑星科学コース  修士（理学）  〃  

地球生命コース※  〃  〃  

工学院  機械系    

機械コース  修士（理学）又は修

士（工学）  

博士（理学）又は博

士（工学）  

エネルギー・情報コース※  〃  〃  

エンジニアリングデザイ

ンコース※  

〃  〃  

人間医療科学技術コース

※  

〃  〃  

原子核工学コース※  〃  〃  

システム制御系    

システム制御コース  〃  〃  

エンジニアリングデザイ

ンコース※  

〃  〃  

人間医療科学技術コース

※  

〃  〃  

電気電子系    
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電気電子コース  〃  〃  

エネルギー・情報コース※  〃  〃  

人間医療科学技術コース

※  

〃  〃  

原子核工学コース※  〃  〃  

物質・情報卓越コース※  ――――――――

―  

〃  

情報通信系    

情報通信コース  修士（理学）又は修

士（工学）  

〃  

エンジニアリングデザイ

ンコース※  

〃  〃  

人間医療科学技術コース

※  

〃  〃  

経営工学系    

経営工学コース  〃  〃  

エンジニアリングデザイ

ンコース※  

〃  〃  

物質理工

学院  

材料系    

材料コース  修士（理学）又は修

士（工学）  

博士（理学）又は博

士（工学）  

エネルギー・情報コース※  〃  〃  

人間医療科学技術コース

※  

〃  〃  

原子核工学コース※  〃  〃  

物質・情報卓越コース※  ――――――――

―  

〃  

応用化学系    

応用化学コース  修士（理学）又は修

士（工学）  

〃  

エネルギー・情報コース※  〃  〃  

人間医療科学技術コース 〃  〃  
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※  

原子核工学コース※  〃  〃  

地球生命コース※  〃  〃  

物質・情報卓越コース※  ――――――――

―  

〃  

情報理工

学院  

数理・計算科学系    

数理・計算科学コース  修士（理学）  博士（理学）  

知能情報コース※  〃  〃  

情報工学系    

情報工学コース  修士（理学）又は修

士（工学）  

博士（理学）又は博

士（工学）  

知能情報コース※  〃  〃  

人間医療科学技術コース

※  

〃  〃  

エネルギー・情報コース※  〃  〃  

物質・情報卓越コース※  ――――――――

―  

〃  

生命理工

学院  

生命理工学系    

生命理工学コース  修士（理学）又は修

士（工学）  

博士（理学）又は博

士（工学）  

人間医療科学技術コース

※  

〃  〃  

地球生命コース※  〃  〃  

物質・情報卓越コース※  ――――――――

―  

〃  

環境・社会

理工学院  

建築学系    

建築学コース  修士（工学）  博士（工学）  

都市・環境学コース※  〃  〃  

エンジニアリングデザイ

ンコース※  

〃  〃  

土木・環境工学系    

土木工学コース  〃  〃  
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都市・環境学コース※  〃  〃  

エンジニアリングデザイ

ンコース※  

〃  〃  

融合理工学系    

地球環境共創コース  修士（理学）又は修

士（工学）  

博士（理学）又は博

士（工学）  

エネルギー・情報コース※  〃  〃  

エンジニアリングデザイ

ンコース※  

〃  〃  

原子核工学コース※  〃  〃  

物質・情報卓越コース※  ――――――――

―  

〃  

社会・人間科学系    

社会・人間科学コース  修士（理学）又は修

士（工学）  

〃  

イノベーション科学系    

イノベーション科学コー

ス  

――――――――

―  

博士（技術経営）又

は博士（工学）  

人間医療科学技術コース

※  

――――――――

―  

〃  

医歯学総

合研究科  

医歯理工保健学専攻（医療

管理政策学コース及びグロ

ーバルヘルスリーダー養成

コースを除く。）  

修士（医科学）、修

士（歯科学）、修士

（理学）、修士（工

学）、修士（保健学）

又は修士（口腔保健

学）  

――――――――

―  

医歯理工保健学専攻（医療

管理政策学コース）  

修士（医療管理学）

又は修士（医療政策

学）  

――――――――

―  

医歯理工保健学専攻（グロ

ーバルヘルスリーダー養成

コース）  

修士（グローバル健

康医学）  

――――――――

―  

医歯学専攻  ――――――――

―  

博士（医学）、博士

（歯学）、博士（数
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理医科学）又は博士

（学術）  

東京科学大学・チリ大学国

際連携医学系専攻（＊）  

――――――――

―  

博士（医学）  

東京科学大学・チュラロン

コーン大学国際連携歯学系

専攻（＊）  

――――――――

―  

博士（歯学）  

東京科学大学・マヒドン大

学国際連携医学系専攻（＊） 

――――――――

―  

博士（医学）  

生命理工医療科学専攻  ――――――――

―  

博士（理学）、博士

（工学）、博士（保

健学）又は博士（口

腔保健学）  

保健衛生

学研究科  

看護先進科学専攻  修士（看護学）  ――――――――

―  

※印は複合系コース  

＊印は第２条第３項に規定する国際連携専攻を示す。  

(2) 専門職学位  

学院  系・コース等  授与する学位（専攻分野）  

環境・社会理工学院  技術経営専門職学位課程  技術経営修士（専門職）  

別表３（第49条関係）  

学院  免許状の種類  免許教科  

理学院  中学校教諭専修免許状  数学、理科  

高等学校教諭専修免許状  数学、理科  

工学院  高等学校教諭専修免許状  情報、工業  

物質理工学院  中学校教諭専修免許状  理科  

高等学校教諭専修免許状  理科、工業  

情報理工学院  中学校教諭専修免許状  数学  

高等学校教諭専修免許状  数学、情報  

生命理工学院  中学校教諭専修免許状  理科  

高等学校教諭専修免許状  理科  

環境・社会理工学院  高等学校教諭専修免許状  工業  
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○東京科学大学大学院学修規程 

令和６年 10 月１日 

規程第 94 号 

（趣旨） 

第１条 東京科学大学大学院（以下「大学院」という。）の修士課程、博士課程

及び専門職学位課程における学修については、東京科学大学大学院学則（令和

６年学則第２号。以下「大学院学則」という。）に定めるもののほか、この規

程による。 

（研究指導） 

第２条 学院に所属する学生が大学院において教育を受けるためには、その所属

する系において選択したコース又は所属する技術経営専門職学位課程（以下

「コース等」という。）を担当する教員を指導教員としなければならない。 

２ 学修上の理由があるときは、許可を得て、指導教員を変更することができる。 

３ 研究科においては、研究指導を行うことができる教員を別に定める。 

（授業科目及び単位数等） 

第３条 大学院の授業科目及び単位数は、各学院若しくは各研究科（以下「各学

院等」という。）又は学長が認める教育課程の定めるところによる。 

２ 各学院等は、授業科目を必修科目、選択科目及び自由科目に分けて体系的に

編成するものとし、修了要件として修得を必要としている授業科目のほか、修

了要件に算入しない授業科目を置くことができる。 

３ 学院において必要と認める場合は、前項の授業科目のほか、選択必修科目を

設けて、体系的に編成することができる。 

４ 授業科目及び単位数等に関し必要な事項は、別に定める。 

（単位の計算方法及び授業期間） 

第４条 各授業科目の単位数は、１単位の授業科目を 45 時間の学修を必要とす

る内容をもって構成することを標準とし、授業の方法に応じ、当該授業による

教育効果、授業時間外に必要な学修等を考慮して、次の基準により計算するも

のとする。 

一 講義及び演習については、15 時間以上 30 時間以内の別に定める時間数の

授業をもって１単位とする。 

二 実験、実習、製図及び実技については、30 時間以上 45 時間以内の別に定

める時間数の授業をもって１単位とする。 

２ 各授業科目の授業は、各学院では、各クォーター（大学院学則第 10 条第２

項に基づき各学期を前半と後半に分けた期間をいう。）において８週にわたる

期間を単位として行うものとし、各研究科では、各学期において 10 週又は 15

週にわたる期間を単位として行うものとする。ただし、教育上の必要があり、

かつ、十分な教育効果をあげることができると認められる場合は、この限りで

ない。 

（履修申告及び再履修） 

第５条 学生は、所定の期間内に、履修申告を行うものとする。 
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２ 学生は、第７条第２項の規定により不合格となった授業科目を再履修するこ

とができる。 

３ 履修申告及び再履修に関し必要な事項は、別に定める。 

（履修申告の上限単位数） 

第６条 専門職学位課程の学生の履修申告は、各学期 22 単位を上限とする。た

だし、学院への入学時において次の各号のいずれかに該当すると見込まれる学

生にあっては、各学期 30 単位を上限とすることができる。 

一 大学院学則第６条第３項の規定により、標準修業年限を１年とされる者 

二 大学院学則第 46 条第２項の規定により、１年在学したものとみなされる    

 者 

２ 医歯学総合研究科の医学又は歯学を履修する博士課程の学生のうち、大学院

学則第７条に規定する長期履修学生の履修申告は、各年度 12 単位を上限とす

る。 

（授業科目の履修の認定及び学修の評価） 

第７条 授業科目の履修の認定は、授業の目的、形態又は内容に応じ、平常の学

修成果や試験等の評価により、総合的に行う。 

２ 前項の規定による評価は、100 点満点をもって表し、60 点以上を合格とす

る。ただし、点数をもって評価しがたい場合は、合格（到達目標を最低限達成

している。）及び不合格（到達目標を達成していない。）の評価をもってこれに

代えることがある。 

３ 前項の評価基準は、次の表のとおりとする。 

４ 第２項の評価により合格した者には、学期ごとに所定の単位を与える。なお、

既修得単位の取り消し及び成績の更新はできない。 

５ 学生は、第２項の評価の結果に疑義があるときは、別に定めるところにより、

成績の確認又は不服申立てを行うことができる。 

６ 前各項のほか、授業科目の履修の認定及び学修の評価に関し必要な事項は、

別に定める。 

 （学修の評価における Grade Point 制度） 

第８条 Grade Point（以下「GP」という。）とは、前条の学修の評価に基づき算

出される０又は 0.5 から 4.5 までの数値をいう。 

２ GP は、次の計算式により算出するものとする。ただし、学修の評価が 59 点

以下の授業科目については「0」とする。 

評価基準 評価 単位認定 

当該科目の到達目標を期待された水準を超えて達成し

た 
90～100 

合格 当該科目の到達目標を全て達成した 80～89 

当該科目の到達目標を概ね達成した 70～79 

当該科目の到達目標のうち最低限を達成した 60～69 

当該科目の到達目標を達成していない 0～59 不合格 
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GP=(学修の評価－55)／10 

３ Grade Point Average（以下「GPA」という。）は、個々の学生の学習到達度

を計る数値であって、履修申告した授業科目ごとの GP に単位数を乗じ、その

総和を履修申告した授業科目の単位数の総和で除して算出されるものをいう。 

４ Grade Point Total（以下「GPT」という。）とは、履修申告した授業科目ご

との GP に単位数を乗じ、その総和を特定の値で除して算出されるものをいう。 

５ 前各項のほか、GP、GPA 及び GPT に関し必要な事項は、別に定める。 

 （試験等） 

第９条 第７条第１項に定める試験等は、学院における期末試験及び独自に実施

する試験等並びに研究科における本試験、追試験及び再試験とする。 

２ 試験方法は、授業の目的、形態に応じ、授業担当教員が決定する。 

３ 本試験をやむを得ない理由により受けられなかった者については、別に定め

るところにより、追試験を行うことがある。 

４ 本試験又は追試験を受験し、第７条第２項の評価に合格しなかった者につい

ては、別に定めるところにより、再試験を行うことがある。 

５ 前各項のほか、試験等に関し必要な事項は、別に定める。 

（他の大学院における授業科目の履修等） 

第１０条 学生は、大学院学則第 41 条第１項の規定に基づき、他の大学の大学

院（次項において「他大学大学院」という。）の授業科目の履修を希望する場

合は、所定の書類により所定の期間内に、所属する学院の長又は研究科の長に

申請し、許可を受けなければならない。この場合において、学院に所属する学

生においては、所属する学院の長への申請に先立ち、当該授業科目の授業担当

教員の承認を得た上で、必要に応じて、指導教員及びコース主任又は技術経営

専門職学位課程主任の承認を得るものとする。 

２ 履修を許可された者は、授業に関する諸事項については、当該授業科目を開

設する他大学大学院の指示に従うものとする。 

３ 前項の授業科目を履修し単位を修得した場合は、所属する学院又は研究科の

判断により、修士課程、博士課程又は専門職学位課程いずれかの修了の要件の

単位として認める。 

（外国の大学における授業科目の履修等） 

第１１条 大学院学則第 41 条第２項の規定に基づき、外国の大学における授業

科目の履修等を希望する場合の取扱いについては、別に定める。 

（入学前の既修得単位の認定） 

第１２条 大学院学則第 42 条の規定による単位認定を願い出た学生がある場合

は、各学院等において教育上有益と認めるときは、認定することができる。 

（修士論文、博士論文及びプロジェクトレポートの審査等） 

第１３条 修士論文（大学院学則第 43 条第２項の規定による特定の課題につい

ての研究の成果を含む。）、博士論文及びプロジェクトレポートの審査等につい

ては、東京科学大学学位規程（令和６年規程第 91 号）、東京科学大学大学院の

学院における修士、博士及び修士（専門職）学位審査等取扱細則（令和６年細
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則 52 号）及び各学院等が定める関連内規等の定めるところによる。 

（修士課程、博士課程又は専門職学位課程における単位の修得） 

第１４条 大学院学則第 43 条から第 46 条までに規定する各課程の修了の要件

として定める単位の修得については、学院については東京科学大学大学院の学

院における学修に関する細則（令和６年細則第 50 号）に、研究科については

東京科学大学大学院の研究科における学修に関する細則（令和６年細則第 51

号）に、それぞれ定める。 

（博士課程への進学） 

第１５条 大学院学則第 17 条に規定する進学にあたっては、各学院等が行う選

考試験に合格していなければならない。 

 （広域学修制度） 

第１６条 本学に、学生の選択したコース等又は所属する専攻における専門分野

以外の分野における幅広い教養及び専門力の涵養を目的として、広域学修制度

を設ける。 

２ 前項の広域学修制度の目的を達成するため、本学に、学生が広域な学修を可

能とするプログラムを置くものとする。 

３ 前項のプログラムは、次の各号に掲げるプログラムに分類するものとし、そ

の趣旨は当該各号に定めるものとする。 

 一 挑戦的学修プログラム 新たな分野の学修に挑むことで、分野を横断した

多様な素養及び幅広い視野や見識を身につけた人材を養成する。 

 二 特別専門学修プログラム 分野横断的、かつ、機動的に編成された教育拠

点において、プロジェクト的に、大学院課程の異なる専門分野を有機的に連

携した教育を実施し、先端的分野や社会の課題に対応できる実務的人材を養

成する。 

 三 副専門学修プログラム 学生が選択したコース等又は所属する専攻にお

ける高度な専門知識の体系的な修得のほか、選択したコース等又は所属する

専攻以外の分野の広範な知識・技能の修得により、複眼的並びに学際的及び

俯瞰的な視点を有する人材を養成する。 

４ 前項の分類に基づき置かれるプログラムの履修要件等については、別に定め

る。 

（雑則） 

第１７条 この規程に定めるもののほか、大学院の修士課程、博士課程及び専門

職学位課程における学修に関し必要な事項は、別に定める。 

附 則 

１ この規程は、令和６年 10 月１日から施行する。 

２ 次に掲げる規程は、廃止する。 

一 東京工業大学大学院学修規程（平成 16 年規程第 12 号） 

二 東京医科歯科大学大学院ＧＰＡ制度に関する要項（平成 24 年３月 12 日 

制定） 

３ 令和６年９月 30 日において現に東京医科歯科大学の各研究科に在学する者
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5 

 

（以下「在学者」という。）及び令和６年 10 月１日以降在学者の属する学年に

再入学、転入学又は編入学する者が適用する GPA 制度については、第８条の

規定にかかわらず、なお従前の例による。 
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○東京科学大学大学院の研究科における学修に関する細則  

令和６年10月１日  

細則第51号  

（趣旨）  

第１条 この細則は、東京科学大学大学院学修規程（令和６年規程第94号。以下

「大学院学修規程」という。）第17条の規定に基づき、東京科学大学大学院に置

く医歯学総合研究科及び保健衛生学研究科における授業科目の履修等に関し必要

な事項を定めるものとする。  

第２条 削除  

（授業）  

第３条 授業は、講義、演習、実験又は実習により行う。  

２ 授業科目は、必修科目又は選択科目とする。  

（１単位当たりの授業時間）  

第４条 大学院学修規程第４条に定める１単位当たりの授業時間は、次のとおりと

し、授業科目ごとに設定する。  

一 医歯学総合研究科  

イ 講義及び演習については、15時間から30時間まで  

ロ 実験及び実習については、30時間から45時間まで  

二 保健衛生学研究科  

イ 講義及び演習については、15時間から30時間まで  

ロ 実験及び実習については、30時間から45時間まで  

２ 前項の授業時間の設定においては、次の事項に配慮しなければならない。  

一 学習目標を十分に満たすこと。  

二 自主的学修時間の確保  

（雑則）  

第５条 この細則に定めるもののほか履修に関し必要な事項は、別に定める。  

附 則  

１ この細則は、令和６年10月１日から施行する。  

２ 東京医科歯科大学大学院履修規則（平成22年規則第42号。以下「旧規則」と

いう。）は、廃止する。  

３ この細則の施行の日（以下「施行日」という。）の前日において、東京医科歯

科大学の各研究科に在学する学生（以下「在学者」という。）であって、施行日

以後、引き続き東京科学大学の各研究科に在学する者に係る授業科目の履修等に

ついては、旧規則の規定は、なお効力を有する。  

附 則（令6.11.5細77）  

この細則は、令和６年11月５日から施行し、改正後の東京科学大学大学院の研究

科における学修に関する細則の規定は、令和６年10月１日から適用する。  

附 則（令7.5.9細13）  

この細則は、令和７年５月９日から施行し、改正後の東京科学大学大学院の研究

科における学修に関する細則の規定は、令和７年４月１日から適用する。  
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○東京科学大学大学院医歯学総合研究科修士課程学修内規  

令和７年５月９日  

医歯学総合研究科長制定  

（趣旨）  

第１条 この内規は、東京科学大学大学院学則（令和６年学則第２号。以下「大学

院学則」という。）第31条、東京科学大学大学院学修規程（令和６年規程第94号。

以下「学修規程」という。）第３条及び第７条並びに東京科学大学大学院の研究

科における学修に関する細則（令和６年細則第51号。以下「学修細則」という。）

第５条の規定に基づき、大学院医歯学総合研究科修士課程における授業科目の履

修に関し、必要な事項を定めるものとする。  

（授業科目の区分）  

第２条 大学院医歯学総合研究科修士課程の授業科目は、次に掲げる主科目及び副

科目とする。  

一 主科目は、所属分野が開設する授業科目とする。  

二 副科目は、前号以外の授業科目及び共通科目とする。  

２ 大学院医歯学総合研究科修士課程の授業科目及び修得すべき単位数は、別表に

定めるものとする。  

（履修届）  

第３条 学生は、別表に定める授業科目のうちから、履修しようとする授業科目を

所定の期日までに届け出なければならない。  

（追加履修）  

第４条 履修科目の追加を行う学生は、各年度当初に定められた期日までに届け出

なければならない。  

（履修取消し）  

第５条 履修登録済みの授業科目のうち、履修を継続しない科目については、本人

からの願い出より取り消すことができる。  

２ 履修取消しを行う学生は、集中講義科目以外の授業科目については各授業科目

の第５回目の講義開始までに、集中講義科目については当該科目の履修期間内に、

別に定める履修登録科目取消願により研究科長に願い出るものとする。MMA科目

及びMPH科目は３日目の講義開始前までとする。なお、夏期休業期間中等に行わ

れる集中講義科目については、当該科目の履修確定日の翌日から授業開始日の１

週間前までとする。  

３ 前２項によらず、科目責任者の判断により履修取消しを認める場合がある。  

（授業方法等）  

第６条 授業方法、内容及び１年間の授業計画は、履修要項において明示するもの

とする。  

（成績評価）  

第７条 成績評価について不服がある学生は、所定の期日までに所定の申立書を教

育推進部教務課湯島教務室に提出しなければならない。  

（再履修）  
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第８条 不合格の評価を得た科目については、所定の手続により再履修できるもの

とする。  

２ 再履修した科目の成績については、再履修をした年度の成績をもって評価する。 

（再入学の単位認定）  

第９条 大学院学則第21条に基づき再入学を許可された者の当該大学院における既

修得単位については、別表に定める科目の一部又は全部を認定する。  

（雑則）  

第１０条 この内規に定めるもののほか、大学院医歯学総合研究科修士課程におけ

る授業科目の履修に関する必要事項は、研究科委員会において別に定める。  

附 則  

この内規は、令和７年５月９日から施行し、令和７年４月１日から適用する。  

別表  

(1) 大学院医歯学総合研究科修士課程医歯理工保健学専攻  

科目区分  授業科目の名称  単位数  

必修  選択  

基礎科目  医歯学総合概論＊1，＊2，＊3，＊5，＊9  2 

初期研究研修  1  

医歯理工学先端研究特論＊1，＊2，＊3，＊5，

＊9 
 1 

人体形態学＊1，＊9  1 

口腔形態学＊2，＊3  1 

人体機能学＊1，＊2，＊3，＊9  1 

病理病態学＊1，＊2，＊4，＊9  1 

環境社会医歯学＊1，＊2，＊3，＊9  1 

病院実習   1 

口腔保健臨地実習＊4  2 

口腔保健工学特論＊4  2 

専門科目  生化学＊9  2 

薬理学   2 

免疫学   2 

発生・再生科学   2 

細胞生物学特論   1 

神経疾患特論   2 
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遺伝医学特論＊9  2 

口腔保健福祉学   2 

ビッグデータ解析学＊8  1 

疾患オミックス情報学特論   1 

機能分子化学＊6  2 

ケミカルバイオロジー特論＊6  2 

ケミカルバイオロジー技術特論＊6  2 

分子構造学特論＊6  2 

生体材料学＊6  2 

バイオメディカルデバイス理工学Ⅰ＊6，＊8  1 

バイオメディカルデバイス理工学Ⅱ＊6  1 

応用生体材料学＊6  2 

医歯薬産業技術特論＊6  1 

バイオメディカルシステム理工学Ⅰ＊6  1 

バイオメディカルシステム理工学Ⅱ＊6  1 

英語交渉・ディベート特論   2 

研究倫理・医療倫理学＊8，＊9  1 

生命理工学概論＊11  2 

トランスレーショナルリサーチ特論   2 

産学リンケージ特論   2 

先制医療学実習＊8  2 

先制医療学基礎実習＊8，＊9  1 

保健医療情報学   2 

Basic Human Pathology for Graduate 

Students 

 1 

生体検査科学特論Ⅰ＊7  2 

生体検査科学特論Ⅱ＊7  2 

生体検査科学セミナーⅠ＊7  1 

臨床実践特別演習入門   1 

臨床実践特別演習Ⅰ   1 
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臨床実践特別演習Ⅱ   1 

医療データ科学概論＊8  1 

時間・空間の分子生命科学   1 

疫学基礎＊12  1 

生物統計学基礎＊12  1 

生物統計学応用Ⅰ＊12  1 

生物統計学応用Ⅱ＊12  1 

臨床試験方法論基礎＊12  1 

臨床試験方法論応用＊12  1 

口腔疫学基礎＊12  1 

疫学応用＊12  1 

臨床疫学解析演習＊13  1 

演習・実習・研究科

目  

医科学演習＊1，＊9  4 

医科学実習＊1，＊9  4 

歯科学演習＊2  4 

歯科学実習＊2  4 

口腔保健学演習＊3  4 

口腔保健学実習＊3  4 

生命理工学演習＊5  4 

生命理工学実習＊5  4 

保健学演習＊7  4 

保健学実習＊7  4 

課題研究  4  

医療管理政策学科

目  

（医療管理政策

学コース）  

医療政策概論＊9  1 

医療社会政策論   1 

世界の医療制度   1 

医療保険論   2 

医療政策各論   2 

医療産業論   2 

医療経済論   2 
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先端医療技術・産学連携   1 

医療機関リスク管理   1 

医療のTQM  1 

医療機能評価   1 

ポストコロナ社会における感染症対策   1 

医療制度と法   1 

医事紛争と法   1 

生命倫理と法   1 

診療情報管理学   1 

IT時代の医療診断システムとセキュリティ   1 

医療思想史   1 

世界の文化と医療   1 

世界の宗教と死生観   1 

病院設計・病院設備   1 

衛生工学・汚染管理   1 

医療とリーダーシップ   1 

戦略と組織   1 

財務・会計   1 

医療の人間工学   1 

人的資源管理   1 

医療とコミュニケーション＊9  1 

医歯学総合概論   2 

臨床研究・治験   1 

ビッグデータ解析学   1 

医療データ分析概論   1 

医歯理工学先端研究特論   1 

環境社会医歯学   1 

医歯薬産業技術特論   1 

医療データ科学概論   1 

疫学基礎   1 
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生物統計学基礎   1 

生物統計学応用I  1 

生物統計学応用II  1 

臨床試験方法論基礎   1 

臨床試験方法論応用   1 

口腔疫学基礎   1 

疫学応用   1 

課題研究  8  

グローバル健康医

学科目  

（グローバルヘ

ルスリーダー養成

コース）  

疫学入門＊8 2  

社会疫学  2  

生物統計入門＊8 2  

実践生物統計   2 

公衆衛生のための医学・生物学   2 

保健医療システム・マネジメント  2  

グローバルヘルス  4  

母子保健学   2 

ヘルスケアビジネス   2 

行動科学  2  

地球環境と健康  2  

疫学基礎＊12  1 

生物統計学基礎＊12  1 

生物統計学応用Ⅰ＊12  1 

生物統計学応用Ⅱ＊12  1 

臨床試験方法論基礎＊12  1 

臨床試験方法論応用＊12  1 

口腔疫学基礎＊12  1 

疫学応用＊12  1 

臨床疫学解析演習＊13  1 

課題研究Ⅰ  6  

課題研究Ⅱ  6  
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認定遺伝カウンセ

ラー  

受験資格関連科目  

（遺伝カウンセ

リングコース）  

人類遺伝学＊9，＊10 2  

臨床遺伝学＊9，＊10 2  

研究倫理演習＊9，＊10 1  

遺伝カウンセリング学＊9，＊10 3  

遺伝カウンセリング実習＊9，＊10 6  

１ 下記に示す修了要件単位を修得すること。  

一 修士（医科学）、修士（歯科学）の学位の修得を目指す学生は、基礎科目中、

必修科目から８単位、演習・実習・研究科目12単位、その他基礎科目（必修科

目を除く。）、専門科目及び医療管理政策学科目並びにグローバル健康医学科

目から10単位以上を修得し、合わせて30単位以上。  

二 修士（口腔保健学）の学位の修得を目指す学生は、基礎科目中、必修科目か

ら７単位、基礎科目の選択科目中「病理病態学」及び「口腔保健臨地実習」又

は「口腔保健工学特論」から２単位以上、演習・実習・研究科目12単位、その

他基礎科目（必修科目を除く。）、専門科目及び医療管理政策学科目並びにグ

ローバル健康医学科目から９単位以上を修得し、合わせて30単位以上。  

三 修士（理学）、修士（工学）の学位の修得を目指す学生は、基礎科目中、必

修科目４単位、演習・実習・研究科目12単位、その他基礎科目（必修科目を除

く。ただし、選択科目中、人体形態学を履修した者は口腔形態学の履修は不可）、

専門科目及び医療管理政策学科目並びにグローバル健康医学科目から14単位以

上を修得し、合わせて30単位以上。  

四 修士（保健学）の学位の修得を目指す学生は、基礎科目中、必修科目１単位、

専門科目中、必修科目７単位、演習・実習・研究科目12単位、その他基礎科目

（必修科目を除く。ただし、選択科目中、人体形態学を履修した者は口腔形態

学の履修は不可）、専門科目（必修科目を除く。）及び医療管理政策学科目並

びにグローバル健康医学科目から10単位以上を修得し、合わせて30単位以上。  

五 修士（医療管理学）、修士（医療政策学）の学位の修得を目指す学生は、医

療管理政策学科目のうち課題研究８単位及びその他の科目22単位以上を修得し、

合わせて390単位以上。  

六 修士（グローバル健康医学）の学位の修得を目指す学生は、グローバル健康

医学科目のうち必修科目28単位、選択科目２単位以上を修得し、合わせて30単

位以上。  

２ ＊１：修士（医科学）の学位の修得を目指す学生について必修科目とする。  

３ ＊２：修士（歯科学）の学位の修得を目指す学生について必修科目とする。  

４ ＊３：修士（口腔保健学）の学位の修得を目指す学生について必修科目とする。  

５ ＊４：修士（口腔保健学）の学位の修得を目指す学生について、「病理病態学」

及び「口腔保健臨地実習」の履修、又は「口腔保健工学特論」の履修のいずれか

を必須とする。  

６ ＊５：修士（理学）、修士（工学）の学位の修得を目指す学生について必修科
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目とする。  

７ ＊６：修士（工学）の学位の修得を目指す学生について、11科目17単位の中か

ら４単位以上必ず修得すること。  

８ ＊７：修士（保健学）の学位の修得を目指す学生について必修科目とする。  

９ ＊８：先制医療学コースを履修する学生は、医歯理工保健学専攻の修了要件を

満たし、これらの科目を全て履修し、単位を修得した場合、先制医療学コースに

関する学修成果を認定する。  

10 ＊９：以下の＊10を含む遺伝カウンセリングコース指定科目を37単位修得した

場合、認定遺伝カウンセラーの受験資格を得ることが出来る。  

11 ＊10：先進倫理医科学分野に所属する学生が選択できる授業科目とする。  

12 ＊11：修士（理学）、修士（工学）の学位の修得を目指す学生のうち10月に入

学する学生について必修科目とする。  

13 ＊12及び13：臨床疫学プログラムを履修する学生は、医歯理工保健学専攻の修

了要件を満たし、臨床疫学プログラム指定科目から選択科目（＊12）を５単位以

上かつ必修科目（＊13）を全て履修し、単位を修得した場合、臨床疫学プログラ

ムに関する学修成果を認定する。  

(2) 大学院共通履修科目  

授業科目の名称  単位数  

ポストコロナ社会における感染症対策  1 

１ この科目は、大学院医歯学総合研究科に開設するものとし、大学院医歯学総合

研究科に在学する学生であれば履修できるものとする。  

２ ポストコロナ社会における感染症対策を修了要件に含まれる選択科目又は必修

科目として履修する学生又は履修して単位を付与された学生を除く。  

(3) 大学院人間医療科学技術コース科目  

授業科目の名称  単位数  

人間医療科学技術修士論文研究計画論第一 ＊2 1 

人間医療科学技術修士論文研究計画論第二 ＊2 1 

人間医療科学技術実践プロジェクト ＊2 2 

人間医療科学技術他分野専門基礎第一 ＊1 1 

人間医療科学技術他分野専門基礎第二 ＊1 1 

人間医療科学技術概論第一 ＊1 1 

人間医療科学技術概論第二 ＊1 1 

先端人間医療科学技術第一 ＊1 1 

先端人間医療科学技術第二 ＊1 1 

デザイン創造基礎 ＊1 2 
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１ これらの科目は、人間医療科学技術コースを履修する学生が選択できる授業科

目とする。  

２ ＊１及び２：人間医療科学技術コースを履修する学生は、医歯理工保健学専攻

の修了要件を満たし、人間医療科学技術コース科目から選択科目（＊１）を３単

位以上かつ必修科目（＊２）を全て履修し、単位を修得した場合、人間医療科学

技術コースに関する学修成果を認定する。  
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○東京科学大学学位規程  

令和６年10月１日  

規程第91号  

（趣旨）  

第１条 学位規則（昭和28年文部省令第９号）第13条第１項の規定に基づき、東

京科学大学（以下「本学」という。）が授与する学位については、東京科学大学

学則（令和６年学則第１号）及び東京科学大学大学院学則（令和６年学則第２

号。以下「大学院学則」という。）に定めるもののほか、この規程の定めるとこ

ろによる。  

（学位及び専攻分野の名称）  

第２条 本学において授与する学位は、学士、修士、博士及び修士（専門職）とす

る。  

２ 学位を授与するに当たっては、次の区分により、専攻分野の名称を付記するも

のとする。  

学位  専攻分野の名称  

学士  理学  

工学  

医学  

看護学  

保健学  

歯学  

口腔保健学  

修士  理学  

工学  

医科学  

歯科学  

医療管理学  

医療政策学  

グローバル健康医学  

看護学  

保健学  

口腔保健学  

学術  

博士  理学  

工学  

技術経営  

医学  

歯学  
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数理医科学  

看護学  

保健学  

口腔保健学  

学術  

修士（専門職）  技術経営  

（学士の学位授与の要件）  

第３条 学士の学位は、本学を卒業した者に授与する。  

（修士の学位授与の要件）  

第４条 修士の学位は、修士課程を修了した者に授与する。  

２ 前項に定めるもののほか、修士の学位は、大学院保健衛生学研究科看護先進科

学専攻の一貫制博士課程において、修士課程の修了に相当する要件を満たした者

にも授与することができる。  

（博士の学位授与の要件）  

第５条 博士の学位は、博士課程を修了した者に授与する。  

２ 前項に定めるもののほか、博士の学位は、本学大学院の行う学位論文審査に合

格し、かつ、本学大学院の博士課程を修了した者と同等以上の学力を有すること

を確認された者にも授与することができる。  

（修士（専門職）の学位授与の要件）  

第６条 修士（専門職）の学位は、専門職学位課程を修了した者に授与する。  

（学位論文又はレポート等の提出）  

第７条 修士及び第５条第１項の規定による博士の学位の授与を申請する者は、学

位論文（大学院学則第43条第２項の規定による特定の課題についての研究の成果

を含む。以下同じ。）に所定の書類を添えて、又は修士（専門職）の学位の授与

を申請する者は、特定研究課題の成果をまとめたプロジェクトレポート（以下

「レポート」という。）に所定の書類を添えて、所属する学院又は研究科の長を

経て、学長に提出するものとする。  

２ 第５条第２項の規定による博士の学位の授与を申請する者は、学位論文に所定

の書類を添えて、学長に提出するものとする。  

３ 第５条第２項の規定による博士の学位の授与を申請する者は、別に定める論文

審査手数料を納付しなければならない。  

４ 第１項又は第２項の規定により提出した申請書類及び前項の規定により納付し

た論文審査手数料は、返還しない。  

（審査機関等）  

第８条 修士、博士及び修士（専門職）の学位に係る審査は、学院教授会又は研究

科委員会において行うものとする。  

２ 学長は、前条第１項の規定により学位論文又はレポートの提出があったとき

は、申請者の所属する学院又は研究科の長に審査を付託するものとする。  

３ 学長は、前条第２項の規定により学位論文の提出があったときは、学院又は研
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究科を指定し、当該学院長又は研究科長に審査を付託するものとする。  

（審査委員会）  

第９条 学院長又は研究科長は、前条第２項又は第３項の規定により学位論文又は

レポートの審査を付託されたときは、学院長は申請者が選択するコースのコース

担当教員会議に、研究科長は研究科委員会に、それぞれ審査員の指名及び審査委

員会の設置を依頼するものとする。  

２ コース担当教員会議又は研究科委員会は、学位論文又はレポートごとに、本学

の教員３人以上の審査員を指名し、審査委員会を設置するものとする。この場合

において、審査員のうち１人を審査員主査として指名するものとする。  

３ 学院長又は研究科長は、専攻分野に応じて特に必要と認めるときは、あらかじ

め３人を超える審査員の数を指定して、審査員の指名を依頼することができる。  

４ 指名した審査員主査及び審査員について、コース担当教員会議は学院長及び学

院教授会に、研究科委員会は研究科長に報告する。  

５ 前各項の規定にかかわらず、国際連携専攻にあっては、前条第２項の規定によ

り学位論文審査を付託された研究科長は、共同で教育課程を編成した外国の大学

院（以下「国際連携大学」という。）と協議の上、学位論文ごとに選出する審査

員で構成される合同の審査委員会を設置するものとする。  

６ 第２項及び前項の審査員として指名又は選出できる者については、学院長又は

研究科長が別に定める。  

（審査期間）  

第１０条 第４条及び第６条の規定に係る学位論文又はレポートの審査期間は３月

以内、第５条の規定に係る学位論文の審査期間は１年以内とする。ただし、特別

の事情があるときは、学院教授会又は研究科委員会の議を経て審査期間を延長す

ることができる。  

（最終試験及び学力の確認）  

第１１条 大学院学則第43条から第45条までの規定による最終試験及び第５条第

２項の規定による学力の確認は、専攻分野の学識及び外国語能力を有することを

確認するために、学位論文に関連のある学術分野について、口頭又は筆答により

行うものとする。  

２ 大学院学則第46条に規定する専門職学位課程の修了のための学力の確認につい

ては、専攻分野の学識及び外国語能力を有することを確認するために、レポート

の発表及びレポートに関連のある学術分野について口頭又は筆答による最終試験

を行うものとする。  

３ 第１項の規定にかかわらず、国際連携専攻における最終試験は、学位論文に関

連のある学術分野についてのみ行う。  

（審査等の結果報告）  

第１２条 学位論文又はレポートの審査が終了したときは、審査員主査は、その結

果に第４条、第５条第１項又は第６条の規定による者については最終試験の結果

を、第５条第２項の規定による者については学力の確認の結果を添えて、学院教

授会又は研究科委員会に報告しなければならない。  
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（学位授与の審議）  

第１３条 学院教授会又は研究科委員会は、前条の規定による報告を基にして、修

士、博士及び修士（専門職）の学位を授与すべきか否かを審議する。  

（博士の学位授与の審議）  

第１４条 博士の学位授与の審議については、学院教授会又は研究科委員会の構成

員の３分の２以上の出席を必要とし、かつ、審議結果を可とするには、可とする

者が当該出席者の３分の２以上でなければならない。  

２ 学院教授会又は研究科委員会が特に認めた事由で出席できない者は、前項の構

成員数に算入しない。  

（学位授与の審議の結果報告）  

第１５条 学院教授会又は研究科委員会において、修士、博士及び修士（専門職）

の学位授与に関する審議を行ったときは、学院長又は研究科長は、学位審査及び

最終試験又は学力の確認の結果を学長に報告しなければならない。  

（学位の授与）  

第１６条 学長は、前条の報告に基づき、修士、博士及び修士（専門職）の学位授

与の可否を決定し、当該結果を申請者に通知する。  

２ 学長は、学位を授与すべき者には、学位記を授与する。  

（学位記の様式）  

第１７条 学位記の様式は、別紙のとおりとする。  

（論文要旨等の公表）  

第１８条 本学は、博士の学位を授与したときは、当該博士の学位を授与した日か

ら３月以内に、当該博士の学位の授与に係る論文の内容の要旨及び学位論文審査

の結果の要旨をインターネットの利用により公表するものとする。  

第１９条 博士の学位を授与された者は、当該博士の学位を授与された日から１年

以内に、当該博士の学位の授与に係る論文の全文を公表するものとする。ただ

し、当該博士の学位を授与される前に既に公表したときは、この限りでない。  

２ 前項の規定にかかわらず、博士の学位を授与された者は、やむを得ない事由が

ある場合には、本学の承認を受けて、当該博士の学位の授与に係る論文の全文に

代えてその内容を要約したものを公表することができる。この場合において、本

学は、その論文の全文を求めに応じて閲覧に供するものとする。  

３ 博士の学位を授与された者が行う前２項の規定による公表は、本学の協力を得

てインターネットの利用により行うものとする。  

（学位の名称）  

第２０条 本学の学位を授与された者が、学位の名称を用いるときは、本学名を付

記するものとする。ただし、国際連携専攻に係る学位にあっては本学名に加え

て、国際連携大学名を付記するものとする。  

（学位授与の取消し）  

第２１条 学位を授与された者が次の各号のいずれかに該当するときは、学長は、

学院教授会、学部教授会又は研究科委員会の議を経て、学位の授与を取り消し、

学位記を返還させ、かつ、その旨を公表するものとする。  
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一 不正の方法により学位の授与を受けた事実が判明したとき。  

二 学位の栄誉を汚す行為があったとき。  

２ 前項の審議を行う場合の定足数及び議決については、第14条の規定を準用す

る。  

（学位授与の報告）  

第２２条 本学において博士の学位を授与したときは、学長は、当該学位を授与し

た日から３月以内に、文部科学大臣に報告するものとする。  

（雑則）  

第２３条 この規程に定めるもののほか、学位審査等に関し必要な事項は、別に定

める。ただし、国際連携専攻にあっては、国際連携大学と協議し、別に定める。  

附 則  

１ この規程は、令和６年10月１日から施行する。  

２ 次に掲げる規程及び規則は、廃止する。  

一 東京工業大学学位規程（平成16年規程第13号。以下「旧東工大規程」とい

う。）  

二 東京医科歯科大学学位規則（平成16年規則第56号。以下「旧医科歯科大規

則」という。）  

３ この規程施行の日（以下「施行日」という。）の前日において、東京工業大学

学部又は東京医科歯科大学院保健衛生学研究科共同災害看護学専攻に所属する学

生であって、施行日以降、引き続き東京科学大学に在学する学生については、当

該学生が東京科学大学に在学しなくなるまでの間、旧東工大規程又は旧医科歯科

大規則の規定は、なおその効力を有する。  

附 則（令7.3.7程29）  

この規程は、令和７年３月７日から施行し、改正後の東京科学大学学位規程の規

定は、令和６年10月１日から適用する。  
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○東京科学大学大学院医歯学総合研究科委員会修士（医科学・歯科学・口腔保健

学・理学・工学・保健学）に係る学位論文審査及び試験内規  
令和７年10月２日  

医歯学総合研究科長制定  
（趣旨）  

第１条 この内規は、東京科学大学学位規程（令和６年規程第91号）第23条の規定

に基づき、東京科学大学大学院医歯学総合研究科（以下「本研究科」という。）

における修士（医科学）、修士（歯科学）、修士（口腔保健学）、修士（理学）、

修士（工学）及び修士（保健学）の学位審査に関し必要な事項を定めるものとす

る。  
（学位論文提出の資格）  

第２条 学位論文提出の資格を有する者は、次の各号のいずれかに該当するものと

する。  
一 本研究科に在学し、修士（医科学）、修士（歯科学）、修士（口腔保健学）、

修士（理学）及び修士（工学）の学位の授与を申請する学生で、修士課程に１

年６月以上在学し、原則として、大学院学則第43条第１項に規定する所定の単

位のうち26単位以上を修得した者  
二 本研究科に在学し、修士（保健学）の学位の授与を申請する学生で、大学院

学則第３条第１項第１号に規定する修士課程に１年６月以上在学し、原則とし

て、大学院学則第43条第１項に規定する所定の単位のうち23単位以上を修得し

た者  
（学位論文）  

第３条 学位論文は、要旨、背景、材料と方法、結果、考察及び文献が記載された、

課題研究の成果に基づく高度な学術的内容を含む単独の著作１編とし、参考論文

の添付は認めない。  
（学位論文に添付する書類）  

第４条 学位論文に添付する書類は、次に掲げるとおりとする。  
一 申請書（別紙様式１）  
二 履歴書（別紙様式２）  
三 学位論文要旨（１千字以内）（別紙様式３）  
四 審査員候補者記入表（別紙様式４）  
（学位授与の審議）  

第５条 本研究科における学位授与の審議は、修士（医科学）に係る学位論文につ

いては医学系研究科運営委員会、修士（歯科学）に係る学位論文については歯学

系研究科運営委員会、修士（理学）、修士（工学）、修士（保健学）及び修士（口

腔保健学）に係る学位論文については生命理工医療科学研究科運営委員会の議を

経て、研究科委員会において行う。  
（審査委員会）  

第６条 審査委員会は、主査１人及び副査２人により構成する。  
２ 主査は、本研究科の教授のうちから選出する。ただし、指導教員は主査となる
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ことができない。  
３ 副査は、東京科学大学（以下「本学」という。）の教授、准教授、講師及び連

携大学院分野を構成する教員のうちから選出するものとし、１人以上を本学の専

任教員とする。ただし、原則として、指導教員及び指導教員の所属する分野の教

員は副査となることができない。  
４ 必要があるときは、前項に定める者のほか、副査２人以内を加えることができ

る。  
５ 研究科運営委員会は、審査員候補者記入表に基づき学位に関する委員会で選出

された審査員候補者について審議し、審査委員会を設置する。  
６ 審査委員会は、学位論文の審査を行う。  
７ 審査は、学位申請者と審査委員会審査員が一堂に会して、原則、公開で行う。  
８ 審査委員会が必要と認めた場合には、学位論文の訳文及び標本等の提出を求め

ることができるほか、その他の者の出席を求め質疑を行うことができる。  
（最終試験）  

第７条 審査委員会は、学位論文の審査を終了した後、専攻分野の学識及び外国語

能力を有することを確認するために、学位論文に関連のある学術分野について、

口頭又は筆答による最終試験を行う。  
２ 最終試験は、研究科運営委員会において特別の事由があると認められた場合を

除き、外国語を課すものとする。  
３ 最終試験の期日、内容及び問題等最終試験の方法は、審査委員会が決定する。  

（審査委員会の報告）  
第８条 審査委員会は、第６条第５項の規定により審査委員会が設置された後３月

以内に、学位論文の審査及び最終試験を行い、研究科運営委員会が定める日まで

に研究科委員会に審査結果を報告するものとする。  
２ 審査結果の報告は、次に掲げる書類をもって行うものとする。  

一 学位論文要旨（１千字以内）  
二 学位論文審査結果・最終試験結果報告書（４百字以内）  
（研究科運営委員会の審議）  

第９条 研究科長は、前条の報告を受けた後、研究科運営委員会を開催し、学位授

与の可否について審議するものとする。  
２ 研究科長は、研究科運営委員会開催日の７日前までに、次に掲げる書類を研究

科運営委員会委員に配付するものとする。  
一 学位論文要旨  
二 学位論文審査結果・最終試験結果報告書（審査委員会主査名を記載したもの） 
三 履歴書  
四 学位論文  

３ 第１項の審議を行うには、研究科運営委員会委員の３分の２以上の出席を必要

とする。  
４ 学位を授与できるものと議決するには、出席者の３分の２以上の賛成を必要と

する。  
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５ 研究科運営委員会が特に認めた事由で出席できない者は、第３項の構成員数に

算入しない。  
（１年次修了）  

第１０条 大学院学則第43条第１項ただし書についての取扱いは、別に定める。  
（学位論文提出の時期）  

第１１条 学位論文は、各年度において研究科運営委員会が定める日までに、所定

の書類を添えて提出するものとする。  
（適宜の処置）  

第１２条 学位の審査に関し、この内規を適用し得ない場合は、研究科委員会の議

を経て、適宜の処置をとるものとする。  
附 則  

１ この内規は、令和７年10月２日から施行し、次項の規定以外の規定は、令和６

年10月１日から適用する。  
２ 東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科委員会修士（医科学・歯科学・口腔

保健学・理学・工学・保健学）に係る学位論文審査及び試験内規（平成16年４月

１日研究科長制定）は、廃止する。  
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別紙様式１  
別紙様式２  
別紙様式３  
別紙様式４  
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○東京科学大学大学院学位論文等審査基準 

令和６年 10 月１日 

制定 

（趣旨） 

第１条 東京科学大学学位規程（令和６年規程第 91 号）第 23 条の規定に基づき、

東京科学大学（以下「本学」という。）において授与する修士、博士及び修士（専

門職）の学位に係る学位論文（東京科学大学大学院学則（令和６年学則第２号）

第 43 条第２項の規定による特定の課題についての研究の成果を含む。以下同じ。）

又は特定研究課題の成果をまとめたプロジェクトレポート（以下「レポート」と

いう。）の審査基準について定める。 

（修士） 

第２条 修士の学位に係る学位論文審査では、本学学位授与の方針（ディプロマポ

リシー）等を踏まえ、学位論文の内容が、次に掲げる要件を満たし、当該研究領

域において、十分な研究能力を修得しているかという観点で審査する。 

 一 研究目的の適切性 

当該研究領域に関する基礎的な知識を有し、先行研究を十分に理解・検討した

上で、意義のある研究目的が適切に設定されているか。 

 二 研究方法の適切性 

  高い倫理観に裏打ちされた、適切な研究計画、研究方法となっているか。 

 三 考察の適切性 

得られた研究データ・結果を正しく評価し、適切な考察がなされた上で、論理

一貫性をもって記述できているか。 

（博士） 

第３条 博士の学位に係る学位論文審査では、本学学位授与の方針（ディプロマポ

リシー）等を踏まえ、学位論文の内容が、次に掲げる要件を満たし、当該研究領

域において、自立した研究者として高度な研究能力及びその基礎となる豊かな学

識を修得しているかという観点で審査する。 

一 研究目的の先駆性・独創性 

当該研究領域に関する多面的かつ専門的な知識を有し、先行研究を十分に理解・

検討した上で、先駆的又は独創的な発想に基づき研究目的が設定されているか。 

二 研究の社会的意義 

  当該研究領域の発展に寄与し、人類の健康と福祉や、知的発展への貢献につな

がる研究内容であるか。 

 三 研究方法の倫理性・論証性 

  研究計画、研究方法が、高い倫理観と幅広い視野に基づき策定されたもので 

あり、十分な論証性を備えているか。 

 四 考察の俯瞰性 

  得られた研究データ・結果を正しく評価し、適切かつ十分な考察がなされた 

上で、論理一貫性をもって記述できているか。また、当該分野における研 

究成果の貢献と、今後の学問的・社会的発展性に関して、俯瞰性を備えた記 
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述となっているか。 

  （修士（専門職）） 

第４条 修士（専門職）の学位に係るレポート審査では、本学学位授与の方針（デ

ィプロマポリシー）等を踏まえ、レポートの内容が、次に掲げる要件を満たし、

当該研究領域において、十分な研究能力を修得しているかという観点で審査する。 

 一 研究目的の適切性 

当該研究領域に関する基礎的な知識を有し、先行研究を十分に理解・検討 

した上で、イノベーション実現のための実践力を習得するために意義のある研

究目的が適切に設定されているか。 

 二 研究方法の適切性 

高い倫理観に裏打ちされた、適切な研究計画、研究方法となっているか。 

 三 考察の適切性 

得られた研究データ・結果を正しく評価し、適切な考察がなされた上で、論理

一貫性をもって記述できているか。 

附 則 

１ この基準は、令和６年 10 月１日から施行する。 

２ 東京医科歯科大学大学院学位論文審査基準（平成 27 年 2 月 17 日制定）は、廃

止する。 
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○東京科学大学におけるGPA制度に関する要項  

令和６年10月１日  

制定  

（趣旨）  

第１条 この要項は、東京科学大学学修規程（令和６年規程第88号。以下「学修規

程」という。）第７条第５項及び東京科学大学大学院学修規程（令和６年規程第

94号。以下「大学院学修規程」という。）第８条第５項の規定に基づき、東京科

学大学（以下「本学」という。）に置く学院並びに医学部、歯学部及び研究科に

おける学修の評価におけるGrade Point Average（以下「GPA」という。）に関し

必要な事項を定めるものとする。  

（定義）  

第２条 この要項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めると

ころによる。  

一 Grade Point（以下「GP」という。） 学修規程第７条第１項及び第２項並

びに大学院学修規程第８条第１項及び第２項に規定する履修申告した授業科目

の成績に基づき算出される０又は0.5から4.5までの数値をいう。  

二 Grade Point Average（以下「GPA」という。） 学修規程第９条第３項及び

大学院学修規程第８条第３項に規定する授業科目のGPと単位数の積の総和を

履修申告した授業科目の単位数の総和で除した数値をいう。  

三 クォーターGPA 各クォーターにおけるGPAをいう。  

四 学期GPA 各学期におけるGPAをいう。  

五 年度GPA 各年度におけるGPAをいう。  

六 通算GPA 在学期間におけるGPAをいう。  

（対象学生）  

第３条 GPA制度を適用する対象学生は、本学の学士課程、修士課程、博士課程及

び専門職学位課程に在学する全ての学生とする。ただし、工学部に在学する学生

を除く。  

（対象授業科目）  

第４条 GPA制度の対象とする授業科目（以下「対象授業科目」という。）は、各

課程において卒業又は修了の要件となる全ての授業科目とする。ただし、次に掲

げる授業科目は、対象としない。  

一 学修規程第６条第２項ただし書及び大学院学修規程第７条第２項ただし書の

規定により「合格」又は「不合格」をもって学修の評価を行う授業科目  

二 学修規程第９条から第12条まで並びに大学院学修規程第10条及び第12条の

規定により単位を認定された授業科目  

三 東京科学大学の学院における学修に関する細則（令和６年細則第48号）別表

に規定する研究関連科目、横断科目（教養科目）及び横断科目（専門科目）並

びに東京科学大学大学院の学院における学修に関する細則（令和６年細則第50

号）別表に規定する講究科目、研究関連科目、横断科目（教養科目）及び横断

科目（専門科目）に分類される授業科目  
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（GPAの算出方法）  

第５条 学院においては、クォーターGPA、学期GPA、年度GPA及び通算GPAにつ

いて、全ての対象授業科目によるGPA並びに専門科目群及び教養科目群のGPAを

算出するほか、学院の学士課程の学生については、併せて授業科目区分ごとの対

象授業科目によるGPAを算出するものとする。  

２ 医学部、歯学部及び研究科においては、全ての対象授業科目による年度GPA及

び通算GPAを算出するものとする。  

３ 前２項のGPAは、次の各号の計算式により算出するものとし、その数値に小数

点以下第二位未満の端数があるときは、小数点以下第三位の値を四捨五入するも

のとする。  

一 クォーターGPA＝（当該クォーターに履修申告した対象授業科目のGP×単位

数）の総和／（当該クォーターに履修申告した対象授業科目の単位数）の総和  

二 学期GPA＝（当該学期に履修申告した対象授業科目のGP×単位数）の総和／

（当該学期に履修申告した対象授業科目の単位数）の総和  

三 年度GPA＝（当該年度に履修申告した対象授業科目のGP×単位数）の総和／

（当該年度に履修申告した対象授業科目の単位数）の総和  

四 通算GPA＝（在学期間に履修申告した対象授業科目のGP×単位数）の総和／

（在学期間に履修申告した対象授業科目の単位数）の総和  

（再履修科目の単位修得時の取扱い）  

第６条 不合格とされた授業科目を再履修し、単位を修得した場合は、当該科目の

不合格とされた成績をGPAの算出から除外し、修正するものとする。  

（GPAの成績証明書等への記載）  

第７条 学院においては、成績証明書及び学業成績書、医学部、歯学部及び研究科

においては成績証明書に、通算GPAを記載するものとする。  

２ 学院においては、教務Webシステムに、クォーターGPA、学期GPA、年度GPA

及び通算GPAを記載するものとする。  

（雑則）  

第８条 この要項に定めるもののほか、GPA制度の取扱いに関し必要な事項は、別

に定める。  

附 則  

この要項は、令和６年10月１日から施行する。  

附 則（令7.3.7）  

１ この要項は、令和７年４月１日から施行する。  

２ この要項の施行の日（以下「施行日」という。）の前日において、東京科学大

学の各学部に在学する学生（以下「在学者」という。）であって、施行日以後、

引き続き東京科学大学の各学部に在学する者（施行日以後に在学者の属する年次

に再入学、転入学又は編入学する者を含む。）に係る対象授業科目については、

改正前の東京科学大学におけるGPA制度に関する要項の規定は、なおその効力を

有する。  

附 則（令7.6.16）  
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この要項は、令和７年６月16日から施行し、改正後の東京科学大学におけるGPA

制度に関する要項の規定は、令和７年４月１日から適用する。  
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○東京科学大学学生の懲戒等に関する規程 

令和６年 10 月１日 

規程第 122 号 

 

（趣旨） 

第１条 この規程は、東京科学大学学則（令和６年学則第１号。以下「学則」とい

う。）第 45 条第３項及び東京科学大学大学院学則（令和６年学則第２号。以下「大

学院学則」という。）第 58 条第３項の規定に基づき、東京科学大学（以下「本学」

という。）における学生の懲戒及び教育的措置（以下「懲戒等」という。）に関し

必要な事項を定めるものとする。 

（基本的な考え方） 

第２条 懲戒等は、対象となる行為の態様、経緯、結果、影響等を総合的に判断し、

教育的配慮を加えて行うものでなければならない。 

２ 懲戒等によって学生に科せられる不利益は、過重なものとなってはならない。 

３ 懲戒等の取扱いについては、刑事訴追の有無を処分決定の絶対的な基準とはし

ないものとする。 

（懲戒等の対象となる行為） 

第３条 懲戒等の対象となる行為は、次に掲げるとおりとする。 

一 犯罪行為又は犯罪未遂行為 

二 国立大学法人東京科学大学におけるハラスメントの防止等に関する規則（令

和６年規則第 57 号）第２条第７号に規定する行為 

三 国立大学法人東京科学大学情報倫理規則（令和６年規則第 69 号）第３条に規

定する行為 

四 試験における不正又は論文の作成における不正等学問的倫理に反する行為 

五 本学の教育研究活動を妨害する行為 

六 本学の名誉・信用を失墜させる行為 

七 本学の規則に違反する行為 

八 その他学生の本分に著しく反する行為 

（懲戒処分の種類及び内容） 

第４条 懲戒処分の種類及び定義は、次に掲げるとおりとする。 

一 退学 本学の学生としての身分を喪失させること。 

二 停学 ６月以下の期間を定めて、又は期間を定めずに、登校を禁じること。 

三 訓告 文書により注意を与え、将来を戒めること。 

２ 停学期間の計算は、暦日によるものとする。 

３ 停学期間は、在学期間に算入する。ただし、卒業又は修了に係る在学期間の要

件においては、在学期間に算入しない。 

４ 停学期間が１月以内の場合には、前項ただし書の規定は適用しない。 

５ 停学又は訓告の懲戒処分を受けた学生は、学長に反省文を提出しなければなら

ない。 

（教育的措置） 
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第５条 学院、学部及び研究科（以下「学院等」という。）の長（以下「学院長等」

という。）は、第３条に規定する行為を行った当該学院等に所属する学生が、懲戒

処分に相当しないとされた場合においても、学生の本分についての反省を促すた

め、当該学生に対し、次に掲げる教育的措置を行うことができる。 

一 厳重注意 口頭又は文書により、強く反省を求めること。 

二 注意 口頭又は文書により、反省を求めること。 

（停学期間中の措置） 

第６条 停学期間中の学生は、授業科目等の履修、定期試験等の受験、学位論文審

査の申請、大学施設の利用及び課外活動への参加をすることができない。ただし、

大学施設の利用については、学院長等が、特に必要と認めた場合は、許可するこ

とがある。 

２ 停学期間中の学生に対しては、当該学院等は、面談等により、更生に向けた指

導を適宜行うものとする。 

３ 前項に規定する面談等は、必要に応じカウンセラー等の専門家の協力を得て行

うことができるものとする。 

４ 停学期間中の休学の願い出は、受理しないものとする。 

（定期試験等における不正行為） 

第７条 定期試験等における不正行為を行った学生が、当該不正行為を行った学期

に受験した定期試験等は全て無効とし、当該学期に履修した授業科目の成績を０

点又は不合格とする。ただし、学期又は学年をまたぎ開講される授業科目の取扱

いは別に定める。 

２ 定期試験等における不正行為を行った学生は、当該不正行為を行った学期にお

いて、新たに授業科目の履修は認めないものとする。 

 （謹慎） 

第８条 学生が懲戒に該当する行為を行ったことが明白であり、かつ、停学以上の

懲戒がなされることが確実である場合は、学長は、当該学生に懲戒等の決定前に

謹慎を命ずることができる。この場合において、謹慎開始日から懲戒等の決定し

た日までの間は懲戒に準じ、当該学生の登校等を禁止する。 

２ 謹慎の期間は、その全部又は一部を停学期間に通算することができる。 

（自宅待機） 

第９条 学院長等は、ハラスメントの防止その他の教育上の配慮が求められる場合

は、第３条に規定する行為を行ったことが明白な学生に対し、懲戒等が決定する

までの間、自宅待機を命じることができる。 

２ 学院長等は、自宅待機を命じた学生に、授業科目の履修、大学施設の利用及び

課外活動への参加を制限することができる。 

３ 自宅待機の期間は停学期間に含めないものとする。 

４ 自宅待機の期間中に謹慎に変更となる場合は、変更日から謹慎の扱いとする。 

（懲戒等の決定前の休学又は自主退学） 

第１０条 学長は、第３条に規定する行為を行った学生が、懲戒等の決定前に休学

又は退学を願い出た場合は、受理しないものとする。 
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（調査委員会） 

第１１条 学院長等は、学生の懲戒等の対象となる事案について、事実の確認及び

当該学生を含む関係者への事情聴取（以下「事実調査」という。）を行うため、調

査委員会を置くものとする。 

２ 異なる学院等に所属する複数の学生が関与している事案については、当該学生

の所属する学院等で合同の調査委員会を置くことができる。合同の調査委員会を

置かない場合であっても、各学院等の調査委員会は、相互に連携して事実調査を

行うものとする。 

３ 前２項の規定にかかわらず、第３条第２号に係る事案については、ハラスメン

ト対策委員会が行う事実調査をもって、同条第３号に係る事案については、情報

倫理委員会が行う事実調査をもって、調査委員会及び事実調査に代えるものとす

る。 

（学生懲戒審査委員会） 

第１２条 懲戒処分の要否及び懲戒処分を要する場合のその内容の案（以下「処分

案」という。）、期間の定めのない停学の解除の可否及び不服申立の調査等につい

て審議するため、学長の下に学生懲戒審査委員会（以下「審査委員会」という。）

を置く。 

２ 審査委員会は、次に掲げる委員を持って組織する。 

一 理事のうちから学長が指名する者 １人 

二 副学長のうちから学長が指名する者 若干人 

三 学院を主担当する専任の教授のうちから学長が指名する者 １人 

四 大学院医歯学総合研究科、大学院保健衛生学研究科、医学部及び歯学部（以

下「研究科等」という。）に所属する専任の教授から学長が指名する者 １人 

五 学長が委嘱する学外有識者 １人 

六 その他学長が必要と認める者 

３ 審査委員会に委員長を置き、前項第１号の委員をもって充てる。 

４ 委員長は、審査委員会を招集し、その議長となる。 

５ 審査委員会には、必要に応じ班を設けることができる。 

６ 審査委員会は、必要があると認めた場合は、オブザーバーとして委員以外の者

の出席を求め、その意見を聞くことができる。 

（審査委員会に置ける議決） 

第１３条 審査委員会は、構成員の３分の２以上の出席がなければ、議事を開き、

議決することができない。 

２ 審査委員会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長

の決するところによる。 

（懲戒等の手続） 

第１４条 学院長等は、学生について、懲戒等の対象となる事案が生じた場合は、

速やかに事実関係を把握し、審査委員会を通じて学長に報告するとともに、調査

委員会に、事実調査を行わせるものとする。 

２ 調査委員会は、調査に当たり当該学生に対し事情聴取を行うものとする。ただ
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し、学生が心身の故障、身柄の拘束その他の事由により直接事情聴取を受けるこ

とができないときは、これに替えて文書による質問、照会等により事情聴取する

ことができる。 

３ 調査委員会は、事情聴取に際し、学生から補佐人の同席及び補佐人からの陳述

について求めがあった場合は、これに応じなければならない。ただし、事情聴取

の妨げになると調査委員会が認めた場合、補佐人の数を制限することができる。 

４ 調査委員会は、事情聴取に際し、当該学生に口頭又は文書により弁明する機会

を与えるものとする。ただし、学生が、正当な理由なく事情聴取に応ぜず、弁明

しない場合は、この権利を放棄したものとみなす。 

５ 学生は、本学が行う必要な調査については、誠実に協力しなければならない。 

６ 調査委員会は、事実調査の結果に基づき、調査結果報告書を作成し、学院長等

に報告するものとする。 

７ 学院長等は、前項の報告を受けたときは、審査委員会に調査結果報告書を報告

するものとする。 

８ 審査委員会は、前項の報告を受けたときは、学長に報告するとともに審査委員

会において処分案の審議を開始するものとする。 

９ 審査委員会は、処分案の審議に当たり、事実関係の再調査が必要と認めた場合

は、学生又は補佐人等から事情聴取を行うことができる。 

10 第２項及び第３項の規定は、前項の事情聴取について準用する。 

11 審査委員会は、処分案を作成し、学長に報告するものとする。 

12 学長は、前項の報告を受けたときは、審査委員会を通じて学院長等に処分案を

通知するものとする。 

13 学院長等は、前項の規定により通知を受けた処分案が懲戒処分を要するもので

あったときは、処分案の審議を教授会に付議し、審査委員会を通じてその審議結

果を学長に報告するものとする。この場合において、教授会の審議結果が審査委

員会の処分案と異なる場合は、その理由を付するものとする。 

（懲戒処分の決定） 

第１５条 学長は、前条第 13 項の報告に基づき、懲戒処分の要否及び懲戒処分を要

する場合のその内容を決定し、審査委員会を通じて学院長等に通知するものとす

る。 

（懲戒等の告知） 

第１６条 懲戒等の効力は、学生に懲戒等を告知したときに生じるものとする。 

２ 懲戒処分の告知は、前条の通知を受けた学院長等が学生及び保護者等又は連絡

先人に懲戒処分通知書を交付して行うものとする。ただし、学生の所在を知るこ

とができない場合においては、公示送達又は他の適切な方法により行うものとす

る。 

３ 教育的措置の告知は、学院長等が学生に行うものとする。 

（懲戒処分の告示等） 

第１７条 学長は、懲戒処分を行ったときは、教育研究評議会に報告するとともに、

学生の氏名を伏して学内に告示するものとする。 
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２ 学院長等は、教育的措置を行ったときは、教育研究評議会に報告するものとす

る。 

（懲戒に関する記録） 

第１８条 懲戒処分を行ったときは、学生の学籍簿の「特記事項」又は累加記録に

記載するものとする。 

（逮捕・勾留時の取扱い） 

第１９条 学生が逮捕・勾留され、学生からの事情聴取を行うことができない場合

においては、事情聴取及び弁明の機会が付与されないことにより学生の権利を損

なうことがないよう十分に配慮した上で懲戒等を行うことができる。 

（期間を定めない停学の解除） 

第２０条 学院長等は、期間を定めない停学の処分を受けた学生について、その反

省の程度及び学修意欲等を総合的に判断して、処分を解除することが妥当である

と認めた場合は、教授会の議を経て、審査委員会を通じて学長に対し、当該処分

の解除を申請することができる。 

２ 学長は、前項の申請があったときは、当該処分の解除の可否の審議を審査委員

会に依頼するものとする。 

３ 審査委員会は、当該処分の解除の可否を審議し、学長に報告するものとする。 

４ 学長は、前項の報告を受けたときは、審査委員会を通じて学院長等に審査委員

会の審議結果を通知するものとする。 

５ 停学処分解除の告知は、学院長等が学生に停学処分解除通知書を交付して行う

ものとする。 

６ 学長は、停学処分の解除を行ったときは、教育研究評議会に報告するものとす

る。 

７ 停学処分の解除を行ったときは、学生の学籍簿の「特記事項」又は累加記録に

記載するものとする。 

８ 期間を定めない停学は、６月を経過した後でなければ解除することができない

ものとする。 

（不服申立て） 

第２１条 懲戒処分を受けた学生は、事実誤認、新事実の発見その他正当な理由が

ある場合は、懲戒処分通知書を受け取った日の翌日から起算して 14 日以内に、文

書により、学長に対し、審査委員会を通じて不服申立てをすることができる。 

２ 学長は、前項の不服申立てを受理したときは、不服申立てを却下する場合を除

き、審査委員会の議を経て、速やかに再調査の要否を決定しなければならない。 

３ 前項において、学長が不服申立てを却下する場合又は再調査の必要がないと決

定した場合は、速やかに、当該学生に通知するものとする。この場合の通知は、

学院長等が学生に文書を交付して行うものとする。 

４ 第２項において、学長が再調査の必要があると決定した場合の調査等について

は、第 14 条から第 18 条までの規定を準用する。なお、当初の調査等を行った調

査委員会の委員となった者については、再調査等を行う調査委員会の委員とする

ことはできない。 
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５ 不服申立ては、懲戒処分の効力を妨げないものとする。 

（科目等履修生等の懲戒等） 

第２２条 この規程の規定は、科目等履修生、特別聴講学生、海外交流学生、海外

訪問学生、短期交流学生、大学院研究生及び特別研究学生の懲戒等について準用

する。 

 （守秘義務） 

第２３条 学生の懲戒等に関する事項に関わった職員は、職務上知り得た情報を漏

らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。 

 （事務） 

第２４条 学生の懲戒等に関する事務は、教育推進部学生支援課において処理する。 

（雑則） 

第２５条 この規程に定めるもののほか、学生の懲戒等に関し必要な事項は、別に

定める。 

 

   附 則 

１ この規程は、令和６年 10 月１日から施行する。 

２ 次に掲げる規程等は、廃止する。 

一 東京工業大学学生の懲戒等に関する規程（平成 24 年規程第１号。以下「旧東

工大規程」という。） 

二 東京医科歯科大学における学生の懲戒に関する申合せ（平成 20 年２月８日

申合せ。以下「旧医科歯科大申合せ」という。） 

３ この規程の施行の日前にした行為に係る懲戒等については、旧東工大規程及び

旧医科歯科大申合せの規定は、なおその効力を有する。ただし、令和７年４月１

日以降、旧東工大規程の適用においては、この規程第 12 条の学生懲戒審査委員会

を、旧東工大申合せ第 11 条の学生懲戒審査委員会とみなし、旧医科歯科大申合せ

の適用においては、この規程第 12 条の学生懲戒審査委員会を、旧医科歯科大申合

せ６．(5)の懲戒委員会とみなす。 
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○東京科学大学における休学に関する規程  

令和６年10月１日  

規程第92号  

（趣旨）  

第１条 この規程は、東京科学大学学則（令和６年学則第１号。以下「学則」とい

う。）第19条及び東京科学大学大学院学則（令和６年学則第２号。以下「大学院

学則」という。）第25条の規定に基づく休学に関し、必要な事項を定めるものと

する。  

（許可を要する休学）  

第２条 学則第19条第１項及び大学院学則第25条第１項の規定に基づき休学を許

可するに当たっては、次の各号に掲げる事由のいずれかに該当し、休学の願い出

に際し当該各号に定める書類の添付があった場合であって、かつ、２月以上学修

することができない場合に限るものとする。ただし、卒業又は修了の見込みがな

い者については、原則として休学を許可しない。  

一 傷病によるもの 医師の診断書  

二 経済的理由又は家庭の事情によるもの 事情を証明する書類  

三 出産、育児又は介護によるもの 事情を証明する書類  

四 東京科学大学（以下「本学」という。）で認める海外渡航によるもの 渡航

計画等の書類  

五 外国人留学生が、出身国における兵役に就く必要のあるもの 事情を証明す

る書類  

六 修学指導上本学が特に認めたもの 学生からの理由書等及び教員からの意見

書等の書類  

七 医学部医学科又は歯学部歯学科に４年以上在学した者が、医学部又は歯学部

を卒業する前に、大学院医歯学総合研究科医歯学専攻の医学研究者早期育成コ

ース（以下「MD―PhDコース」という。）又は歯学研究者早期育成コース（以

下「DDS―PhDコース」という。）に入学するもの MD―PhDコース又はDDS

―PhDコースの合格通知書  

八 その他やむを得ない理由として学生が所属する学院の教授会、学部の教授会

又は研究科委員会が特に認めたもの 学生からの理由書等  

２ 前項（第５号及び第７号を除く。）の事由に該当する休学期間は、１年以内の

期間であって、かつ、学院に所属する学生については学期の末日まで（次条に定

める休学上限の残りの期間が学期の末日までに満たないときは月の末日まで）と

し、学部又は研究科に所属する学生については月の末日までとする。ただし、特

別な事情があるときは、休学上限を超えない範囲で、引き続き休学を許可するこ

とができる。  

３ 第１項第５号の事由に該当する場合の休学期間は、２年６月以内の月の末日ま

でとし、次条に定める休学上限に算入しないものとする。  

４ 第１項第７号の事由に該当する場合の休学期間は、３年以内の月の末日までと

し、次条第１項第１号に定める休学上限に算入しないものとする。  
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（休学上限）  

第３条 前条第２項並びに第５条第１項第１号及び第２項に規定する休学期間は、

次の各号に掲げる課程に応じて、当該各号に定める年数（以下「休学上限」とい

う。）を通算して超えることができない。  

一 学士課程 ３年  

二 修士課程及び専門職学位課程 ２年  

三 博士課程（区分制博士課程においては博士後期課程） ３年  

２ 前項第１号の規定にかかわらず、前条第１項第７号の事由に該当する場合の休

学期間の休学上限は３年とし、特別な事情があると認める場合は、４年とする。  

（休学期間中に外国の大学で修得した単位の認定）  

第４条 第２条第１項第４号の規定により休学した者が、当該休学期間中に外国の

大学において履修した授業科目について修得した単位の認定の手続等は、別に定

める。  

（大学の命ずる休学）  

第５条 学則第19条第２項及び大学院学則第25条第２項の規定に基づき、大学が命

ずる休学の期間は、次の各号に掲げる学生に応じて、当該各号に定める期間とす

る。  

一 傷病のため学修することが不適当と認められる学生 大学が認めた日から、

１年を経過した日が属する月の末日まで  

二 行方不明の学生 行方不明の届出があった日から、１年を経過した日が属す

る月の末日まで  

２ 前項第１号による休学期間は、満了してもなお、休学理由である事情が継続す

る場合は、引き続き休学を命ずることがある。  

３ 第１項第２号による休学期間は、休学上限に算入しないものとする。  

４ 前２項の規定による休学期間を経過しても、次条による復学ができないときの

取扱いは、学則第46条第３号及び第６号並びに大学院学則第59条第３号及び第６

号の定めるところによる。  

（復学）  

第６条 許可された休学期間の途中で、当該休学の事情がなくなったときは、願い

出て、復学することができる。ただし、第２条第１項第１号による休学の場合は、

復学の願い出に際し、医師の診断書の添付を要するものとする。  

２ 命ぜられた休学期間の途中で、当該休学の事由がなくなったときは、願い出て、

復学することができる。  

３ 許可された休学期間が満了した場合は、復学する。この場合において、願い出

は要しない。  

４ 前３項の規定にかかわらず、学部又は研究科に所属する学生であって、第２条

第１項第１号又は８号に掲げる事由により休学を許可され、又は前条第１項各号

に掲げる事由により休学を命ぜられた者が、休学期間が満了し、又は休学期間の

途中で当該休学の事情がなくなった場合は、別に定める手続により願い出て、復

学することができる。  
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附 則  

１ この規程は、令和６年10月１日から施行する。  

２ 東京工業大学学則第17条及び東京工業大学大学院学則第21条の規定に基づく

休学等に関する申合せ（平成16年４月１日学長裁定）は、廃止する。  

３ この規程施行の日（以下「施行日」という。）に、現に在学する学生であって、

施行日前に、東京工業大学又は東京医科歯科大学（以下「旧大学」という。）に

おいて、第２条第１項に相当する事由に該当して休学を許可され、又は、第５条

第１項に相当する事情に該当して休学を命ぜられた学生に係る当該休学期間につ

いては、この規程により許可され、又は命ぜられた休学期間とみなす。  

４ 学則附則第３項の規定により置かれる理学部及び工学部に所属する学生におけ

る第２条第２項の適用については、学院に所属するものとみなす。  

附 則（令7.3.7程31）  

この規程は、令和７年３月７日から施行し、改正後の東京科学大学における休学

に関する規程の規定は、令和６年10月１日から適用する。  
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○東京科学大学大学院学生の留学に関する規程 

令和６年 10 月１日 

規程第 95 号 

 

（趣旨） 

第１条 この規程は、東京科学大学大学院学則（令和６年学則第２号。以下「大

学院学則」という。）第 26 条第３項の規定に基づき、東京科学大学（以下「本

学」という。）大学院の学生が、外国の大学又はこれに相当する高等教育機関

等に留学する場合の取扱いについて定めるものとする。 

（出願手続） 

第２条 次に掲げる留学を志望する学生は、指導教員の承認を得た上で、所定の

様式を提出することにより、学長に願い出るものとする。ただし、学院に所属

する学生は、指導教員の承認を得た後、学長に願い出る前に、コース主任の承

認を得るものとする。 

一 次に掲げる留学のうち、海外における滞在期間が 31 日以上のもの 

イ 本学及び他機関で募集する留学プログラムによる留学 

ロ 授業の一環で行う国外活動 

ハ 研究活動・フィールドトリップ等（出張を除く。） 

二 海外の大学への留学（当該大学において履修した授業科目について修得し

た単位を、本学における授業科目の履修により修得したものとして認定する

予定のものに限る。） 

三 その他この規程の規定による手続が特に必要な留学として、指導教員（学

院に所属する学生にあっては、指導教員及びコース主任）が必要と認めたも

の 

（留学許可） 

第３条 学長は、前条の留学の願い出があった場合において、教育・研究上有益

と認めるときは、当該学生が所属する学院の教授会又は研究科の研究科委員会

の議を経て、これを許可する。 

（留学期間） 

第４条 留学の期間は、通算して１年以内とする。ただし、特別な事情があると

きは、通算して２年を超えない範囲内で許可することがある。 

（学位申請時の理由書の添付） 

第５条 前条ただし書の規定に基づき１年を超えて留学した学院の修士課程又

は専門職学位課程の学生については、学位申請の際、指導教員が作成した留学

の目的及びその成果が学位取得に寄与することの説明書を付すものとする。 

（留学終了の報告） 

第６条 学生は、留学の期間が終了したときは、速やかに所定の様式に留学した

大学等が発行する学修の成果に関する証明書を添えて、学長に報告しなければ

ならない。 

（単位認定の手続） 
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第７条 学生が留学先で履修した授業科目の単位の認定を希望した場合の手続

は、別に定める。 

（認定授業科目の成績表示） 

第８条 単位が認定された授業科目の成績証明書における表示は、「認定」とす

る。 

（雑則） 

第９条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、学長が別に定める。 

附 則 

１ この規程は、令和６年 10 月１日から施行する。 

２ 東京工業大学大学院学生の留学に関する取扱いについて（平成 23 年３月 31

日制定。以下「旧取扱い」という。）は、廃止する。 

３ この規程施行の日（以下「施行日」という。）に、現に在学する学生であっ

て、施行日前に、東京工業大学又は東京医科歯科大学において、第２条各号に

掲げる事由に相当する事由に該当して留学を許可された学生に係る当該留学

期間については、この規程により許可された留学期間とみなす。 
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○東京科学大学における公欠の制度に関する要項 

令和６年 10 月１日 

制定 

（趣旨） 

第１条 この要項は、東京科学大学（以下「本学」という。）における公欠の制

度（以下「公欠制度」という。）に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要項において「公欠」とは、本学の学生が、本学が認める一定の事

由によりやむをえず授業を欠席した場合、これを欠席扱いとはしない取扱いを

いう。 

（対象学生） 

第３条 公欠制度の対象学生は、次のとおりとする。 

一 本学の学士課程又は大学院課程に在学する者 

二 前号のほか、授業科目の履修が認められている者 

（対象授業科目） 

第４条 公欠制度が適用される授業科目は、原則として、学士課程及び大学院課

程の全ての授業科目とする。ただし、授業科目の実施形態等を踏まえた授業担

当教員の判断により、公欠制度が適用されない場合がある。 

（適用事由） 

第５条 公欠が適用される事由、公欠の期間の目安、届出時の必要書類及び届出

時期は、次のとおりとする。 

公欠事由 
公欠として認められる期間

の目安 

届出時 

必要書類 
届出時期の目安 

(1) 学校保健安全

法施行規則（昭和

33年6月13日文部

省令第18号。以下

「施行規則」とい

う。）第18条に規

定する感染症に罹

患した場合、又は

感染しているおそ

れがある場合 

施行規則第19条に規定する

出席停止の期間の基準のと

おり（右記診断書等に記載

されている出席停止の期間

のとおり） 

診断書等 公欠事由該当期

間終了後１週間

以内 

(2) 親族（配偶者

及び２親等以内の

親族に限る。）が

死亡した場合 

配偶者及び

１親等(父

母・子） 

連続する７

日以内(休日

を含む。) 

会葬礼状

等 

公欠事由該当期

間終了後１週間

以内 

２親等(祖父

母、兄弟・

姉妹、孫) 

連続する３

日以内(休日

を含む。) 
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(3) 裁判員制度に

よる裁判員若しく

は裁判員候補者又

は検察審査会制度

による検察審査員

若しくは補充員に

選任された場合 

裁判所又は検察審査会事務

局からの通知書その他事実

が確認できる書類に記載の

ある期間 

裁判所又

は検察審

査会から

の通知書

等 

書類到着後から

公欠事由期間開

始前まで 

(4) 被災等により

通学が困難と学長

が認めた場合 

学長が必要と認めた期間 罹災証明

書等 

公欠事由発生

後、相当の期間

内 

（手続等） 

第６条 学生は、前条に規定する事由が生じたことにより公欠を希望する場合は、

別に定める公欠届に、同条に定める必要書類を添えて、担当部署を通じて学長

に提出するものとする。 

２ 担当部署は、前項の届出があったときは、前条の規定により公欠が適用され

る事由に該当することを確認した上で、当該学生が公欠制度の適用を希望する

履修科目の授業担当教員に、届出の内容を連絡するものとする。 

３ 前項の連絡を受けた授業担当教員は、授業科目の実施形態等を踏まえた上で、

公欠の適否を判断し、適当と認める場合には、配慮の内容等を当該学生に通知

するものとする。 

（学生への配慮義務） 

第７条 授業担当教員は、公欠が適当であると認めた学生から求めがあった場合

は、当該学生に対して、履修上の不利益が生じないよう配慮するものとする。 

２ 前項のほか、授業担当教員は、試験実施日に公欠が適当であると認めた学生

に対しては、追試験又は課題提出による評価等の配慮を行うものとする。 

（公欠制度の適用除外等） 

第８条 第６条の規定により公欠が適当であると認めた場合であっても、公欠の

期間が長期間にわたることにより、当該授業科目の単位を修得することが困難

であると授業担当教員が判断した場合は、当該授業科目の履修申告を不許可と

する場合がある。 

２ 第５条に規定する公欠が適用される事由に該当しない場合であっても、授業

担当教員又は該当する授業科目を開設する部局の長等の判断により、欠席扱い

としない等の特別の配慮をする場合がある。 

（雑則） 

第９条 この要項に定めるもののほか、公欠制度に関し必要な事項は、別に定め

る。 

附 則 

１ この要項は、令和６年 10 月１日から施行する。 

２ 次に掲げる申合せ及び要項は、廃止する。 

一 東京工業大学における公欠の制度に関する申合せ（令和元年 11 月 28 日 
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教育・国際連携本部制定） 

二 国立大学法人東京医科歯科大学における授業欠席に関する取扱要項（令和

２年 11 月 30 日制定） 

３ 学部及び研究科に在学する学生については、令和７年３月 31 日までの間、

第４条ただし書の規定は適用しない。 
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８．学生周知事項 

１）連絡・通知 

大学からの連絡・通知は掲示板への掲示又は大学のホームページにより行います。 

台風等の自然災害や交通機関運休に伴う授業の休講・試験の延長を決定した場合は、本学のホームペ

ージまたは Slack に掲載します。 

掲示板は 6 号館前大学院掲示板、１号館西１階教務課湯島教務室前及び 5 号館 3 階湯島学生支援室前

です。見落としがないように十分注意して下さい。 

学生への個別連絡は電話、電子メール又は郵送にて行います。 

大学から緊急に連絡する必要が生じても連絡が取れないことがないように入学時と連絡先が変更にな

った際は、忘れずに届出てください。 

 

２）学生証 

   学生証は、本学の学生である旨を証明し、学内で名札として使用するとともに、IC カードとして学内

出入口の解錠、出席登録等としても在学中使用しますので、紛失・破損等のないよう大切に取り扱って

下さい。 

   また、通学定期券の購入時等に提示を求められたときに提示できるよう、常に携帯するようにして下

さい。 

(1) 再交付 

   学生証を紛失又は破損等した場合は、速やかに教務課に申し出て、再交付の手続きをとって下さい。

また、再交付を行う場合は、再交付にかかる費用を負担することとなりますので注意して下さい。 

(2) 返却 

   修了、退学、除籍となった場合は、直ちに学生証を教務課に返却して下さい。なお、返却ができない

場合は、再交付にかかる費用と同額を負担することとなりますので注意して下さい。 

 (3) 有効期限の更新 

   在学期間延長や長期履修により有効期間が経過した場合は、学生証の有効期限の更新が必要となりま

すので、教務課湯島学位審査グループに申し出てください。 

 

３）証明書等 

  証明書等は、教務課で発行するものと、自動発行機で発行するものがあります。 

発行場所 種類 受付時間 問い合わせ先 

自動発行機 

5 号館 4 階 

学生談話室 

 在学証明書  （和文） 8:30-21:00 

（発行には学生

証が必要） 

教務課湯島学位審査グ

ループ 
  学生旅客運賃割引証（学割） 

教務課※ 

1 号館西 1 階 

 在学証明書  （英文） 

8:30-17:15 

教務課湯島教務室大学

院教務第１・第２グル

ープ 
 

 成績証明書  （和文・英文） 

 
修了見込証明書【修士・博士(前期)】 

              （和文・英文） 

 その他諸証明書（和文・英文） 

教務課※ 

1 号館西 1 階 
 

修了見込証明書【博士・博士（後期）】 

        （和文・英文） 
8:30-17:15 

教務課湯島学位審査グ

ループ 
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  ※教務課発行の証明書の手続きについて 

   教務課発行の証明書を希望する場合は、「証明書交付願」を各窓口に提出して請求すること。なお、交

付には和文で数日、英文で一週間程度を要する。 

  ※修了生の証明書発行は、教務課湯島学位審査グループで行っている。（発行している証明書：「修了証

明書」「成績証明書」「単位修得証明書」「在学期間証明書」「学位授与証明書」等。） 

 

    郵送での申込みについて  

 自動発行機以外で発行している証明書に関しては、郵送で申込むことができる。その際は、「証明書交

付願」と返信用封筒に切手貼付のうえ、請求すること。なお、郵送料が不足する場合は、郵便局から

の請求に基づき支払うこと。なお、郵便事情により、到着に時間がかかることが想定されるので余裕

をもって申し込むこと。 

    申込み先  

   〒113-8510 東京都文京区湯島 1-5-45   東京科学大学 教務課 

 

４）学生旅客運賃割引証（学割証） 

(1) 学生が課外活動又は帰省などで JR 線を利用する場合、乗車区間が片道 100km を超えるときに旅客

運賃の割引（２割）を受けることができます。 

   この制度は、修学上の経済的負担を軽減し、学校教育の振興に寄与することを目的とするものなので、

計画的に使用して下さい。（年間使用限度：10 枚／人、有効期間：発行日から３ヶ月間） 

(2) 次に掲げる行為があったときは、普通運賃の２倍の追徴金を取られるばかりでなく、本学の全学生に

対する学割証の発行が停止されることがありますので、乱用又は不正に使用することのないよう注意し

て下さい。 

  ① 他人名義の学割証を使って乗車券を購入したとき 

  ② 名義人が乗車券を購入し、これを他人に使用させたとき 

  ③ 使用有効期間を経過したものを使用したとき 

(3) 学割証は、学生談話室（５号館４階）に設置されている「自動発行機」にて発行します。 

（利用時間：平日 8:30～21:00） 

  （問い合わせ先）教務課湯島学位審査グループ 

 

５）住所・氏名等の変更 

   本人又は連絡先人等の住所・本籍又は氏名等（電話番号を含む）に変更が生じた場合は、速やかに教

務課湯島教務室大学院教務第１・第２グループに申し出て所定の手続きをとって下さい。 

   この手続きを怠った場合、大学から本人又は連絡先人等に緊急に連絡する必要が生じても連絡が取れ

ないので注意して下さい。 

 

提出・問い合わせ窓口  

教務課湯島教務室（１号館西１階） 

 届出用紙  

 届出用紙 添付、提示書類 

改姓した場合 
改姓（名）届 

学生証記載事項変更 
改姓（名）を証明する書類を添付 

本人・連絡先人等が住所・本籍

地を変更した場合 
住所・本籍地変更届 

住所・本籍地を変更したことを 

証明する書類を添付 

連絡先人を変更した場合 連絡先人変更届 なし 
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６）研修・実習依頼 

   外部の研究機関等に研修・実習を希望する場合は、依頼希望日の２週間前まで（外国での場合には２

ヶ月前まで）に教務課湯島教務室大学院教務第１・第２グループへ外部研修・実習届出書を提出してく

ださい。また、契約書の締結を伴うものについては 1 ヶ月前まで（外国での場合には 3 ヶ月前まで）に

教育推進部教務課湯島教務室へ提出してください。 

 

７）遺失物及び拾得物 

   学内での遺失物又は拾得物の届出は以下のとおりとなります。 

(1) 医学部内・・・・・・・・・医学部 業務推進課運営事務グループ（３号館６階：TEL 5803－5096） 

(2) 歯学部内・・・・・・・・・歯学部業務推進課運営事務グループ（D 棟南２階：TEL 5803－5404） 

(3) その他・・・・・・・・・・紛失及び拾得場所（建物）を管理する各事務部 

 

８）進路調査 

   大学院を修了（見込みを含む）する場合は、修了日（見込み日）１ヶ月前までに必ず進路届を学生支

援課湯島学生支援室に提出して下さい。 

  （問い合わせ先）学生支援課湯島学生支援室（e-mail：shinro@ml.tmd.ac.jp） 

 

９）健康相談・メンタルヘルス相談 

  （湯島保健管理センター） 

   湯島保健管理センターは本学の学生・職員が心身共に健康な生活を送り、所期の目的を達成すること

ができるよう、助言・助力することを目的としている施設です。必要に応じて医療機関への紹介状の発

行も行っています。 

 

(1) 健康相談 

健康相談は 10 時～12 時 30 分、13 時 30 分～15 時 30 分に受け付けます。 

時間は変更になる場合があります。 

来室前に湯島保健管理センターホームページの「今週の健康相談」を確認のうえ来室ください。 

 

今週の健康相談 

 

 

(2) メンタルヘルス相談（要予約） 

  精神科医・臨床心理士へ相談をご希望の場合は、予約をお取りします。 

03-5803-5081 までご連絡ください。 

 

 (3) 各種健康診断等 

実施詳細等は、Slack で周知します。 

見落としがないよう普段からよく確認するようにしてください。 

※湯島保健管理センターホームページにも健診に関する情報を掲載しています。 

※定期健康診断の受診は学生の義務ですので、必ず受けてください。 
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① 学生一般定期健康診断             5 月 

② B 型肝炎抗原・抗体検査            4 月  

③ B 型肝炎予防接種                   5 月、7 月、12 月 

④ 有機溶剤・特定化学物質健康診断        4 月、10 月 

⑤ 放射線業務従事者健康診断           4 月、10 月 

⑥ その他 インフルエンザ予防接種 等 

 

(4) 健康診断証明書の発行 

   各種資格試験受験、病院研修申請、就職・進学などを目的として必要な健康診断証明書を発行してい

ます。 

※証明書の発行は定期健診を受診している方に限ります。 

 

 
 

10）学生相談 

 （湯島学生支援センター：http://www.tmd.ac.jp/labs/gakuseihokenkikou/scsfs/index.html） 

湯島学生支援センターは、本学の学生に対して、生活・修学・就職・メンタルヘルスやハラスメントに

関することなど、キャンパスライフ全般に渡り、全学的に支援を行い、学生支援活動の充実を図ることを

目的として設置されています。 

下記のような問題、その他大学生活を送るうえで悩みや心配事が起きたときにご相談ください。 

また、内容により担当が異なりますので、各ホームページをご参照ください。 

 

＜学生生活全般に関すること＞ e-mail：scenter.stc@tmd.ac.jp 

・生活に関する相談･･･家族の問題・経済的な問題・恋愛問題など 

・修学に関する相談･･･勉強の進捗状況・進学・研究室の人間関係など 

・就職に関する相談･･･卒業後の進路・就職活動など 

  ・メンタルに関する相談･･･健康の問題・ストレス・心の問題・対人関係など 

  ・ハラスメントに関する相談･･･アカデミックハラスメント・パワーハラスメント・ 

                 セクシャルハラスメントなど 

  ・その他･･･セクシュアリティやジェンダーに関すること、障害や持病に関することなど 

ホームページ http://www.tmd.ac.jp/stdc/index.html 

                        
 

11）キャリア相談・ライフイベント（妊娠・出産・育児等）相談 

（キャリア・ライフ相談室：https://www.tmd.ac.jp/ang/counsel/index.html） 

キャリア・ライフ相談室は、本学の学生・職員が、自分らしく学業と仕事に臨めるよう、対話を通したご

相談に応じています。 

ライフイベントと学業・仕事の両立に関すること、キャリアに関すること、ライフプランに関すること、

どこに相談すればよいか分からないこと等、お気軽にご相談ください。 

湯島保健管理センターホームページ：https://www.tmd.ac.jp/hsc/ 

TEL：03-5803-5081 

MAIL：hokencenter.hsc@tmd.ac.jp 
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相談の内容やご希望に応じて、適切な相談先（リファー）もご紹介します。 

＜キャリア支援や学業（仕事）と家庭との両立支援に関すること＞  

 ・今後のキャリアや生き方に関する相談 

 ・妊娠・出産・育児との両立や保育園入園・介護に関する相談 

e-mail：info.ang@tmd.ac.jp 

ホームページ：http://www.tmd.ac.jp/ang/counsel/index.html 

                        
 

12）研究不正関連講習会の受講  

本学では、「遺伝子組換え実験」「病原微生物等・特定病原体等を取扱う実験」及び「動物実験」を行う 

者は『「安全で適正な研究」に係る研修会』を、「ヒト（試料・データを含む）を対象とする研究」を行う 

者は『研究倫理講習会』を受講し、それぞれ基礎研究 ID（「安全で適正な研究」に係る研修会）、受講証 

番号（研究倫理講習会）を取得することとしておりますが、大学院生についてはいずれも受講必須となって

おります。実施詳細はSlackおよびHPで周知いたしますので確認のうえ必ず受講するようにしてください。 

  （HP）https://www.tmd.ac.jp/tmd-research/safety/koushoukaiannai/ 

 （問い合わせ先）研究推進部研究基盤推進課研究安全グループ（e-mail：anzen.adm@tmd.ac.jp ） 

 

 

13）院生ラウンジ 

院生はＭ＆Ｄタワー14 階院生ラウンジを利用することができます。 

＜利用時間＞ 8：00～21：00 

＜注意事項＞ ①利用後は整理整頓を行い、必ず原状復帰すること。 

②ゴミは各自の研究室に持ち帰り、責任を持って処分すること。同フロアに設置されてい

る他の教室のゴミ箱に捨てないこと。 

③他の利用者に迷惑となる行為（大声で話す、長時間の睡眠をとる、遊具を持ち込む等）を

しないこと。 

④私物を放置したままにしないこと。 

⑤手洗い、マスク着用等基本的な感染対策に留意してご利用ください。 

 

14）その他 

(1) 個人宛の郵便物等には、必ず分野名の記載を相手方に周知してください。 

(2) 本学では、構内での交通規制が行われており、学生の車での通学は認められていませんので、注意し

て下さい。ただし、電車、バス等で通学することが困難な者については、申請に基づき許可することが

あります。 

(3) 担当グループ等 

  ① 教務事務・・・・・・・教務課（1 号館西 1 階） 

学位審査グループ：grad.doctor_med.adm@tmd.ac.jp 

 

湯島教務室 

大学院教務第１グループ：grad01@ml.tmd.ac.jp 

大学院教務第２グループ：grad02@ml.tmd.ac.jp 

JD&MPH グループ：jd@ml.tmd.ac.jp 
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  ② 授業料の納入・・・・・財務部経理課収入第２グループ 

               （大岡山キャンパス：suitou.adm@tmd.ac.jp ） 

  ③ 奨学金・授業料免除・・学生支援課湯島学生支援室 

               （5 号館 3 階： kousei.adm@ml.tmd.ac.jp pp） 
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諸手続きについて 

 

各手続きに必要な本学指定の様式については、教務課湯島教務室（１号館西１階）もしくは本学ホームページより取得

することができる。 

本学ホームページ（http://www.tmd.ac.jp/index.html）→ 「教育研究組織等」 → 「大学院医歯学総合研究科」 

→ 「統合教育機構学務企画課」 → 「諸手続（休学・退学・住所変更等に必要な手続関係）」 

（旧東京医科歯科大学ホームページに暫定的に掲載しています） 

URL：https://www.tmd.ac.jp/faculties/graduate_school/kyoumuka/#anchor19 

 

１）休学 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２）復学 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３）退学 

 

病気その他の事由により、引き続き 2 ヶ月以上就学できない場合は下記の手続きにより休学もしく

は休学延長することができる。なお、休学期間は通算して 2 年を超えることはできない。また、休

学期間は在学期間に算入しないものとする。 

 提出・問い合わせ窓口  

教育推進部教務課湯島教務室大学院教務第２グループ（１号館西１階） 

 提出書類  

・休学願または休学期間延長願（本学指定様式） 

※開始日は原則として、月初めとする 

※傷病を理由とする場合は、医師の診断書を添付すること 

※経済的理由又は家庭の事情を理由とする場合は、事情を証明する書類を添付すること 

※出産、育児又は介護を理由とする場合は、事情を証明する書類を添付すること 

 提出期限  

休学を希望する前々月の２０日まで 

※ただし 9 月 1 日から休学を希望する場合は 6 月 20 日までに提出すること 

 

 

傷病を理由とした休学以外復学願の提出は不要（自動復学）です。休学期間途中に復学を希望する

場合、または傷病を理由として休学している学生が、休学期間途中もしくは休学期間満了時に復学

を希望する場合は、下記の手続きを行わなければならない。 

 提出・問い合わせ窓口  

教育推進部教務課湯島教務室大学院教務第２グループ（１号館西１階） 

 提出書類  

・復学願（本学指定様式） 

※傷病を理由に休学した場合は、医師の診断書及び保健管理センターが発行する意見書を添付する

こと。 

 提出期限  

復学を希望する前々月の２０日まで 

※ただし 9 月 1 日から復学を希望する場合は 6 月 20 日までに提出すること 

 

 

病気その他の事由により、学業を継続することが困難となり、退学しようとする場合は、下記の手

続きを行わなければならない。 
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４）研究指導委託 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５）留学 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 提出・問い合わせ窓口  

教育推進部教務課湯島教務室大学院教務第２グループ（１号館西１階） 

 提出書類  

・退学願（本学指定様式） 

 提出期限  

退学を希望する前月の２０日まで 

※ただし 8 月３1 日に退学を希望する場合は 6 月 20 日までに提出すること 

 

 

他の大学院、研究所又は高度の水準を有する病院（以下「他機関」という。）において研究指導を受

けたい場合は、先方とあらかじめ協議したうえで下記の手続きを行わなければならない。なお、申

請期間は年度を超えることができない。翌年度も引き続き研究指導を受ける場合は、１月末までに

再度申請をすること。 

なお、修士課程在学者が研究指導委託できる期間は、最大１年間である。 

 提出・問い合わせ窓口  

教育推進部教務課湯島教務室大学院教務第２グループ（１号館西１階） 

 提出書類  

・研究指導委託申請書（本学指定様式） 

※開始日は原則として、月初めとする 

 提出期限  

研究指導委託希望日の３ヶ月前の２０日まで 

 

※研究指導委託に伴う実習用定期の申請について 

 研究指導委託申請の承認後、他機関に通学することになった場合は、申請により実習用定期を購

入することができる。 

 提出・問い合わせ窓口  

教育推進部教務課湯島教務室大学院教務第２グループ（１号館西１階） 

 提出書類  

実習用通学定期乗車券申込書（本学指定様式） 

 提出期限  

２ヶ月前まで（鉄道会社の許可を得るのに１ヶ月程度要する） 

 

外国の大学院又はこれに相当する高等教育機関において海外における滞在期間が 31 日以上修学す

る場合は、先方とあらかじめ協議のうえで下記の手続きを行わなければならない。 

留学期間に制限があるので、必ず事前に問い合わせること。 

 提出・問い合わせ窓口  

教育推進部教務課湯島教務室大学院教務第２グループ（１号館西１階） 

 提出書類  

・留学願（本学指定様式） 

・指導教員の理由書（書式自由） 

・相手先の受入承諾書等の書類（写し） 

・相手先の受入承諾書等の書類の和訳 
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６）在学期間延長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７）専攻分野変更 

 

 

 

 

 

 

 

・留学計画書（書式自由） 

提出期限  

留学希望日の前々月の２０日まで 

※ただし 9 月 1 日から留学を希望する場合は 6 月 20 日までに提出すること 

 

【留学期間を変更したい場合】 

 提出・問い合わせ窓口  

教育推進部教務課湯島教務室大学院教務第２グループ（１号館西１階） 

 提出書類  

・留学期間変更願（本学指定様式） 

・留学期間変更に係る文書（写し） 

・留学期間変更に係る文書の和訳 

・留学許可書（写し） 

 提出期限  

留学期間変更希望日の３ヶ月前の２０日まで 

 

標準修業年限を超えて在学（休学期間を除く）しようとする者は、下記の手続きを行わなければな

らない。なお、在学期間は標準修業年限の２倍（下表参照）まで延長することができる。 

研究科 課程 専攻 年数 

医歯学総合研究科 

修士課程 

医歯理工保健学専攻（医療管理学コースを

除く） 

４年 

医療管理学コース ２年 

博士課程 
医歯学専攻 ８年 

生命理工医療科学専攻 ６年 

保健衛生学研究科 一貫制博士課程 
看護先進科学専攻 

共同災害看護学専攻 
10 年 

なお、在学期間に休学期間は含めない。 

_提出・問い合わせ窓口  

教育推進部教務課湯島教務室大学院教務第２グループ（１号館西１階） 

_提出書類_ 

・在学期間延長願（本学指定様式） 

_提出期限_ 

・在学期間満了日の前々月の２０日まで 

 

在学中に研究内容に変更が生じた等の理由で、所属研究分野の変更を希望する場合は、下記の手続

きを行わなければならない。 

 提出・問い合わせ窓口  

教育推進部教務課湯島教務室大学院教務第２グループ（１号館西１階） 

 提出書類  

・専攻分野変更願（本学指定様式） 

 提出期限  

変更希望日の前々月の２０日まで 
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８）在学コース変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９）転学 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１０）死亡 

 

 

 

 

 

１１）履修取消 

 

 

 

 

 

※ただし 9 月 1 日から専攻分野変更を希望する場合は 6 月 20 日までに提出すること 

 

在学中に職に就いた場合、もしくは社会人コースで入学したがその事由が消滅した場合は下記の手

続きを行わなければならない。 

 提出・問い合わせ窓口  

教育推進部教務課湯島教務室大学院教務第２グループ（１号館西１階） 

 提出書類  

・在学コース変更願（本学指定様式） 

※「一般コース」から「社会人コース」への変更を希望する場合は下記も添付すること 

・勤務先の承諾書（本学指定様式） 

・指導教員の承諾理由書（書式自由） 

 提出期限  

変更希望日の前々月の２０日まで 

※ただし 9 月 1 日から在学コース変更を希望する場合は 6 月 20 日までに提出すること 

 

他大学への転学するための転入学試験を受験する場合は下記の手続きを行わなければならない。 

 提出・問い合わせ窓口  

教育推進部教務課湯島教務室大学院教務第２グループ（１号館西１階） 

 提出書類  

・転入学試験受験承諾書請求願（本学指定様式） 

 提出期限  

受験日の３ヶ月前の２０日まで 

 

転入学試験受験の結果、合格した場合は下記の手続きを行わなければならない。 

 提出書類  

・転学願（本学指定様式） 

・合格通知書の写し 

 提出期限  

転入学日の３ヶ月前の２０日まで 

 

学生本人が死亡した場合、連絡先人等は速やかに下記手続きを行わなければならない。 

 提出・問い合わせ窓口  

教育推進部教務課湯島教務室大学院教務第２グループ（１号館西１階） 

 提出書類  

・死亡届（本学指定様式） 

 

登録済みの科目のうち、履修を継続しない科目の取消しを行う場合は、下記の手続きを行わなけれ

ばならない。 

提出・問い合わせ窓口  

教育推進部教務課湯島教務室大学院教務第２グループ（１号館西１階） 

提出書類  

・履修登録科目取消願（本学指定様式) 
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【注意】 

 上記の諸手続きは「履修取消」を除き全て研究科委員会付議事項であるため、提出期限は厳守のこと。

期限を過ぎてからの提出は、希望日以降の許可となる可能性がありますのでご留意願います。 

 ８月は研究科委員会が開催されないため、９月から希望する学生は、上記の提出期限の更に１ヵ月前ま

でに届け出ること。 

 

 

 

１２）成績評価不服

申し立て 

 

 

 

 

 

 

13)公欠の制度につ

いて 

提出期限  

・専攻により異なるため問い合わせ窓口に確認すること。 

 

成績評価について異議がある場合は、所定の期日までに下記の手続きを行わなければならない。 

提出・問い合わせ窓口  

教育推進部教務課湯島教務室大学院教務第２グループ（１号館西１階） 

提出書類  

・成績評価不服申し立て書（本学指定様式) 

提出期限  

・専攻により異なるため問い合わせ窓口に確認すること。 

 

下記の事由によりやむをえず授業を欠席した場合は、所定の期日までに下記の手続きを行わなけれ

ばならない。 

公欠事由 

(1) 学校保健安全法施行規則（昭和 33 年 6 月 13 日文部省令第 18 号。以下「施行規則」という。）

第 18 条に規定する感染症に罹患した場合、又は感染しているおそれがある場合 

(2) 親族（配偶者及び２親等以内の親族に限る。）が死亡した場合 

(3) 裁判員制度による裁判員若しくは裁判員候補者又は検察審査会制度による検察審査員若しく

は補充員に選任された場合 

(4) 被災等により通学が困難と学長が認めた場合 

提出・問い合わせ窓口  

教育推進部教務課湯島教務室大学院教務第２グループ（１号館西１階） 

提出書類  

・公欠届（本学指定様式) 

・事情に応じた証明書類 

提出期限  

・届出事由により異なるため問い合わせ窓口に確認すること。 
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Dean, Graduate School of Medical and Dental Sciences 
 
Dean, Graduate School of Health Care Sciences 

 
 

 
履 修 登 録 科 目 取 消 願 

Request for Cancelling Registered Subject 

                                                    年   月   日 
   Year       Month       Date 

医歯学総合研究科長 殿 

 

保健衛生学研究科長 殿 

 

        年度入学  第      学年  

□ 修 士 課 程 Master’s  Program 

□ 博 士 課 程 Doctoral  Program 
      （                 分野） 

学籍番号 Student ID No.  第            号 

氏 名 (Name)                 (※ ) 
(※)本人が自署しない場合は、記名押印してください。 

When a person submitting this form does not sign the above space (※), you must 
 type/write his/her name and affix his/her seal in the space(※) on behalf of him/her. 

携帯電話番号(Mobile)    －    －     

E-mail              ＠          

 
 
 下 記 の と お り 、 履 修 登 録 を 取 り 消 し た い の で お 届 け い た し ま す 。  

   I would like to request cancellation of my registered subject as below. 
 

記 
 
 

１．科目コード 
Subject Code  

２．科 目 名 
Subject 

 

３．科目責任者 
Course Director  

 
 

受付日・印 

 

     年  月  日受付 

 

研究科長 副研究科長 事務部長 次  長 室  長 課長補佐 グループ長 一般職員 

○専  ○専  ○専  ○専  ○専  ○専  
  

Year of Admission School Year  

Department 
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授 業 欠 席 届 

 

                                                    年   月   日 

 

大学院  医歯学総合研究科長  殿  
保健衛生学研究科長  殿 

       年度入学  第      学年  

□ 修 士 課 程  □ 博 士 課 程 

（                   分野） 

学 籍 番 号 第           号 

氏   名             （※） 
(※ )本人が自署しない場合は、記名押印してください 

携帯電話番号     －    －     

E-mail              ＠          

 

 
欠 席 し ま す 

下 記 の と お り 、 授 業を          の で お 届 け い た しま す 。  
欠席しました 

 
 
 

記 
 
 
１．欠席期間  自          年      月     日 （      限） 

 

至          年      月     日 （      限） 

 

 

２．欠席科目 

                                              

 

３．欠席理由                                        
                                              

                                              

                                              
 

研究科長 副研究科長 事 務 部 長 次 長 室 長 課長補佐 グループ長 一般職員 

○専  ○専  ○専  ○専  ○専  ○専  
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別紙（成績不服申立書、成績不服申立回答書） 
年  月  日 

教育委員会  
教務委員会 御中              （成績不服申立人） 

研究科                

専 攻                

学籍番号               

氏 名                

 
成績不服申立書 

 

科目名                

科目責任者名             

申立内容（記入欄） 
 
 
 
 
 

 
科目責任者への確認内容（記入欄） 
 
 
 

（確認実施日    年  月  日） 

確認内容に対しての科目責任者の回答（記入欄） 

 
 
 

（回答受領日    年  月  日） 

※「科目責任者の確認内容」及び「確認内容に対しての科目責任者の回答」については、経緯の分かる
資料を添付し記入に代えることも可能とする。 

 
（成績不服申立書受領日    年  月  日） 
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